
 

 

 

 

 

第 2 次 いのちを支える清瀬市自殺対策計画 

～誰も自殺に追い込まれることのない清瀬市の実現を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

はじめに 

 

 本市では、長期総合計画の基本理念に「ともに未来をひらき 笑顔

とみどりがあふれるまち 清瀬」を掲げ、誰もが心豊かに暮らせる

まちづくりを進めております。この理念が示す「笑顔」は、一人ひ

とりの尊厳が守られ、心身ともに健やかであって初めて生まれるも

のです。しかし、現代社会の複雑な環境の中で、その笑顔を失い、

自ら尊い命を絶つという痛ましい事態が後を絶たない現実は、本市

として極めて重く受け止めるべき課題です。 

 

 近年の国の状況に目を向けますと、2025 年の自殺者数は減少の兆しを見せているものの、依然と

して２万人近い方々が亡くなっています。特に、未来を担う小中高生の自殺者数が高止まりしている

現状は、社会全体で向き合うべき危機的な事態です。これを受け、2026 年４月に施行された改正自

殺対策基本法では、子ども・若者への支援や SNS 相談の充実が最優先事項として位置づけられまし

た。東京都においても、孤独・孤立対策と歩調を合わせ、生きる意欲を阻害する要因を包括的に取り

除く施策が強化されています。 

 本市においても、これまでの取組をさらに深化させ、本計画を策定いたしました。自殺は個人の問

題ではなく、健康、経済、生活環境などの様々な要因が複雑に絡み合った結果であり、「防ぐことが

できる社会的な問題」です。本計画では、専門機関による切れ目ない支援に加え、清瀬の豊かなみど

りのように、市民を温かく包み込み、誰一人取り残さない「支え合いのネットワーク」をさらに強固

なものにしてまいります。 

 「ともに未来をひらき」という言葉が示す通り、困難な状況にある方が再び希望を見出し、笑顔を

取り戻せる未来を創るためには、行政、医療、福祉、そして地域に暮らす皆様の連携が不可欠です。

一人ひとりが周囲の変化に気づき、声をかけ、寄り添う。こうした小さな行動の積み重ねが、強固な

「いのちのセーフティネット」となります。 

 

 結びに、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました市民の皆様、関係団体の皆様に深く

感謝を申し上げます。すべての市民が「生きていてよかった」と思える清瀬市の実現に向け、全力で

取り組んでまいります。 

令和８年３月 

      清瀬市長 
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１．計画策定の背景と趣旨 

  我が国では、平成 10 年に自殺者数が急増し 3 万人を超え、平成 15 年には 34,427

人となりました。このため、国では平成 18 年 10 月に「自殺対策基本法」注１が施

行され、それまで「個人の問題」として認識されがちだった「自殺」は、広く「社

会の問題」として認識されるようになり、国レベルで様々な取組が行われたことに

より、平成 20 年以降自殺者数は減少傾向にあります。しかしながら、依然として

自殺者は年間 2 万人を超える状況にあり、我が国の自殺死亡率は、主要先進 7 か国

の中で最も高い状況にあります。 

  このことから、国では施行から 10 年の節目にあたる平成 28 年に「自殺対策基

本法」を改正し、その第 13 条において、市の責務として自殺対策計画を策定する

ことが義務づけられました。 

  これを受け、清瀬市では、「いのちを支える清瀬市自殺対策計画」を策定し、こ

れまでの取組に加え、地域におけるネットワークの強化を図るとともに、包括的な

相談支援体制を構築し、総合的に自殺対策を推進してきました。 

  全国の動向について、自殺対策基本法が成立した平成 18 年と、コロナ禍以前の

令和元年の自殺者数を比較すると男性は 38％減、女性は 35％減となり、一定の効

果があったと考えられます。しかし、自殺者数は依然として毎年 2 万人を超える水

準で推移しています。男性が大きな割合を占める状況は続いていますが、令和 2 年

にはコロナ禍の影響で自殺の要因となるさまざまな問題が悪化したことなどによ

り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は 11 年ぶりに前年を上回りまし

た。令和 3 年の総数は令和 2 年から減少しましたが、女性の自殺者数は増加し、小

中高生の自殺者数は過去 2 番目の水準となりました。 

  国はこれらの事を踏まえ、令和 4 年 10 月に新たな「自殺総合対策大綱注 2」を決

定し、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」を新たに自

殺総合対策における基本認識に加え、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強

化」、「女性に対する支援の強化」等、取り組むべき施策を位置づけています。 

  東京都は、この大綱を踏まえて令和 5 年 3 月に東京都自殺総合対策計画（第 2

次）を策定し、都における今後の自殺対策の基本的な考え方を「幅広い分野で生き

ることの促進要因を増やし、生きることの阻害要因を減らすことを通じて、生きる

ことの包括的な支援として対策を推進する。」としています。 

  清瀬市は、平成 31 年 3 月に策定した「いのちを支える清瀬市自殺対策計画」の

計画期間が令和 7 年度に終了することから、新たな「自殺総合対策大綱」や東京都

自殺総合対策計画（第 2 次）を踏まえつつ地域の実情を鑑み、誰も自殺に追い込ま
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れることのない清瀬市の実現を目指して「第 2 次 いのちを支える清瀬市自殺対策

計画」を策定することとします。 

 

２．計画の位置づけ 

  本計画は、「自殺対策基本法」に基づき、国の定める「自殺総合対策大綱」の趣

旨及び「東京都自殺総合対策計画」を踏まえて、同法第 13 条第２項に定める「市

町村自殺対策計画」として策定するものです。 

  本計画は、清瀬市の最上位計画である「第 5 次清瀬市長期総合計画」に掲げる「と

もに未来をひらき笑顔とみどりがあふれるまち 清瀬」の理念に基づく個別計画と

して、健康、福祉等の関連計画を踏まえ、整合性を図るものとし、国連で採択され

た SDGs の趣旨を踏まえた計画として策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5次清瀬市長期総合計画 

○自殺対策基本法 

○自殺総合対策大綱 
第 2次いのちを支える清瀬市自殺対策計画 

東京都自殺総合対策計画（第 2次） 

・健康増進計画 

・高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

・地域福祉計画 

・障害福祉計画 

・障害児福祉計画 

・男女平等推進プラン 

・子ども・子育て支援事業計画 

・こども計画 

・教育総合計画マスタ―プラン 

・いじめ防止基本方針 

・人材育成基本方針    ほか 

都 

国 
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３．計画の期間 

  本計画は令和 8（2026）年度を初年度として、令和 12（2030）年度までの 5 年

間を計画期間とします。 

  ただし、自殺の実態の分析結果や社会情勢の変化等を踏まえ、評価・検証を行い

ながら、必要に応じて内容の見直しを行うこととします。 

 

４．計画の数値目標 

  平成 31 年 3 月に策定した「いのちを支える清瀬市自殺対策計画」では、国の自

殺総合対策大綱における全国の数値目標及び東京都における東京都自殺総合対策

計画に合わせ、令和 8 年までに自殺死亡率を平成 27 年（9.4）と比較して 30％以

上減少させる（6.6）ことを目標とし、様々な自殺対策に取り組んできましたが、令

和 5 年の自殺死亡率は 16.1 であり、目標を達成できていない状況です。 

  国は、令和 4 年 10 月に閣議決定された新たな自殺総合対策大綱において、誰も

自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すため、当面は先進諸国の現在の

水準まで減少させることを目指し、旧大綱の数値目標を継続し、令和８年までに、
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自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）を平成 27 年と比べて 30%以上減少

させることとしております。 

  本市の現状を踏まえ、本計画の評価改定の前年に確認できる最新の情報である令

和 10 年時点での自殺死亡率を 6.6 以下にすることを目標とします。 

  しかし自殺対策の取組はあくまでも「誰もが自殺に追い込まれることのない社会

の実現」が目標ですので、「自殺者 0」を目指します。 

 

 

 

成果指標 

基準 

平成 27 年 

（2015 年） 

市現状 

令和 5 年 

（2023 年） 

目標 

令和 10 年 

（2028 年） 

自殺死亡率 

（自殺者数/人口×10 万） 
9.4 16.1 6.6 以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 自殺対策基本法 
    誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺の防止と自殺者の親族等

への支援の充実を図り、国民が生きがいを持って暮らすことができる社会の実現に寄与す
ることを目的とした法律。法制化に向けて全国で署名活動が行われた。平成 18 年 6 月 21
日に公布、同 10 月 28 日に施行。施行から 10 年の節目に当たる平成 28 年 3 月に改正。
同 4 月 1 日に施行された。またこどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置に
ついて定めるほか、デジタル技術を活用した施策の展開、自殺リスク情報の迅速な把握、自
殺を助長する情報・設備等対策、自殺未遂者等・自殺者の親族等への支援の強化について定
める改正自殺対策基本法が令和 7 年 6 月 11 日に公布された。 

 
注２ 自殺総合対策大綱 
    自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるもの。平成 19

年 6 月に初めての大綱が策定された後、平成 20 年 10 月に一部改正、平成 24 年 8 月に初
めて全体的な見直しが行われた。大綱はおおむね 5 年を目途に見直すこととされたため、
基本法改正の趣旨等を踏まえ、平成 29 年 7 月、新たな大綱が閣議決定された。またその後
新型コロナの影響を踏まえ新たな大綱が令和 4 年 10 月に閣議決定された。 

自殺対策を通じて達成すべき清瀬市の当面の目標値 
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瀬市における自殺の現状 

 

 清瀬市における自殺の現状を分析するにあたり、本計画では、厚生労働省の「人口

動態統計」と警察庁の「自殺統計」との 2 種類を用いています。なお、2 つの統計に

は以下のような違いがあります。また、令和元年から令和 5 年の 5 年間における自殺

の実態について、自殺総合対策推進センターより示された「地域自殺実態プロファイ

ル」注 3 による清瀬市の自殺の実態を踏まえ、策定しています。 

 

厚生労働省の「人口動態統計」 

◆調査対象 

 日本における日本人（外国人は含まない）を対象としています。 

◆調査時点の差異 

 住所地を基に死亡時点で計上しています。 

◆自殺者数の計上方法 

 自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明の時は自殺以外で処理しており、死亡診

断書等について自殺の旨の訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。 

 

警察庁の「自殺統計」 

◆調査対象 

 総人口（日本における外国人も含む）を対象としています。 

◆調査時点の差異 

 発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上しています。 

◆自殺者数の計上方法 

 捜査等により自殺であると判明した時点で計上しています。 

 ※計画のなかで用いている「地域における自殺の基礎資料」は、警察庁自殺統計原

票データに基づき厚生労働省自殺対策推進室から公表されているデータです。 

 

 【統計データの留意点】 

  ・「自殺死亡率」とは、人口 10 万人当たりの自殺者数です。 

  ・「％」は、それぞれの割合を小数点第 2 位で四捨五入して算出しているため、

全ての割合を合計しても 100％にならないことがあります。 

 
 
注 3 地域自殺実態プロファイル 

国勢調査、人口動態統計調査、企業・経済統計、生活・ライフスタイルに関する統計（国 
民生活基礎調査、社会生活基本調査等）に基づき、自治体ごとの自殺者数や自殺死亡率、関 
連する地域特性を円グラフや棒グラフなどを用いて簡易に表したもの。

 第２章 清瀬市における自殺の現状 
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１．自殺者数及び自殺死亡率の推移   

  清瀬市の自殺死者数は、減少傾向にありましたが、平成 27 年から増加に転じて

います。その後平成 30 年に一旦減少しましたが、令和元年に 9 人、令和 2 年に 17

人と再び増加しています。令和 5 年は 12 人であり高い水準でした。 

 

図表１ 清瀬市の自殺者数の推移（Ｈ21～R5）       単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  清瀬市の自殺死亡率は、全国、東京都と同様に減少傾向にありましたが、平成 27

年から増加、減少をくり返し、新型コロナウイルス感染症の流行が本格化した令和

2 年は全国、東京都を大きく上回りました。その後再び減少傾向にあり、令和 5 年

は全国、東京都と同程度の死亡率でした。 

 

図表 2 清瀬市の自殺死亡率の推移（Ｈ21～R5）        人口 10 万対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」 
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  男女別の内訳をみると、自殺死亡率は男女ともに平成 23 年以降、概ね全国・東

京都を下回っていましたが、男性は令和２年から全国・東京都を上回り、令和 5 年

に下回りました。女性は令和元年・令和 2 年と全国・東京都を上回り令和 3 年 4 年

は下回りましたが令和５年に再び上回りました。 
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２．性・年齢別自殺者数及び自殺死亡率の状況 

（１）性・年齢別自殺者数 

  平成 21 年から令和 5 年の 15 年間の清瀬市の自殺者数をみると、男性は 50 歳

代が、女性は 40 歳代が最も多く、令和 5 年では男性は 50 歳代、女性は 20 歳代、

30 歳代が多くなっています。 

 

図表 3 清瀬市の年齢別自殺者数（Ｈ21～R5） 
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（２）性・年齢別自殺者数の割合（H26～R5 合計） 

  平成 26 年から平成 30 年までと令和元年から令和 5 年までの清瀬市の自殺者数

を比較すると、平成 30 年までの 5 年計には 0％であった 20 歳未満の若年者の割

合が、令和 5 年までの 5 年計では、全体の 6.3％を占めました。 

  男女別にみると男性では 5.1%、女性では 8.3%を占めました。 

  また、全体では 30 歳代が 12.2％から 15.9％に増加し、70 歳代が 7.3％から

11.1％に増加しています。 

 

図表 4 清瀬市の自殺者数の割合比較（性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」 

 

  性別の割合をみると、清瀬市では平成 30 年までの 5 年計では、男性では約 7 割、

女性では約 3 割近くを占めていましたが、令和 5 年までの 5 年計では男性では約 6

割、女性では約 4 割となり、女性の割合が増加しました。全国・東京都においても

男女の割合の変動がみられます。 
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図表 5 自殺者数の割合（性別）（H26～H30 と R1～R5 の比較） 

 

  また、性・年齢別にみると、令和 5 年までの 5 年計では、男性では 30 歳代、50

歳代、60 歳代が全国・東京都と比べて高く、女性では 20 歳未満、40 歳代、70 歳

代が高くなっています。 

  清瀬市では令和 5 年までの 5 年計を平成 30 年までの 5 年計と比較すると、男女

ともに 20 歳未満の割合が高くなり、男性では 40 歳代が低下し、女性では 20 歳

代、50 歳代が低下、40 歳、60 歳、80 歳が増加しています。 

 

図表６ 自殺者数の割合比較（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」 

 

したが、 
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したが、 
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（３）性・年齢別自殺死亡率の割合（H26～R5 合計） 

  清瀬市の自殺者数における人口 10 万人当たりの自殺者数を表す自殺死亡率をみ

ると、総数では、平成 26 年から平成 30 年までの 5 年計は全国・東京都と比べて

低く、令和元年から令和 5 年までの 5 年計は同水準となりました。 

  特に女性の令和 5 年までの 5 年計をみると、清瀬市は全国・東京都と比べてやや

高くなりました。 

 

図表７ 自殺死亡率比較（性別）              人口 10 万対 
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  自殺死亡率を性・年齢別にみると、男女ともに、平成 30 年までの 5 年計にはみ

られなかった 20 歳未満が、令和 5 年までの 5 年計ではみられました。 

  令和 5 年までの 5 年計では、全国・東京都と比較すると、男性では 20 歳代、30

歳代、60 歳代の自殺死亡率が高く、女性では 20 歳未満、20 歳代、40 歳代、70 歳

代の自殺死亡率が高くなりました。 

 

図表８  自殺死亡率（性・年齢別）             人口 10 万対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．自殺者の自殺未遂歴の状況 

  平成 26 年から平成 30 年までと令和元年から令和 5 年までの清瀬市における自

殺未遂歴を比較してみると、自殺未遂歴ありの割合は 7.1％増加しました。 

  性別にみると、男性では 12.8%の増加、女性では 30.4％に増加しました。 

  全国・東京都と比較すると、清瀬市の令和 5 年までの 5 年計では、男性、女性と

も自殺未遂歴ありの割合が高くなりました。 
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図表９  清瀬市の自殺未遂歴の有無の比較 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」 
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4．有職者・無職者別自殺の状況 

  平成 26 年から平成 30 年までと令和元年から令和５年までの清瀬市の有職者・

無職者別自殺の状況を比較してみると、男性では有職者が 6％、女性では有職者が

17％増加しました。 

 

図表 10 清瀬市の有職者・無職者及びその内訳比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．同居人の有無別自殺の状況  

  平成 26 年から平成 30 年までと令和元年から令和 5 年までの清瀬市の同居人有

無別自殺の状況を比較してみると、男性は「同居人あり」、女性は「同居人なし」

の割合が増加しました。 
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したが、 



 

15 

 

図表 11 清瀬市の同居人の有無別自殺者数の割合比較（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．清瀬市の主な自殺の特徴 

  自殺の実態について、自殺総合対策推進センターの「地域自殺実態プロファイル」
により、清瀬市において自殺で亡くなる人の割合が高い属性の上位区分が示されて
います。 

  令和元年から令和 5 年の自殺者数は合計 63 人（男性 39 人、女性 24 人）でし
た。 

  1 位が男性 40～59 歳有職同居、そのうち男性 50 歳代有職同居が 7 人で最も自
殺者が多く、2 位が男性 60 歳以上無職独居、3 位が男性 20～39 歳無職同居、4 位

は男性 60 歳以上無職同居と上位 4 位まで男性が占め、5 位が女性でした。 

 

図表 12  清瀬市の主な自殺の特徴（令和元年～令和 5 年合計） 
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図表 12 にある「背景にある主な自殺の危機経路」の列には、それぞれの抱え込みやすい要因とその連

鎖のうちの主なものが記載されています。 

資料：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」 
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※「地域自殺実態プロファイル」は令和 5 年まで公表済 
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１．自殺対策を通じて達成すべき当面の目標値と実績値 
 

【自殺死亡率の減少】 

 第 1 次清瀬市自殺対策計画では、国の自殺総合対策大綱における全国の数値目標及

び東京都における東京都自殺総合対策計画に合わせ、令和 8 年までに自殺死亡率を平

成 27 年と比較して 30％以上減少させることを目標としていました。 

 清瀬市の令和５年の自殺死亡率は 16.1 であり、目標値である 6.6 には、9.5 の差

があり目標を達成できていません。 

 第 1 次清瀬市自殺対策計画策定が平成 31 年 3 月でしたが、その年の末に中国で新

型コロナウイルス感染症が発生し、世界的に流行の兆しが見え、翌年の令和 2 年には

日本においても感染が広まり緊急事態宣言の発令等社会情勢が大きく変化し、出口の

見えない不安感が広がっていました。 

 清瀬市では令和 2 年に 22.8 という高い数値となり令和 3 年から令和 5 年おいても

16.0 を超える高い水準で推移しています。これはコロナ禍という特殊な状況下で自

殺の要因となり得るさまざまな問題が悪化したと考えられます。 

 

 

清瀬市の自殺死亡率の目標値と実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本施策における目標値と実績値 

  第 1 次自殺対策計画では以下の 4 つの基本施策を掲げており、基本施策１から３

は数値目標を設定しています。ここでは、数値目標を示している基本施策１から３

について、目標値と実績値を比較します。 

  基本施策１ 地域におけるネットワークの構築・強化 

  基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

  基本施策３ 市民への啓発と周知 

  基本施策４ 生きることの促進要因を増やす取組 

 
平成 27 年 
(2015 年) 

令和元年 
(2019 年) 

令和 2 年 
(2020 年) 

令和 3 年 
(2021 年) 

令和 4 年 
(2022 年) 

令和５年 
(2023 年) 

成果目標 ― 令和 8 年度までに自殺死亡率を 6.6 以下にする 

実績値 9.4 12.0 22.8 17.4 16.0 16.1 

 第３章 これまでの清瀬市の自殺対策の取組と結果 

 



 

17 

 

基本施策１  地域におけるネットワークの構築・強化  

 自殺対策の推進にあたって、その基盤となるのは、庁内、関係機関や地域団体等に

おける様々な取組や事業が自殺対策に関連があると認識すること、そして、自殺対策

と地域におけるネットワークの構築・強化と考え、自殺の要因となり得る分野（リス

クや対応に関係する部署）との連携強化と認識の共有化を図ることなどにより、どこ

に相談しても適切な支援を受けることができる体制の構築に努めました。 

 

【清瀬市自殺対策推進本部会議】 

 庁内の各部署が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策を推進するため、市長を本部

長、副市長を副本部長とし、部長を本部員とした清瀬市自殺対策推進本部を設置し、

毎年 3 月に清瀬市自殺対策推進本部会議を開催しました。 

 

 

【自殺対策庁内連絡会】 

 庁内の各部署に係長級の自殺対策推進リーダーを置き、連絡会にて情報共有や研修

を行い、庁内連携を図り、相談支援体制を強化しました。また、自殺のリスクが高い

と思われる人への対応が早期かつ着実に行われるよう、対応状況の整理や関係部署へ

の照会などを実施し、途切れることのない確実な対応・フォローの実現を推進しまし

た。 

 さらに、必要に応じて、外部から自殺対応に造詣の深い専門家をファシリテーター

として招き事例検討会を開催し、各種制度等の理解を深め、それぞれの支援の考え方

や具体的な対応についての認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化を図りまし

た。 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果目標 令和 5 年度までに年 1 回の開催 

実績値 年 1 回 年 1 回 年 2 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果目標 令和 5 年度までに年２回の開催 

実績値 年 1 回 未実施 年１回 年 1 回 年２回 年２回 
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【清瀬市自殺対策連絡協議会】 

 市民、医療、福祉、教育、労働等の関係機関や地域団体、庁内の関係部署等で構成

する清瀬市自殺対策連絡協議会を設置し、情報共有や研修等を通じ、円滑な連携・協

力体制を構築しました。 

 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

 

 清瀬市では、平成 24 年度より市職員、民生・児童委員、健康づくり推進員等を対

象としたゲートキーパー研修を実施してきました。また、市職員や様々な分野の専門

職や関係者だけではなく、市民を対象とした研修も開催し、地域のネットワークを担

う人、支える人となる人材の育成に努めました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により対面による研修の開催が難しくなり

ましたが、オンラインや動画による配信を行うなど工夫をして人材育成の継続を図り

ました。 

 

【ゲートキーパー研修を受講した市職員の割合】 

自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見し、自ら相談することができない人も支援に

つなげることができるように、市職員向けにゲートキーパー研修を行いました。 

※令和元年度から令和 6 年度までの間に 359 人が受講していますが、目標は令和 5

年度までに約 350 人の受講でしたので達成できませんでした。 

 

 

 

 

 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果目標 令和 5 年度までに年 1 回の開催 

実績値 ― ― 未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果目標 令和 5 年度までに職員の 50％以上（約 350 人）の受講 

実績値 29 人 未実施 67 人 55 人 160 人 48 人 
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【ゲートキーパー研修を受講した市民等の人数】 

市民や地域で様々な活動を展開している地域団体を対象にゲートキーパー研修を行

い、身近な地域で支え手を育成することにより、近くにいる人のちょっとした変化や

何かおかしいというサインに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援へつなぐと

いう、地域の見守り体制の強化を図りました。 

※令和元年度から令和 6 年度までの間に、256 人（平均 42.6 人）が受講し、目標値

を達成しています。 

 

【ゲートキーパー研修受講者のうち「自殺対策の理解が深まった」と回答した人の割合】 

※令和 6 年度、83.0％は理解が深まったと回答しており、目標値を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果目標 令和 5 年度までに市民 150 人（年間 30 人）の受講 

実績値 39 人 66 人 33 人 43 人 36 人 39 人 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果目標 令和 5 年度までに 80％以上 

実績値 92.1％ 88.9％ 97.0％ 95.0％ 96.0％ 83.0％ 
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基本施策３  市民への啓発と周知  

 講演会やリーフレット等を活用したわかりやすい相談窓口情報の発信を行うとと

もに、9 月と 3 月の東京都の自殺対策強化月間には市報に相談窓口の一覧の掲載、西

武鉄道（株）や東京都、自殺対策関連団体等と連携し清瀬駅前での街頭キャンベーン

など集中的な啓発活動を行いました。 

 目標値の達成状況は、実績値は上がっていますが、元々自殺対策に関心のある集団

でのアンケートからの数値であるので、一般的な市民ではもっと低いことが考えられ

ます。 

 

【ゲートキーパーという言葉及びその役割を知っている市民の割合】 

（ゲートキーパー研修終了アンケートより集計） 

 

【専門の相談窓口や電話相談があることを知っている市民の割合】 

（ゲートキーパー研修終了アンケートより集計） 

 

 

【自殺予防週間、自殺対策強化月間について知っている市民の割合】 

（ゲートキーパー研修終了アンケートより集計） 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果指標 令和 5 年度までに 50％ 

実績値 15.4％ 34.0％ 41.2％ 68.0％ 62.5％ 56％ 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果指標 令和 5 年度までに 70％ 

実績値 78.9％ 63.3％ 58.8％ 83.0％ 57.5％ 74％ 

 
令和元年度 
(2019 年度) 

令和 2 年度 
(2020 年度) 

令和 3 年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和 5 年度 
(2023 年度) 

令和 6 年度 
(2024 年度) 

成果指標 令和 5 年度までに 70％ 

実績値 39.2％ 40.0％ 39.4％ 76.0％ 69.0％ 51％ 
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図表 15 自殺の危機経路（自殺に至るプロセス） 

 

 

 

 図表 15 は、NPO 法人ライフリンクが行った 500 人以上の自殺で亡くなった方についての

自殺実態調査から見えてきた自殺の危機経路（自殺に至るプロセス）です。円の大きさは、要

因の発生頻度を表しており、円が大きいほどその要因が抱えられていた頻度が高いというこ

とです。また、矢印の太さは、要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しています。自殺の直

接的な要因としては、うつ状態の円が最も大きくなっていますが、うつ状態になるまでには複

数の要因が存在し、連鎖しており、自殺で亡くなった人は平均 4 つの要因を抱えていたこと、

それらの要因の連鎖のプロセスは、性、年代、職業等の属性によって特徴が異なることが明ら

かになりました。 

 

 

 

 



 

22 

 

生きることの包括的な支援 

 

 

 令和４年 10 月に閣議決定された新たな「自殺総合対策大綱」を踏まえ、また、清

瀬市の自殺の状況を鑑み、清瀬市では前計画で定めた自殺対策における「基本的な考

え方」を本計画に引継ぐとともに、新たに「自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮」

を加えて自殺対策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．生きることの包括的な支援として推進 

  自殺は単純に一つの事象が原因で引き起こされるものではないとされています。

個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力

等の「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、

生活苦等の「生きることの阻害要因（自殺のリスクの要因）」が上回ったときに自

殺のリスクが高まるとされています。 

  そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生き

ることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下さ

せる方向で推進する必要があります。自殺防止や遺族支援といった狭義の自殺対策

だけではなく、「生きる支援」に関する地域のあらゆる取組を総動員して、まさに

「生きることの包括的な支援」として推進することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4章 清瀬市における基本的な考え方 

 

１．生きることの包括的な支援として推進 

２．関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

３．対応のレベルと段階に応じたさまざまな施策の効果的な連動 

４．実践と啓発を両輪とした推進 

５．関係者の役割の明確化と連携・協働の推進 

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮（新） 

＞ 
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２．関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

  自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防

ぐためには、精神保健的な視点だけではなく、社会・経済的な視点を含む包括的な

取組が重要です。また、このような包括的な取組を実施するためには、様々な分野

の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 

  自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイ

ノリティ注 4 等、関連の分野においても同様に、様々な関係者や組織等が連携して取

組を展開しています。連携の効果をさらに高めるため、様々な分野の生きる支援に

当たる関係者が、それぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有すること

が重要です。 

  特に、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度等との連携を

推進することや、自殺対策事業と連携の深い精神科医療、保健、福祉等の各施策と

の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健福祉サービスを受けられる地域社会づく

りを進めていく必要があります。 

 

３．対応のレベルと段階に応じたさまざまな施策の効果的な連動 

  自殺対策は、自殺リスクを抱えた個人等に支援を行う「対人支援のレベル」、支

援者や関係機関同士の連携を深めていくことで、支援の網の目からこぼれ落ちる人

を生まないようにする「地域連携のレベル」、さらには支援制度の整備等を通じて、

人を自殺に追い込むことのない地域社会の構築を図る「社会制度のレベル」という、

３つのレベルに分けることができます。社会全体の自殺リスクの低下につながり得

る、効果的な対策を講じるためには、様々な関係者の協力を得ながらそれぞれのレ

ベルにおける取組を、強力にかつ総合的に推進していくことが重要です。 

  また、時系列的な対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等

の「事前対応」、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、自

殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」という、３つの段階が

挙げられ、それぞれの段階において施策を講じる必要があります。 

  さらに、「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、学校においては、児

童生徒等を対象とした「SOS の出し方に関する教育」注 5 を実施すること、地域に

おいては、孤立を防ぐための居場所づくりや、様々な年代の市民が交流することの

できる機会を増やすことにより、つながりを深める地域づくりを推進することが重

要です。 
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４．実践と啓発を両輪とした推進 

  自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こりうる危機」ですが、危機に陥

った人の心情や背景は未だ十分に理解されていないのが実情です。そのため、そう

した心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに助け

を求めてもよいということが、地域全体の共通認識となるように、積極的に普及啓

発を行う必要があります。 

  すべての市民が、身近にいる人の自殺のサインを早期に察知し、精神科医等の専

門家につなぐとともに、そうした専門家と協力しながら見守っていけるよう、広報

活動、教育活動等に取り組んでいくことが重要です。 

 

５．関係者の役割の明確化と連携・協働の推進 

  「誰も自殺に追い込まれることのない清瀬市」を実現するためには、関係団体、

民間団体、企業、そして何より市民一人ひとりが連携・協働して市を挙げて自殺対

策を総合的に推進していくことが必要です。そのためには、それぞれが果たすべき

役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築し、主体的に取

り組んでいく環境をつくることが重要です。 

 

6．自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

  自殺の理由の安易な決めつけ、憶測による批判及び同情は故人の尊厳を深く傷つ

ける行為です。また、自殺した事実が公になることで、遺族が近隣や職場から偏見

の目で見られたり、差別を受けたりする場合があります。自殺者の親族は、大切な

人を失ったことによる深い悲しみや自責の念に加え、世間の好奇の目や心ない噂、

誹謗中傷にさらされることで、さらなる精神的苦痛を受けることになります。 

  こうした二次的な被害を防ぐためにも、本人の名誉を守るプライバシー保護が重

要となります。 

  自殺対策に携わる者はこのことを認識して自殺対策に取り組むよう普及啓発を

進めます。 
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図表 17 三階層自殺対策連携モデル（TISモデル） 

資料：自殺総合対策推進センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 4 性的マイノリティ 
性的少数者といわれ、性的マイノリティを総称する際に「LGBTQ」が使用されることもある。

L）レズビアン（同性を好きになる女性）、G）ゲイ（同性を好きになる男性）、B）バイセクシ
ャル（両性を好きになる人）、T）トランスジェンダー（からだの性とこころの性が異なる人）
Q）クエスチョニング/クィア（クエスチョニング：自分の性のあり方を決めない人 クィア：
性的マイノリティを包括する言葉） 

注 5「SOS の出し方に関する教育」 
学校において、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいのかの

具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいときには助けを求めてもよいと
いうことを学ぶ教育
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１．施策体系 

  国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」では、すべての市町村が共通して取

り組むべきとされているものを「基本施策」、各市町村の自殺の実態を踏まえ、そ

の地域で特に重点的に対応すべき対象に対する施策を「重点施策」として位置付け、

それぞれを実施するように求めています。清瀬市においても、基本的にこの枠組み

に従って、施策体系を構成しています。 

  「基本施策」は、自殺対策を推進する上で欠かすことができない基盤的な取組で

あり、「事前対応」「危機対応」「事後対応」「事前対応の更に前段階での取組」

の４段階とし、「危機対応」を除く３段階の施策については、市民を対象とした各

分野における行政サービスを、「生きることの包括的な支援」として強化していく

ことで実現していきます。「危機対応」については、東京都の施策である 24 時間

年中無休対応の相談窓口、医療機関や保健所、警察、相談機関等の支援相談窓口な

どとの連携や同施策の地域における啓発を強化するとともに、関係機関との連携体

制の検討を進めていきます。 

  「重点施策」は、「勤労者」「無職者・失業者・生活困窮者」「高齢者」「子ど

も・若者・子育て世代」、「生きづらさを抱えた人」、「女性」に焦点をあて、人

生の様々なライフステージとその時々の社会生活のあらゆる場面にある自殺の要

因等を抱える人に対して、関係機関との連携を密に図り、進めていきます。また、

「事前対応の更に前段階での取組」としている「SOS の出し方に関する教育」につ

いては、重点施策である「子ども・若者・子育て世代」に含めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5章 清瀬市における自殺対策に関する取組 

 

・地域におけるネットワークの構築・強化 

・自殺対策を支える人材の育成 

・市民への啓発と周知 

・生きることの促進要因を増やす取組 

・自殺未遂者等への支援に関する情報提供等 

・勤労者への支援 

・無職者、失業者、生活困窮者への支援 

・高齢者への支援 

・子ども、若者、子育て世代への支援 

・生きづらさを抱えた人への支援 

・女性への支援 

 

5つの基本施策 6つの重点施策 

自殺対策を推進する上で 

欠かすことのできない取組 

 

 

 

強化すべき対象群 

＜生きることの包括的な支援の取組＞ 
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２．基本施策 

  「基本施策」は、地域における自殺の状況如何に関わらず、あらゆる地域の住民

がそれらの取組を通じた支援を受けられるよう、自殺対策基本法の趣旨を踏まえて、

すべての地方公共団体で実施されるべき施策として定められたものです。 

  自殺総合対策大綱の改訂及び清瀬市の実態を踏まえて、前計画の 4 つの基本施策

「地域におけるネットワークの構築・強化」、「自殺対策を支える人材の育成」、

「市民への啓発と周知」、「生きることの促進要因を増やす取組」に「自殺未遂者

等への支援に関する情報提供等」を加えて今計画では 5 つの基本施策とします。 

 

基本施策 1 地域におけるネットワークの構築・強化   

  自殺対策の推進にあたって、その基盤となるのは、庁内、関係機関や地域団体等

における様々な取組や事業が自殺対策に関連があると認識すること、そして、自殺

対策と地域におけるネットワークの構築と強化です。困りごとを抱えている人の早

期発見には自殺対策に特化したネットワークだけでなく、まちづくりや防災組織、

子ども、高齢者などの他の事業を通じて地域に構築・展開されているネットワーク

と自殺対策との連携、特に、自殺の要因となり得る分野との連携の強化が必要です。

どこに相談しても適切な支援を受けることができるよう努めます。 

 

１．地域におけるネットワークの構築・強化 

項目 取組内容 担当課 

自治会、円卓会議等とのネッ

トワークの構築・強化 

地域のつながりの基盤である自治会や小学校区単位

で行われている円卓会議等において、自殺対策の情

報共有、ゲートキーパー研修受講の推奨等を実施し、

地域の連携体制を強化します。 

市民協働課 

健康推進課 

関係各課 

市民活動団体・NPO とのネッ

トワークの構築・強化 

市民の居場所づくりに取り組む市民活動団体、NPO

などとの連携を図り、地域で孤立しやすいリスクの

ある市民も含め、地域のつながりの体制を構築しま

す。 

市民協働課 

福祉総務課 

健康推進課 

自殺対策庁内連絡会の開催 

・庁内の各部署の自殺対策推進リーダーによる連絡

会にて情報共有や研修を行い、庁内連携を図り、相

談支援体制を強化します。 

・自殺リスクが高いと思われる人への対応が着実に

行われるよう、対応状況の整理や関係部署への照会

などを実施し、途切れることのない確実な対応・フ

ォローの実現を推進します。 

・必要に応じて、支援検討会を開催し、各種制度等

の理解を深め、それぞれの支援の考え方や具体的な

対応についての認識を共有し、理解し合うことで連

携の円滑化を図ります。 

健康推進課 

関係各課 
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自殺対策推進本部会議の開催 

・庁内の各部署が連携し、総合的かつ効果的な自殺

対策を推進するため、市長をトップとした自殺対策

庁内推進本部を設置し、推進会議を開催します。 

・自殺対策推進本部会議にて、自殺対策庁内連絡会

における機能の強化を含む全庁体制の構築を推進し

ます。 

健康推進課 

自殺対策連絡協議会・研修会

の実施 

市民、医療、福祉、教育、労働等の関係機関や地域

団体、庁内の関係部署等で構成する清瀬市自殺対策

連絡協議会において、情報共有や研修等を通じ、円

滑な連携・協力体制を構築します。 

健康推進課 

 

２．特定の問題における連携強化 

項目 取組内容 担当課 

高齢者に関する介護・保健・

福祉等の分野との連携強化 

社会的な孤立に陥りがちな医療と介護の両方を必要

とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう

に、医療と介護の連携推進協議会等において、医療

や介護サービス提供の課題把握と解決、関係機関の

連携を図ります。 

介護保険課 

健康推進課 

精神科医療との連携強化 

統合失調症やうつ病、アルコール依存症などを患っ

ている方は自殺のリスクが高い傾向にあるため、専

門医や専門機関との連携を図り、必要な医療が受け

られるよう環境整備に努めます。 

生活福祉課 

障害福祉課 

健康推進課 

関係各課 

保護を必要とする児童を支援

する事業との連携強化 

支援対象者に効果的な支援策を検討・実施すること

ができるように、要保護児童対策地域協議会等を通

じて、連携体制を強化します。 

子ども家庭支

援センター 

教育指導課 

関係各課 

生活保護事業、生活困窮者自

立支援事業との連携強化 

自殺対策と自殺リスクの高い生活困窮者に対する各

種事業との連携を強化し、事例検討や研修等を通じ

て、関係機関が連携して支援を行います。 

生活福祉課 

健康推進課 

危機対応のための連携強化 

現に起こりつつある自殺発生の危機に対応するた

め、「東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほ

っとライン～」やコンビニエンスストアの店舗従業

員による児童生徒の自殺防止サポート活動など東京

都の対応施策と連携強化を図るとともに、保健所・

警察・消防・医療・学校等、関係機関における連携

体制の構築に努めます。 

健康推進課 

【基本施策 1の目標値】 

評価指標 市現状（令和 6 年） 目標値 

自殺対策推進本部会議の開催 年 1 回 年 1 回 

自殺対策連絡協議会の開催 年 1 回 年 1 回 

自殺対策庁内連絡会の開催 年 2 回 年 2 回 
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基本施策 2 自殺対策を支える人材の育成 

  地域のネットワークは、それを担う人がいて初めて機能するものであり、自殺の

リスクを抱えた人を早期に発見するためには、市の相談窓口や地域のネットワーク

などの様々な関わりの中で、悩みや生活上の困難を抱える人のサインに気づき、必

要な相談窓口や支援につなげることが大切です。「気づき」のための人材育成は、

自殺対策を推進する上で、もっとも基礎となる重要な取組であり、自ら相談窓口な

どを訪れることができない状態にある自殺のリスクが高い人をいち早く発見し、必

要な対応や支援を図っていくための入り口となるものです。 

  清瀬市では、これまでも市職員のほか、様々な分野の専門職や関係者だけではな

く、市民を対象としたゲートキーパー研修を開催し、地域のネットワークを担う人、

支える人となる人材を育成してきました。一人でも多くの人が専門性の有無にかか

わらず、悩んでいる人に気づき、気持ちに寄り添い、適切な対応を行い、身近な人

や地域の人を支える役割を担っていけるよう継続的なゲートキーパーの普及啓発

や質の向上に努めます。 

 

１．様々な職種を対象とした研修の実施 

項目 取組内容 担当課 

市職員向けゲートキーパー研

修の開催 

・自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見し、自ら

相談することができない人も支援につなげることが

できるように、市職員向けにゲートキーパー研修を

行います。 

・自殺の実態を理解し、ゲートキーパーとしての自

覚を持ち、市民のちょっと気になるサインに気づき、

適切な相談窓口につなげることのできる人材を育成

します。 

人材育成課 

健康推進課 

専門職向けゲートキーパー研

修の開催 

・保健・医療・介護・福祉・経済・労働・教育等、

様々な分野において相談・支援等を行う市職員及び

関係団体の専門職に対して、自殺リスクを抱えた市

民を適切な相談窓口につなぎ、関係各課及び関係機

関等と連携した対応を図ることができるように、ゲ

ートキーパー研修を行います。 

・それぞれの支援の考え方や具体的な対応について

の認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化を

図ります。 

健康推進課 

関係各課 

＊受講を推奨する専門職 

医師／薬剤師／看護師／保健師／管理栄養士／ソーシャルワーカー／介護支援専門員／介護福祉士／

社会福祉士／訪問介護員／精神保健福祉士／ケースワーカー／学童クラブ職員／保育士／養護教諭／

教職員／スクールカウンセラー他  
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２．市民や地域団体等を対象とした研修の実施 

項目 取組内容 担当課 

市民や地域団体向けのゲート

キーパー研修の開催 

市民や地域で様々な活動を展開している地域団体を

対象にゲートキーパー研修を行い、身近な地域で支

え手を育成することにより、近くにいる人のちょっ

とした変化や何かおかしいというサインに気づき、

声をかけ、話を聞いて、必要な支援へつなぐという、

地域の見守り体制の強化を図ります。 

健康推進課 

関係各課 

＊受講を推奨する地域団体・従事者等                     

民生・児童委員／人権擁護委員／健康づくり推進員／ふれあい協力員／認知症サポーター／生活支援コ

ーディネーター／地域福祉コーディネーター／自治会／ＰＴＡ／シニアクラブ／サロン活動団体／フ

ァミリー・サポート・センター／きよせボランティア・市民活動センター登録団体／消防団／シルバー

人材センター／子ども食堂／放課後子ども教室／都営巡回員/商業施設／コンビニエンスストア／郵便

局／学習塾／新聞販売店／配食業者/金融機関他                         

 

【基本施策 2の目標値】 

評価指標 市現状（令和 6 年） 目標値 

市民向けゲートキーパー研修開催回数及

び受講人数 
年 1 回 39 人 

年 1 回以上  

年間 50 人以上 

専門職向けゲートキーパー研修の回数及

び受講人数 
－ 

年 1 回  

年間 30 人 

職員向けゲートキーパー研修開催回数及

び受講人数 
年 1 回 48 人 

年 1 回以上  

年間 50 人以上 

 

 

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、必要な支援につなげ、見守る人のことです。

ゲートキーパーを養成することは、世界各国で効果的な自殺対策の一つとして取り組まれています。 
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基本施策 3 市民への啓発と周知 

  地域のネットワークを強化して、相談体制を整えても、市民が相談機関や相談窓

口の存在を知らなければ、問題を抱えたときに適切な支援を受けることはできませ

ん。講演会やリーフレット・SNS 等を活用したわかりやすい相談窓口情報の発信を

行うとともに、特に地域や学校、家庭と連携した積極的な啓発活動を行います。さ

らに、危機に陥った人の心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った

場合は誰かに助けを求めてもよいということが地域全体の共通認識となるよう、市

民の理解の促進を図ります。また、自殺率が高い働き盛りの男性に向けての周知方

法を検討します。 
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１．リーフレット等啓発グッズの作成と周知 

項目 取組内容 担当課 

自殺予防週間、自殺対策強化

月間における普及啓発 

・自殺予防週間（9 月）・自殺対策強化月間（3 月）

において、図書館での特設ブースやパネル展示、関

係機関・地域団体と連携したポスター、リーフレッ

トの配布等を通じて、自殺対策に関する理解が深ま

るよう努めます。 

・ゲートキーパー研修を受講した市職員は、危機に

陥った場合は、悩みや困難を抱え込まず、誰かに助

けを求めてもよいということを市民が理解し行動で

きるよう、普及啓発に努めます。 

健康推進課 

関係各課 

リーフレット等を活用した周

知 

・市で作成しているリーフレットや封筒に相談窓口

情報を掲載する等、関係各課と連携した情報発信に

努めます。 

・相談窓口やこころの健康情報等が掲載されたリー

フレットを窓口に設置し、誰もが必要時に情報を得

られる環境づくりの強化を図ります。 

健康推進課 

関係各課 

「いのちを守る（仮）カード」

の配布 

相談窓口のホットラインが記載された手に取りやす

いカード型のリーフレットを作成し、学校や市内公

共施設をはじめ、公共交通機関、商業施設など市民

の利用が多い場所での設置や配布が出来るように環

境整備を進め、誰もが相談窓口の情報を入手し、携

帯できるよう努めます。 

健康推進課 

関係各課 

 

２．講演会及びイベント等の開催 

項目 取組内容 担当課 

きよせ健幸大学講演会、公共

交通機関等と連携した普及啓

発イベントの開催 

うつ病等の自殺に関連がある疾患の知識を深めるこ

とを目的とした講演会の開催、市民まつりや市内の

３大学での学園祭、スポーツイベント、公共交通機

関と連携したイベント等にて、自殺の実態やゲート

キーパーの役割、相談窓口など自殺に関する情報発

信を行います。 

健康推進課 

関係各課 

 

３．各種メディア媒体、地域、学校等と連動した普及啓発 

項目 取組内容 担当課 

広報紙やメディアを活用した

普及啓発 

広報紙、インターネット・SNS、市内掲示板などの

媒体を活用し、自殺の実態やゲートキーパーの役割、

こころの健康を意識することの重要性、相談窓口等

の普及啓発を行います。 

健康推進課 

関係各課 

地域団体等と連携した普及啓

発 

・地域活動団体の広報紙の紙面を利用し、「こころの

相談窓口」を記載する等、地域団体等と連携を図り、

地域に密着した活動を利用した積極的な情報発信を

行います。 

・地域団体での総会や説明会をはじめ、地域の方々

が集う機会や場所を利用した啓発活動を行います。 

健康推進課 

関係各課 
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学校と連携した児童・生徒へ

の相談窓口の周知 

市内の小学生・中学生を対象とした相談窓口一覧を

掲載したリーフレットを配布し、相談窓口の情報発

信を進め、悩みなどを抱え込まず誰かに助けを求め

てもよいというメッセージを発信していきます。 

健康推進課 

教育指導課 

家族の見守る力の強化 

家族の体調の変化や気分の落ち込み、眠れないなど

の異変に対して、適切な医療機関や相談できる窓口

の情報、見守り方などの対応に関する情報発信を行

い、家族の見守る力の強化を図ります。 

健康推進課 

 

【基本施策 3の目標値】 

評価指標 市現状（令和 6 年） 目標値 

広報誌等での自殺対策啓発 年 2 回 年 2 回 

官民共同による清瀬駅前でのチラシ配布によ

る啓発活動 
年 2 回 年 2 回 

相談窓口案内カード型リーフレットの作成・

設置 
－ 

全公共施設のトイレに 

設置 

心の健康に関する講演会の実施 1 回 年 1 回以上 

悩みや不安があるとき相談できる場所や人を

知っている人の割合 
― 増やす 

悩みや不安がある時に相談先や相談相手のい

る人の割合 
― 増やす 

自殺対策の専門の相談場所を知っている人の

割合 
― 増やす 

 

 

基本施策 4 生きることの促進要因を増やす取組 

  清瀬市が実施する様々な事業の中から、「生きる支援」に関連する事業を総動員

して、既存の事業を最大限に活かしながら、全庁的な取組として自殺対策を推進し

ます。 

  さらに、基本方針にもあるように、「生きることの促進要因」よりも「生きるこ

との阻害要因」が上回ったときに、自殺に追い込まれる危険性が高まります。個人

においても社会においても、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生

きることの促進要因」を増やす取組の強化を進めることが重要です。 
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１．生きることの促進要因を増やす取組の強化 

項目 取組内容 担当課 

市民の居場所づくり、支え合

いの仕組みづくりの強化 

生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配

偶者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失

した中高年男性等、孤立のリスクを抱える恐れのあ

る人が、孤立する前に、地域とつながり支援につな

がることができるよう、居場所づくり、支え合い等

を推進します。 

健康推進課 

関係各課 

相談・支援体制の充実 

・相談対応マニュアルを作成し、相談内容に応じて、

関係部署が相互に連携することにより、必要な支援

へつなげます。 

・それぞれの支援の考え方や具体的な対応について

の認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化や

支援力の向上を図ります。 

・相談窓口業務に携わる市職員に対しては、メンタ

ルヘルスに関する研修会や産業医による個別相談

等、専門家による支援体制を構築し、担当者の負担

軽減を図り、心身の健康保持増進に努めます。 

健康推進課 

関係各課 

 

基本施策 5 自殺未遂者等への支援に関する情報提供等 

  自殺未遂者は再度の自殺企図や既遂に至る可能性が高いと言われています。医療

機関や消防及び警察等と連携し自殺未遂者に適切な医療的ケアや相談支援が受けら

れるよう的確な情報提供に努めます。 

  また、自殺の防止施策に取組むとともに、かけがえのない人を亡くし、深い悲し

みを抱えた自死遺族等の気持ちに寄り添い、必要な支援情報等の提供に努めます。 

 

１．自殺未遂者等への支援に関する情報提供等 

項目 取組内容 担当課 

自殺未遂者への支援 

・保健所、消防、警察、病院と連携を図り、自殺未遂

者への支援についての体制づくりを検討していきま

す。 

・関係団体との自殺のリスクアセスメントや自殺未

遂者への支援等について、実態の把握や実際の対応

などを検討し、支援体制の構築・整備へつなげます。 

健康推進課 

障害福祉課 

関係各課 

遺された人への支援 

・市ホームページや市報に各種相談先や相談会の情

報を掲載し、自死遺族の方への周知に努めます。 

・保健所や近隣市と協力し、遺された家族のための

会（わかちあいの会など）や思いを共有できる場の

情報提供に努めます。 

健康推進課 

関係各課 
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【基本施策 4・5の目標値】 

評価指標 
市現状 

令和 6 年 
目標 

ハイリスク者への支援のありかたを考えるた

めの多職種による意見交換の実施 
― 実施 

 

３．重点施策 

  重点施策は、第４次自殺総合対策大綱（令和 4 年 10 月）で示された「当面の重

点施策」や、各地域における自殺の実態と実情等を踏まえつつ、地域の「優先的な

課題」に対する施策について詳しく提示したものです。地域特性に合った項目を選

択し、基本施策に付加することが望まれる施策群です。 

  地域自殺実態プロファイル 2024 で推奨されている本市の重点パッケージの分野

は「勤務・経営」、「高齢者」、「生活困窮者」、「子ども・若者」、「無職者・

失業者」です。 

  自殺総合対策大綱の改訂及び清瀬市の実態を踏まえて、前計画の 5 つの重点施策

「勤労者への支援」、「無職者・失業者・生活困窮者への支援」、「高齢者への支

援」、「子ども・若者・子育て世代への支援」、「生きづらさを抱えた人への支援」

に「女性への支援」を加えて今計画では 6 つの重点施策とします。 

 

重点施策 1 勤労者への支援 

＜勤労者の自殺の現状と課題＞ 

  清瀬市における過去 5 年間（令和元年から令和 5 年）の自殺者数 63 人の内訳を

みると、有職者は 22 人です。 

  労働力人口の高齢化、技術革新の急激な進展等の著しい社会経済変化は、労働者

の職場における安全衛生の面に大きな影響を及ぼしており、自殺予防は、労働者と

その家族の幸せを確保するとともに、社会の健全な発展を図るという観点からも重

要な課題となっています。 

  職場での人間関係や長時間労働、転職や異動の環境変化等、勤務の問題をきっか

けに退職や失業、非正規雇用などの不安定な雇用などにより、生活困窮や多重債務

等の問題が発生し、自殺のリスクが高まる可能性があります。 
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＜勤労者に対する自殺予防に向けた施策の方向性と主な取組＞ 

 １．相談体制の強化 

   勤労者が、職場での人間関係や長時間労働、転職や異動の環境変化等、勤務に

関わることに端を発する問題で追い詰められる前に、相談、援助を求めることが

できるよう関係機関と連携して普及啓発に努めます。また、自殺のリスクのある

人は、労働問題や健康問題等、複数の問題を抱えている可能性があるため、事業

所・関係機関・医療機関等と連携し、早期に支援ができるよう相談体制の構築を

図ります。 

   小規模事業所は、一般的に従業員のメンタルヘルスが遅れている等の指摘があ

ることから、商工会等の関係機関と連携し、市内事業所を対象に、相談窓口のリ

ーフレットの配布やポスター掲示を通じて、相談窓口の普及啓発を図ります。 

   さらに、商工会や事業所等の相談対応にあたる職員に、ゲートキーパー研修の

受講を推奨し、勤労者を見守る力を養うことにより、自殺のリスクを抱えた勤労

者を早期に発見し、支援へつなげる体制の強化を図ります。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

市民相談 

・法律相談、人権身の上相談、土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）、不動産取引相談、年金・労働

相談、司法書士相談（登記・相続・遺言）、税務相談、

行政書士相談（相続・遺言書等の手続）、行政相談、

交通事故相談を行います。 

・相談者の中で、自殺のリスクを抱えた人を必要な

支援機関へつなぎます。 

市民協働課 

事業者向けワーク・ライフ・

バランス(仕事と生活の調和)

の推進 

事業者、特に 100 人以下の中小企業向けに、長時間

労働の是正、ワーク・ライフ・バランスなどの情報

を提供し、認識と対応を進めます。 

男女共同参画
センター 

産業振興課 

就労支援 

・就労経験の少ない若者・非正規等多様な形で働く

人への情報提供、講座の実施、ハローワーク情報の

提供を行い、就労を支援します。 

・参加者の中で、自殺のリスクを抱えた人を必要な

支援機関へつなげます。 

産業振興課 
男女共同参画
センター 

小口事業資金融資事業 

・市内の事業者向けに事業資金融資の斡旋を行いま

す。 

・利用者の中で、自殺のリスクを抱えた人を必要な

支援機関へつなげます。 

産業振興課 

商工会等育成事業 

・市内経済団体である商工会を通じて、事業に関す

る経営相談や地域振興事業を行います。 

・相談者の中で、自殺のリスクを抱えた人を必要な

支援機関へつなげます。 

産業振興課 
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事業所・勤労者・家族へ向け

た普及啓発 

地域団体等と連携した事業所・勤労者・家族へ向け

たメンタルヘルスや労働相談に関するリーフレット

などを活用した啓発活動を行います。 

産業振興課 
健康推進課 

ゲートキーパー研修の実施

(地域団体等) 

商工会やハローワーク、事業所等の相談に携わる職

員を対象に、専門職向けゲートキーパー研修の受講

を推奨し、自殺のリスクを抱えた勤労者を早期に発

見し、支援へつなげる体制を強化します。 

産業振興課 
健康推進課 

 

 ２．健康管理の促進  

   勤労者自身が自らの健康に注意を向け、心身共に健康を維持しながら、働き続

けることの大切さを理解し、必要な時には相談することができ、適切な支援が受

けられるよう職場環境における健康管理の重要性等と現在の自分の体の状態を

確認できる健康診断の定期的な受診の必要性等の情報発信を進めます。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

健康管理 

健康診査を実施し、自らの健康管理を促すとともに、

健診結果及び睡眠状況やストレス状況をチェックす

ることにより、必要な情報提供を行います。 

必要に応じて、適切な医療受診を促し、専門機関と

の連携を図ります。  

健康推進課 
保険年金課 

 

 ３．家族の見守る力・相談支援を受ける力の強化 

   家族の体調の変化や気分の落ち込み、眠れないなどの異変に対して、適切な医

療機関や相談できる窓口の情報、見守り方など、対応に関する情報の普及啓発を

進め、家族の見守る力の強化を図ります。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

講演会・各種健康教室 

講演会や教室等の実施により、うつ病やこころの健

康、ストレスとの付き合い方、適切な睡眠のとり方、

悩みを相談できる場所等の普及啓発、さらに家族を

見守る力を養います。 

参加者の中で、自殺のリスクを抱えた人やその家族

を必要な支援機関へつなげます。 

健康推進課 

関係各課 

 

重点施策 2 無職者・失業者・生活困窮者への支援 

＜無職者・失業者・生活困窮者の自殺の現状と課題＞ 

  清瀬市における過去 5 年間（令和元年から令和 5 年）の自殺者数 63 人のうち、

無職者は 39 人となっており、全体に占める割合は約 64％となっています。 
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  自殺の背景ともなる生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自殺対

策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支援の窓口につなぐことや、自立相

談支援の窓口で把握した自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口と協

働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進めることなど、生活困窮者自立

支援制度も含めて一体的に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこと

が重要です 

 

＜無職者・失業者・生活困窮者に対する自殺予防に向けた施策の方向性と主な取組＞ 

 １．生活困窮者に対する生きることへの包括的な支援の強化 

   生活困窮者に対し、その困窮の内容や程度に応じて必要な支援を行い、自立を

促します。 

   生活困窮者の抱える問題は、経済面や生活面のほか、健康面や人間関係等、多

岐にわたっていることが考えられ、生活困窮者に対する自立支援と自殺対策との

連動を図り、関係機関が密に連携して就労支援、自立相談支援、家計相談支援等

を進め、自立した生活が出来るように努めます。 

   さらに、必要に応じて、関係部署にて事例検討会を開催し、連携の円滑化・支

援力の向上を図ります。 

 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

生活保護施行に関する事務 

生活保護受給者に対して、その困窮度に応じて必要

な支援を行います（就労支援・医療相談・介護相談・

資産調査等）。 

生活福祉課 

生活保護各種扶助事務 

生活保護受給者に対して、その困窮度に応じて必要

な扶助を行います（生活・住宅・教育・介護・医療・

出産・生業・葬祭）。 

生活福祉課 

自立相談支援事業 

（生活困窮者自立支援事業） 

生活困窮者に対して、自立相談支援事業を実施し、

相談の早期段階からさまざまな個別支援を提供しま

す。 

生活福祉課 

住居確保給付金事業 
（生活困窮者自立支援事業） 生活困窮者に対して、住居確保給付金を支給します。 生活福祉課 

就労支援事業 
（生活困窮者自立支援事業） 

稼働能力を有する対象者の相談に応じ、その人が抱

える課題を整理し、家計表や就職応募書類の作成指

導、ハローワークへの同行支援等就労自立へ向けた

支援を行います。 

生活福祉課 

就労準備支援事業 
（生活困窮者自立支援事業） 

一般就労に向け、準備が整っていない人を対象に、

一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を

計画的かつ一貫して支援します。 

生活福祉課 
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家計相談支援事業 
（生活困窮者自立支援事業） 

生活困窮者に対して、家計再生の計画に関する個別

のプランを作成し、家計管理の意欲を引き出すこと

により、自立支援を行います。 

生活福祉課 

生活困窮者学習支援事業 生活困窮家庭の子どもへの学習支援を行います。 生活福祉課 

就学援助費・就学奨励費 

経済的理由によって学用品費や修学旅行費及び給食

費等支払にお困りのご家庭に対し、費用の一部を援

助します。利用者の中で、生活面等で困窮している

家庭を必要な支援機関へつなげます。 

教育企画課 

市立小学校・中学校の給食無
償化 

清瀬市立小・中学校に通うお子様の学校給食費の補

助を行い保護者の金銭的負担を軽減します。 
教育企画課 

事例検討会 

必要に応じて、関係部署にて事例検討会を開催し、

それぞれの支援の考え方や具体的な対応についての

認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化・支

援力の向上を図ります。また、既存事業の改善や新

たな事業の検討を行います。 

健康推進課 

関係各課 

 

 ２．支援につながってない人を早期に支援へとつなぐための取組を推進 

   保険料や税金の徴収、滞納等の様々な相談を担当する部署の窓口業務に携わる

職員がゲートキーパーの役割を担い、自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見し、

必要な部署へつなげることができるように人材を育成します。 

   また、自殺のリスクのある人は、複数の問題を抱えている可能性があるため関

係部署が連携し、早期に支援ができるよう努めます。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

（再掲）市民相談 

・法律相談、人権身の上相談、土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）、不動産取引相談、年金・労働

相談、司法書士相談（登記・相続・遺言）、税務相談、

行政書士相談（相続・遺言書等の手続）、行政相談、

交通事故相談を行います。 

・相談者の中で、自殺のリスクを抱えた人を必要な

支援機関へつなぎます。 

市民協働課 

ふるさと・ハローワーク事業 

・主に市内求職者に対し、就労相談・就職セミナー・

面接会等を通じて雇用の促進につながる事業を実施

します。 

・求職者の中で、生活面で困窮している人を必要な

支援機関へつなげます。 

産業振興課 

消費生活相談 

増加する悪徳商法や不当請求をはじめ、商品やサー

ビスのトラブル、多重債務問題などについて、専門

相談員による相談を実施します。 

相談者の中で、生活面で困窮している人を必要な支

援機関へつなげます。 

市民協働課 
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ゲートキーパー研修の実施

(徴収担当等) 

徴収業務や納付相談窓口業務担当者に、ゲートキー

パー研修を実施することにより、自殺のリスクを抱

えた滞納者等を早期に発見し、支援へつなげる体制

を強化します。 

人材育成課 

健康推進課 

関係各課 

支援制度の普及啓発 
生活困窮者に対する様々な支援制度についての普及

啓発を行います。 
生活福祉課 

 

 ３．健康管理、精神科医療との連携強化  

   生活困窮者の健康状況を把握し、うつ病やアルコール依存症などを患っている

人は特に自殺のリスクが高い傾向にあるため、専門医や専門機関との連携を図り、

必要な医療が受けられるよう環境整備を行います。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

（再掲）健康管理 

・健康診査を実施し、自らの健康管理を促すととも

に、健診結果及び睡眠状況やストレス状況をチェッ

クすることにより、必要な情報提供を行います。 

・必要に応じて、適切な医療機関への受診を促し、

専門機関との連携を図ります。          

健康推進課 
保険年金課 
生活福祉課 
障害福祉課 

 

（再掲） 

講演会・各種健康教室 

・講演会や教室等の実施により、うつ病やこころの

健康、ストレスとの付き合い方、適切な睡眠のとり

方、悩みを相談できる場所等の普及啓発をします。 

参加者の中で、自殺のリスクを抱えた人やその家族

を必要な支援機関へつなげます。 

健康推進課 

 

重点施策 3 高齢者への支援 

＜高齢者の自殺の現状と課題＞ 

  清瀬市における過去 5 年間（令和元年から令和 5 年）の自殺者数 63 人のうち、

20 人が 60 歳以上となっています。 

  今後、ますます、高齢化が進むことにより、家族との死別や離別をきっかけに高

齢者のみ世帯や独居世帯が増加することで、問題の把握がおくれ、孤独死等のリス

クが高まる恐れがあります。 

  また、老々介護や介護疲れ等介護に関わる悩みや同居する子どもの引きこもり生

活の長期化により、公的機関につながらないまま親と子どもが高齢化して、介護や

収入に関しての問題が発生するいわゆる「8050問題」注6などが顕在化しています。

清瀬市では、高齢者本人だけではなく、ヤングケアラー注 7 も含め家族や世帯に絡ん

だ複合的な問題への対応が求められており、世代横断的な視点からの支援を推進し

ていく必要があります。 
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＜高齢者に対する自殺予防に向けた施策の方向性と取組＞ 

 １．高齢者の生きがいと役割を実感できる地域づくりを推進 

   誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の資源を活用し、

高齢者が自分らしく生きがいを見出しながら生活できる環境づくりを推進しま

す。 

 ２．地域の支え合い活動、居場所づくりの推進 

   家に閉じこもりがちな高齢者が地域の中で居場所を得ることで、人とのつなが

りを回復できるように、生活支援コーディネーターや地域住民等による地域の支

え合い活動、居場所づくりを推進します。 

＊1・2 に係る主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

高齢者の身を守るための出前

講座 

地域包括支援センターと連携し、消費生活センター

相談員による高齢者の見守りのための出前講座を実

施します。 

市民協働課 

清瀬市高齢者元気回復事業

（一般介護予防事業） 

高齢者が要介護状態になることを予防するととも

に、可能な限り自立した生活ができるよう支援しま

す。 

介護保険課 

高齢者等の見守り活動に関す

る連絡協議会 

高齢者等の見守り活動に関する協定締結事業者（地

域包括支援センター・消防・警察等）による高齢者

等の見守り体制を構築します。 

介護保険課 

認知症サポーター養成講座 
市民・小学生・中学生に対して、認知症の人を支え

るサポーターを養成します。 
介護保険課 

高齢者ふれあいネットワーク

事業 

ボランティアが高齢者への声かけ・見守り活動を行

います。定期的な訪問を通じて、安否確認、情報提

供を行います。 

介護保険課 

地域交流の場・活動の場づく

り 

・一人ひとりが生き生きと生活していけるよう、サ

ロン活動やシニアクラブなど居場所づくりの充実、

生き甲斐づくりへの支援を行います。 

・サロンレター等により地域活動の情報提供を行い

ます。 

福祉総務課 

介護保険課 

各種地域健康づくり・介護予

防事業 

高齢者の閉じこもり予防として居場所づくり、健康

づくり推進員による地域活動（ハイキング、体操教

室等）など、地域健康づくり活動を行います。 

福祉総務課 
介護保険課 

健康推進課 

（再掲）健康管理 

健康診査を実施し、自らの健康管理を促すとともに、

健診結果及び睡眠状況やストレス状況をチェックす

ることにより、必要な情報提供を行います。 

必要に応じて、適切な医療機関への受診を促し、専

門機関との連携を図ります。  

健康推進課 
保険年金課 

（再掲） 

講演会・各種健康教室 

・講演会や教室等の実施により、うつ病やこころの

健康、ストレスとの付き合い方、適切な睡眠のとり

方、悩みを相談できる場所等の普及啓発を行います。 

・参加者の中で、自殺のリスクを抱えた人やその家

族を必要な支援機関へつなげます。 

健康推進課 
介護保険課 
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 ３．高齢者の困りごとの早期発見から早期支援の充実 

   清瀬市アウトリーチ事業におけるアンケート調査返信後の訪問活動や、住民に

よる見守り活動、配達事業者やライフライン事業者、住宅提供事業者、商店等の

関係機関による日常的な見守りにより、支援が必要な高齢者の早期発見を行い、

必要な支援につなげながら、その人らしく生活が継続できるように支援していき

ます。 

   また、高齢者の困りごとの第一相談先である地域包括支援センターの市民への

認知度を上げるとともに必要に応じて関係部署にて事例検討会を開催し、連携の

円滑化・支援力の向上を図ります。 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

総合相談支援業務 

(地域包括支援センター業務) 

高齢期の様々な困りごと、福祉サービス利用につい

ての相談等を受け、対応を行います。 
介護保険課 

消費者被害の防止 
（権利擁護業務） 

消費者被害を防止するため、消費生活センター、権

利擁護センターと連携し情報提供や必要な支援を行

います。 

介護保険課 

虐待対応 
(権利擁護業務) 

・高齢者が養護者から受ける虐待を防ぎ、保護し、

改善を図ることにより、被虐待者と養護者の双方を

守ります。 

・セルフネグレクト
注 8

の防止と対応に努めます。 

介護保険課 

ケアマネット 

・市内のケアマネジャーを中心とした職能団体によ

る研修会、情報交換等を行い、ケアマネジメントの

質を高めます。 

・介護の状況等の情報を踏まえ、生活面で困窮して

いる人を必要な支援機関へつなげます。 

介護保険課 

清瀬市高齢者 
アウトリーチ事業 

行政や地域包括支援センターと関わりのない人を訪

問することにより状況確認を行います。 
介護保険課 

（再掲）事例検討会 

・必要に応じて、関係部署にて事例検討会を開催し、

それぞれの支援の考え方や具体的な対応についての

認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化・支

援力の向上を図ります。 

・既存事業の改善や新たな事業の検討を行います。 

健康推進課 

関係各課 

 
注６  8050 問題 
   80 代の高齢の親が、50 代の子どもの生活を経済的・精神的に支え続けることで、親子ともに 

生活困窮や社会からの孤立、そして将来的な共倒れのリスクを抱える社会問題 
注７ ヤングケアラー 
   本来大人が担うと想定されている 家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者” 

のこと。  
注 8 セルフネグレクト 
   日本では統一された定義は示されていないが、これまでの国内外の研究論文等から、「健康・生

命及び社会生活の維持に必要な個人衛生及び健康行動、住環境の衛生もしくは整備を放任・放棄し
ていること」とされている。  
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 ４．認知症患者及びその支援者（家族を含む）への支援、介護者（家族を含む）へ

の支援 

   認知症の当事者やその支援者・家族、介護者・家族が、気軽に集まることがで

きる交流の場を設け、情報共有やそれぞれの抱える悩みの解消を図ります。 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

ゆりの会 

（認知症家族会） 

認知症の人を介護する家族等が集まり、悩みを語り

合い、情報を共有する場を設けます。 
介護保険課 

よってこカフェ 
（認知症カフェ事業） 

認知症の人が住み慣れた地域で生活できるよう、医

療・介護従事者、地域住民が集い交流できる場を設

けます。 

介護保険課 

中清戸オレンジハウス 
（チームオレンジ事業） 

認知症当事者・家族のニーズと認知症サポーターを

中心とした支援をつなぐ仕組みである「チームオレ

ンジ清瀬」の活動拠点で、認知症当事者・介護者・

地域住民の交流を進めます。 

介護保険課 

 

重点施策 4 子ども・若者・子育て世代への支援 

＜子ども・若者・子育て世代の自殺の現状と課題＞ 

  清瀬市における過去 5 年間（令和元年から令和 5 年）の自殺者数 63 人のうち、

24 人が 40 歳未満の若年層によって占められており（20 歳以下は 6 人）、全体に

占める割合は 38.1％と他の年代（40～59 歳、60 歳以上）と比較すると最も高く

なっています。 

  全国の虐待による乳幼児の死亡例(親子心中を含む)の検証結果では、妊娠期・周

産期に関係する要因が示されており、これらを防ぐために、妊娠期から出産・子育

て期における地域や関係機関が連携した、切れ目のない支援が重要とされています。 

  清瀬市でも、核家族化や宅地開発による地縁の無い転入者の増加に伴い、誰から

の支援も得られないといった、子育ての孤立・負担が顕在化しており、全ての妊産

婦、子育て世帯、こども自身の相談体制や切れ目ない支援を充実させるため、児童

福祉分野と母子保健分野が連携の一層の強化が求められています。 

  また、児童生徒や学生の生活の場である、家庭・学校・地域の連携を強化し、自

分だけでは対応しきれない困難やトラブルに直面した時に信頼できる大人に「助け

て」の声をあげられるよう環境の整備も必要です。 

  その他、近年若者の間で流行し問題になっている「オーバードーズ注 9」等新たな

社会問題にも対策が求められます。 
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＜子ども・若者・子育て世代に対する自殺予防に向けた施策の方向性と主な取組＞ 

 １．妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援の強化 

   妊産婦に寄り添い、個々の状況に合わせたきめ細かな支援を目指し、妊娠・出

産・子育て期にわたる切れ目のない支援を引き続き行っていきます。また、必要

に応じて、関係機関と連携しながら継続的な支援を行います。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

働き方サポート事業 

就労、再就職、就業等のサポートを行います。求職

者の中で、生活面で困窮している人を必要な支援機

関へつなげます。 

男女共同参画

センター 

スマイル・ベビーきよせ事業 
妊娠届出時、すべての妊婦に保健師が面接を実施し、

支援プランを作成し早期支援を行います。         

子ども家庭支

援センター 

新生児・妊産婦訪問指導事業 

新生児・妊産婦訪問指導時に産後うつ病に関するス

クリーニングを実施し、産後うつ病の早期発見と適

切な支援を行います。 

子ども家庭支

援センター 

妊婦健康診査 

妊娠届出受理後、母子健康手帳交付時に、妊婦健康

診査受診票を発行し、健康診査の費用を公費で負担

します。 

子ども家庭支

援センター 

乳幼児健康診査 

３～４か月児・産婦、６～７か月児・９～10 か月児、

１歳６か月児、３歳児健康診査を実施し、乳幼児の

発達・発育の確認及び疾患・異常の早期発見、子育

ての不安の軽減や適切な支援を行います。 

子ども家庭支

援センター 

産後ケア事業 

産後に家族等から援助が受けられず、支援を必要と

する産婦・乳児に対し、心身のケアや育児支援等を

行い、安心して子育てができるよう支援します。 

子ども家庭支

援センター 

 

 ２．発達について支援の必要な子ども・親への相談・支援 

   発達のつまずきや遅れのある子どもとその親が、乳幼児健康診査や発達健診を

利用し、相談できるよう関係機関と連携し、早期継続支援を行います。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

発達健診 

・乳幼児健康診査や保健師地区活動等で、運動発達

の遅れや発達の気になる乳幼児に対して、障害の早

期発見・早期療育・発達支援を行います。 

・発達の遅れに不安を持つ親へ育児支援を行いま

す。 

子ども家庭支

援センター 

子どもの発達支援・交流セン

ター とことこ 

清瀬市在住の本人やお子さんの発達に不安を持つご

家族と関係者を対象に相談支援・発達支援・療育支

援を行います 

障害福祉課 
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教育相談室 

・心理を専門とする相談員がお子さんの発達や教

育、心の問題についての相談を行います。 

・お子さんに関する心配ごとなどについて、一緒に

考えたり助言を行い、必要に応じて、医師や専門機

関などへの紹介も行います。 

教育指導課 

就学相談 

小学校、中学校への就学や転学に関して、お子さん

の障害や発達面でご心配をお持ちの保護者の方の相

談を行います。 

教育指導課 

 

 ３．命の教育等の充実 

   小・中学校の教育課程に「SOS の出し方に関する教育」を位置付け、児童・生

徒が命の危機につながるような悩みを抱え込まずに、助けを求めてもよいという

ことを理解し、周囲の人に相談できるような環境づくりを更に進めていきます。 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

命の教育 

命の教育全体計画を作成し、そのカリキュラムに則

って、小・中学校の発達段階に応じた系統性・連続

性を持った指導を行い、命の大切さを実感できる児

童の育成を目指します。 

教育指導課 

命の週間 

長期休業明け（2・3 学期開始時）を命の週間とし、

小・中学校において重点的に命の教育に係る取組を

行い、児童・生徒の命を大切にする態度や心情を養

います。 

教育指導課 

命の教育フォーラム 

小・中学校における命の教育に関わる様々な取組を

紹介し、児童・生徒及び保護者、市民がそれぞれの

立場から「生命尊重」について考える機会とします。 

教育指導課 

SOS の出し方に関する教育 

小・中学校の教育課程において、児童・生徒が悩み

を抱え込まずに、周囲の人に相談するための手立て

について指導します。 

教育指導課 

いじめ・長欠調査 

市立小・中学校におけるいじめ・長期欠席者の状況

を調査して、各校におけるいじめ防止及び長期欠席

児童・生徒への対応に生かします。 

教育指導課 

 

 

 

 

 

 
注 9 オーバードーズ 
   医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまうこと。特に最近、かぜ薬や咳止め薬な 

どを、かぜや咳の症状を抑えるためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために大量に服用す 
ることを指して、「オーバードーズする」「ＯＤする」などと言われています。 
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 ４．教育相談の充実 

   教育相談室において、児童・生徒及び保護者等を対象に発達や教育、心の問題

についての相談を行うことで、相談者の心のケアを図るとともに、継続的な支援

を行います。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

来室相談・電話相談 

心身の発達や家庭教育、心の問題等について悩みを

抱える児童・生徒及び保護者を対象に、公認心理師

による相談を行います。 

教育指導課 

 

 ５．教職員への支援 

   希望する市内公立小・中学校の教職員に対して産業医によるメンタルヘルス相

談を実施し、心の健康を保つための支援を継続的に行います。 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

小中学校教職員へのメンタル

へルス相談 

希望する小・中学校の教職員に対して、メンタルヘ

ルス相談を実施し、支援します。 
教育指導課 

 

 ６．子ども・若年者向け相談支援の推進 

   子どもや若者自らが相談しやすいよう、相談窓口のリーフレット等を活用し、

相談窓口等の普及啓発や相談体制の環境づくりを推進します。さらに、子どもや

若者が目にしやすい SNS 等のツールの活用を検討します。特にひきこもりの問

題は、相談に結びつけることが難しい事例が多く、「東京都ひきこもりサポート

ネット」の普及啓発に努めます。 

   また、若者の間で流行し社会的に問題となっている「オーバードーズ」の危険

性について周知し、「オーバードーズ」をしてしまう気持ちに寄り添い適切な相

談先につなぎます。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

子どもが気軽に相談できる窓

口・子どもの居場所づくり 

子どもからの悩みに対する相談できる場、子どもの

居場所づくりとして児童館、放課後子ども教室等の

充実を図ります。 

子ども家庭支
援センター 

生涯学習スポ

ーツ課 

子ども支援課 

ひきこもりサポートネット事

業の周知 

東京都の行っているひきこもり等の若者の社会参加

に関する相談や支援の周知を行います。 
福祉総務課 
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普及啓発活動 

市内公立小学校・中学校の児童・生徒へ相談窓口と

相談啓発内容を載せたリーフレットを作成・配布す

ることにより、普及啓発を行います。 

健康推進課 
教育指導課 

オーバードーズの危険につい

ての周知啓発 

薬剤師会や薬物乱用防止推進清瀬地区協議会等関係

機関と連携してオーバードーズの危険について啓発

し相談先を周知します。 

健康推進課 

SNS を使用した相談先の周

知 

市のこれまでの相談事業につながりにくい世代に対

し国や東京都が整備している SNS による相談窓口

を周知します。 

健康推進課 

18 歳以上の若者が相談でき

る窓口 

18 歳以上の若者が相談できる窓口の充実を図りま

す。 

健康推進課 
子ども支援課 

 

 ７．家庭環境に課題がある子どもへの支援 

   養育困難や児童虐待が懸念される等、家庭環境に課題のある子どもたちは、自

己肯定感を持つことができず、自殺企図に至る可能性があるとされています。子

どもに関わるあらゆる機関が、そうした子どもたちを早期に発見し、適切に支援

する必要があります。子ども家庭支援センターが中心となり、情報収集し、適切

に対応します。 

   また、必要に応じて関係部署にて事例検討会を開催し、連携の円滑化・支援力

の向上を図り、切れ目ない支援を実施します。 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

ひとり親に対する相談・支援・

助成事業 

ひとり親家庭への助成制度の周知を行い、経済的な

支援を行います。また、ひとり親家庭の経済的基盤

と自立のための技能習得等を支援します。 

子育て支援課 
生活福祉課 

虐待相談（清瀬市障害者虐待

防止センター） 

障害者（児）虐待の予防と啓発を行います。 

虐待の通報や疑いがある場合は、事実確認、障害者

の保護、養護者への支援を通して問題の解決を図り

ます。 

障害福祉課 

ヤングケアラー対策 

福祉、介護、医療、教育などの関係機関が連携し、

ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につな

げます。 

子ども家庭支
援センター 
関係各課 

子ども家庭総合ケースマネジ

メント事業 

児童虐待・養育困難家庭について、子どもの最善の

福祉が守れるように適切に対応します。 

子ども家庭支
援センター 

各種子育て支援事業 

ホームビジター派遣事業やファミリー・サポート・

センター事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支

援事業等の子育て支援事業を展開し、育児負担を軽

減します。 

子ども家庭支
援センター 

事例検討会 

必要に応じて、関係部署にて事例検討会を開催し、

それぞれの支援の考え方や具体的な対応についての

認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化・支

援力の向上を図ります。また、既存事業の改善や新

たな事業の検討を行います。 

子ども家庭支
援センター 
子育て支援課 
関係各課 
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 ８．居場所づくり 

  安心して過ごせる居場所の提供 

   それぞれの年代が自分らしく安心して過ごせる場所を提供します。また世代間

交流を進めることで社会的孤立を防ぎます。 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

児童館・児童センター 

子ども達が主体となって、遊びの場や居場所づくり

に取り組むとともに、大人も楽しみ交流できるサー

ビスを提供します。 

子ども支援課 

子ども食堂 

子ども食堂は地域住民やボランティアなどが運営す

る、子どもや親子が無料または安価で食事をしたり、

温かい団らんの時間を過ごしたりできる場所です。

市は運営費の補助をするとともに、必要な家庭や子

どもに「子ども食堂」の情報を提供します。 

子ども家庭支

援センター 

多世代交流施設 
様々な世代の方に多様な用途でご利用いただける施

設です。多世代間の交流を推進します。 
市民協働課 

つどいの広場 

赤ちゃんから小学校へ行く前の子どもたちとパパ・

ママ、おじいちゃん・おばあちゃんが一緒に遊べる

場所で、子育てアドバイザーが子育ての不安や悩み

の解決を支援します。 

子ども支援課 

フレンドルーム 

集団生活や学校生活になじめず、登校できないでい

る子供たちに、学習や人とのふれあいの機会を提供

し、本人の自己実現と社会的自立を支援します。 

教育指導課 

 

重点施策 5 生きづらさを抱えた人への支援 

＜生きづらさを抱えた人の現状と課題＞ 

  家族問題、経済問題、健康問題、生活上の問題等、社会におけるさまざまな生き

づらさを抱えた人が、社会や地域の無理解や偏見等により、地域で孤立し自殺のリ

スクが高まる恐れがあります。たとえば、障害のある人、障害者手帳取得に至らな

いが生きづらさを抱えている人、発達障害や高次脳機能障害、難病、内部障害など

外見からはわかりにくい障害を持つ人、精神科の治療を受けている人、性的マイノ

リティの人等、年齢や障害の有無、性自認や身体的特質を含め、生きづらさを抱え

る人の背景は様々ですが、誰もが多様で、かけがえのない存在であることを認め、

互いの人権を尊重し合わなければなりません。 

  また、配偶者や交際相手等の親密な関係にある相手からの暴力（ＤＶ）、職場や

学校でのセクシュアルハラスメント、ストーカー、そして性暴力の多くは、知って

いる・親しい関係にある相手から行われています。ＤＶ防止法成立以降、清瀬市で

も関係機関の連携や啓発・研修を行い、現状にあわせて支援体制の整備がなされて

きました。性的マイノリティの人も含めた性にまつわる様々なハラスメントや、性
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の商品化の問題など、人としての尊厳を危うくする「暴力」も存在しています。人

に伝えにくい、目につきにくいこれらの暴力についても啓発や支援を進める必要が

あります。 

  心身に障害のある人は、身体的・社会的にも活動を制限され、社会参加を制約さ

れやすい状況にあります。高齢化の進展に加え、医療機関等が多い地域特性等も影

響して、今後も障害がある人の増加が見込まれ、障害者の社会参加を制約している

社会的な障壁注 10 を除去するための取組が求められています。 

  市ではこれまでの取組を推進するとともに新たに重層的支援体制注 11 の実施を検

討し自殺対策に取組む必要があります。 

 

＜生きづらさを抱えた人に対する自殺予防に向けた施策の方向性と主な取組＞ 

 １．理解の促進・啓発の推進 

   保健・医療・教育・福祉・地域等と連携した発達障害や高次脳機能障害・難病、

性的マイノリティ、うつ病や統合失調症等精神疾患への理解の促進に向けた広報

や啓発活動の強化を図ります。外見からわかりづらい発達障害、高次脳機能障害

や難病、内部障害については、ヘルプカードの普及を図りながら、障害の特性や

必要な配慮に関する理解を促進します。 

   また、ＤＶ防止と早期発見のための啓発と相談事業の情報発信に努めるととも

に、若い世代や性別にかかわらず「暴力」についての理解を深め、被害を防止す

るための普及啓発を推進します。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

講演会・教室の実施 
生きづらさの要因となる事柄についての講演会や教

室を実施し、理解の促進及び普及啓発を行います。 

男女共同参画
センター 
福祉総務課 
障害福祉課 

健康推進課 

デートＤＶ等暴力の防止に向

けた意識啓発 

高校生等 10 代の若者を対象としたデートＤＶ等暴

力の防止についての啓発を進めます。 

男女共同参画
センター 

性的マイノリティに関する啓

発の充実 

広く市民・団体向けに性的マイノリティに対する理

解と人権尊重のための対応を知るための啓発、学習

事業を実施します。 

男女共同参画
センター 

ハラスメント等の防止啓発の

推進 

市民・団体に対するストーカー、セクハラ、パワハ

ラ等あらゆるハラスメント・暴力にかかわる情報提

供・啓発・学習を推進します。 

男女共同参画
センター 

性暴力に関する情報提供・予

防啓発 

若者層、関係者・団体に向けた性暴力に関する情報

提供、研修、学習啓発事業を実施します。 

男女共同参画
センター 

学校出前講座 
市内の小学校、中学校、高等学校に、デートＤＶ、

ＡＶ出演強要等をテーマとした講座を行います。 

男女共同参画
センター 
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ヘルプカードの配布 

周囲の人に配慮が必要なことを知らせ、日常生活や

災害時などの困った時に手助けを受けやすくするヘ

ルプカードを配布します。 

障害福祉課 

障害者の人権に関する啓発活

動 

障害者週間を中心に障害者理解を推進するための事

業を行い、障害者の権利擁護に関する啓発活動を行

います。 

障害福祉課 

清瀬市手話言語条例や手話に

対する理解の促進 

手話が独自の体系を持つ言語であることを市民に広

く認識してもらい、その理解と普及を促進すること

により、手話を必要とする者の権利が尊重され、す

べての市民が相互に理解し支え合う、共生社会の実

現目指します。 

障害福祉課 

人権教育・性教育の推進 

人権問題や東京都教育委員会の「性教育の手引き」

に基づいた生命尊重等、それぞれの性を理解し、尊

重するための人権教育・性教育を実施します。 

教育指導課 

 

 ２．相談体制の充実 

   生きづらさを抱えた当事者や家族、介護者からの相談に応じて、ケアマネジメ

ントにより、福祉サービスの利用援助、権利擁護のための支援、必要な情報の提

供及び助言、専門機関や相談窓口の紹介等を行います。また、必要に応じて関係

部署にて事例検討会を開催し、連携の円滑化・支援力の向上を図ります。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

（再掲）市民相談 

・法律相談、人権身の上相談、土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）、不動産取引相談、年金・労働

相談、司法書士相談（登記・相続・遺言）、税務相談、

行政書士相談（相続・遺言書等の手続）、行政相談、

交通事故相談を行います。 

・相談者の中で、自殺のリスクを抱えた人を必要な

支援機関へつなぎます。 

市民協働課 

（再掲）総合相談支援業務 

（地域包括支援センター業

務） 

高齢期の様々な困りごと、福祉サービス利用につい

ての相談等を受け、対応を行います。 
介護保険課 

働き方サポート事業 

・就労、再就職、就業等のサポートを行います。 

・求職者の中で、生活面で困窮している人を必要な

支援機関へつなげます。 

男女共同参画

センター 

ＤＶ・ハラスメント等相談 

一般相談、ＤＶ相談、モラハラ相談、法律相談の周

知に努め、被害の重度化を防ぎ、回復過程の心のケ

アに対応します。 

男女共同参画

センター 

障害者虐待相談（清瀬市障害

者虐待防止センター） 

障害者（児）虐待の予防と啓発を行います。 

虐待の通報や疑いがある場合は、事実確認、障害者

の保護、養護者への支援を通して問題の解決を図り

ます。 

障害福祉課 
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障害者相談員による相談（身

体・知的障害者相談員） 

身近な地域の相談者として、障害当事者や家族を身

体・知的障害者相談員として選任し、実施します。 
障害福祉課 

（再掲）子どもが気軽に相談

できる窓口・子どもの居場所

づくり 

子どもからの悩みに対する相談できる場、子どもの

居場所づくりとして児童館、放課後子ども教室等の

充実を図ります。 

子ども家庭支
援センター 
生涯学習スポ
ーツ課 
子ども支援課 

（再掲）来室相談・電話相談 

心身の発達や家庭教育、心の問題等について悩みを

抱える児童・生徒及び保護者を対象に、公認心理師

による相談を行います。 

教育指導課 

（再掲）事例検討会 

必要に応じて、関係部署にて事例検討会を開催し、

それぞれの支援の考え方や具体的な対応についての

認識を共有し、理解し合うことで連携の円滑化・支

援力の向上を図ります。また、既存事業の改善や新

たな事業の検討を行います。 

健康推進課 
関係各課 

 

 ３．地域での見守り、支え合いの強化・社会参加の促進 

   生きづらさを抱えた当事者やその家族が、安心して主体的に生活を送ることが

できるために、相談支援事業者、福祉サービス事業者、学校・就労等の関係機関

と行政、地域住民の連携を強化した支え合いの仕組みづくりに努めます。 

 

＊主な事業や取組 

事業・取組 取組内容 担当課 

市民活動の支援 

市民活動に関する情報や活動支援のための講座や研

修の機会等を提供し、市民の活動の活性化を図りま

す。 

市民協働課 

ＤＶ連絡協議会 関係機関との連絡会を実施します。 
男女共同参画

センター 

障害者向け施設の運営 

就労に関する幅広い相談・支援を担う清瀬市障害者

就労支援センター、各種障害福祉サービスや相談支

援を担う清瀬市障害者福祉センター、障害者の余暇

活動や社会との交流の促進の場の提供を担う地域活

動支援センターの運営を行います。 

障害福祉課 

地域自立支援協議会 

障害福祉に関する地域課題を明らかにし、障害者支

援機関の連携と体制強化等について検討するほか、

専門部会では、特定の分野における地域課題につい

て整理・解決を図ります。 

障害福祉課 

 

 

注 10 社会的な障壁 

   障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで妨げとなるようなものを指します。 
  例）①社会における事物（通行・利用しにくい施設、設備など）②制度（利用しにくい制度な 

ど）③慣行（障害のある人の存在を意識していない習慣、文化など）④観念（障害のあるひとへ 
の偏見など） 

注 11 重層的支援体制 
   地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、市町村が中心となって構築 
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する包括的な支援体制のこと 

重点施策 6 女性への支援 

＜女性の自殺の現状と課題＞ 

  全国の自殺者数は、近年、全体としては減少傾向にあるものの、毎年 2 万人を超

える水準で推移しています。男性の占める割合が大きい状況は続いていますが女性

の自殺者数は令和２年に増加し、その後令和３年、4 年と増加を続け令和 5 年に 4

年ぶりに減少しました。 

  これまで、女性の自殺の要因に非正規雇用の問題や、家庭問題、育児・介護問題

が挙げられていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による生活環境

の変化を受けて DV 問題の顕在化や周囲の人との関係性の変化などによって女性

の自殺リスクは高まっており、対策を更に推進することが求められています。 

  国において、女性への支援は重点的に取り組む課題とされており、本市において

も平成 28 年以降、女性の自殺者数が増加していることから、女性への支援につい

て、特に重点的に取り組む必要があります。女性への対策は、予期せぬ妊娠等に伴

う心身面への影響の軽減や、産後うつ対策などの妊産婦への支援、学校や家庭等に

居場所がない若年女性への支援、性暴力やＤＶ被害に係る相談体制等の拡充、子育

て中の女性に対する就労その他各種相談支援の提供などが考えられます。当人の年

代や就学・就労状況、婚姻状況や周囲との関係性等により、直面し得る課題は様々

に異なるため、それらを踏まえた、きめ細かな支援策の提供が求められます。 

 

＜女性に対する自殺予防に向けた施策の方向性と主な取組＞ 

  予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等への相

談支援等を含め、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推進します。 

  配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移していることも踏まえ、多様なニ

ーズに対応できる相談体制の強化など、被害者支援の更なる充実を図ります。 

  また、望まない孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性を始め

様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ細かい支援に取り組みます。 

   

1．妊産婦への支援 

事業・取組 取組内容 担当課 

（再掲）スマイル・ベビーき

よせ事業 

妊娠届出時、すべての妊婦に保健師が面接を実施し、

支援プランを作成し早期支援を行います。         

子ども家庭支

援センター 

（再掲）新生児・妊産婦訪問

指導事業 

新生児・妊産婦訪問指導時に産後うつ病に関するス

クリーニングを実施し、産後うつ病の早期発見と適

切な支援を行います。 

子ども家庭支

援センター 
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（再掲）妊婦健康診査 

妊娠届出受理後、母子健康手帳交付時に、妊婦健康

診査受診票を発行し、健康診査の費用を公費で負担

します。 

子ども家庭支

援センター 

（再掲）乳幼児健康診査 

３～４か月児・産婦、６～７か月児・９～10 か月児、

１歳６か月児、３歳児健康診査を実施し、乳幼児の

発達・発育の確認及び疾患・異常の早期発見、子育

ての不安の軽減や適切な支援を行います。 

子ども家庭支

援センター 

（再掲）産後ケア事業 

産後に家族等から援助が受けられず、支援を必要と

する産婦・乳児に対し、心身のケアや育児支援等を

行い、安心して子育てができるよう支援します。 

子ども家庭支

援センター 

 

2．悩みや課題に応じた相談機会の提供 

事業・取組 取組内容 担当課 

「アイレック」の相談 

家族や家庭の悩み、職場や地域での人間関係、夫・

恋人などからの暴力や暴言、離婚や相続などの法的

問題、仕事や生き方についての悩み、セクシュアル

ハラスメント・パワーハラスメント・モラルハラス

メント・職場でのいじめ等女性が抱えるさまざまな

悩みを女性の相談員が一緒に考えます。 

男女共同参画

センター 

 

3．女性を対象とした広報や啓発等 

事業・取組 取組内容 担当課 

きよせジェンダー平等広報

「Ms.スクエア」の発行 

男女共同参画社会への理解や関心を深めることを目

的として、年 2 回（４月・10 月）発行します。 

男女共同参画

センター 

女性の健康づくり事業 

女性のライフステージごとの健康課題について普及

啓発を行うことで、乳がんや子宮がん、更年期障害、

骨粗しょう症等女性特有の健康課題の早期発見・早

期受診につなげます。 

健康推進課 

 

4．女性を支援するための体制の整備や場の提供 

事業・取組 取組内容 担当課 

働き方サポート事業 

就労、再就職、就業等のサポートを行います。求職

者の中で、生活面で困窮している人を必要な支援機

関へつなげます。 

男女共同参画

センター 
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１．計画の周知 

  本計画を推進していくために、市民一人ひとりが自殺対策への重要性を理解し、

取組を行うことができるよう、市報や市ホームページなど様々な媒体を活用して、

周知を行います。 

 

２．推進体制 

  誰も自殺に追い込まれることのない清瀬市の実現を目指して、清瀬市自殺対策推

進本部において推進会議を開催するとともに、関係機関や地域団体、庁内の関係部

署等で構成する自殺対策連絡協議会にて、ＰＤＣＡサイクルを通じて計画を推進し、

さらなる対策を講じていきます。 

  さらに、自殺対策庁内連絡会において情報共有・共通認識に努め、必要に応じて

事例検討会等を開催するなど、支援体制の強化を図ります。 

   

 

  ●清瀬市自殺対策推進本部会議 

   市長をトップとした清瀬市自殺対策推進本部において、横断的な連携を図り、

市における総合的な対策として推進します。 

  ●清瀬市自殺対策庁内連絡会 

   庁内の各部署に自殺対策推進リーダーを置き、連絡会にて情報共有や研修を行

い、庁内連携を図り、相談体制を強化します。 

  ●清瀬市自殺対策連絡協議会 

   市民、医療、福祉、教育、労働等の関係機関や地域団体、庁内の関係部署等で

構成する清瀬市自殺対策連絡協議会において、自殺対策計画の進捗状況の確認、

情報の共有、円滑な連携・協力体制を構築し、自殺対自殺対策を総合的に推進

します。 

 

３．計画の見直し 

  社会情勢や自殺をめぐる様々な情勢の変化、概ね５年程度を目途に見直すことと

されている国の「自殺総合対策大綱」の見直し等を踏まえて必要に応じて本計画を

見直します。 

 

 

 第 6章 計画の推進体制 
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〇自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

 

目次 

 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県

自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二

条） 

 

第四章 協議会（第二十三条―第二十五条） 

 

第五章 自殺総合対策会議等（第二十六条

―第二十八条） 

 

附則 

 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

 

第一条 この法律は、近年、我が国におい

て自殺による死亡者数が高い水準で推移

している状況にあり、誰も自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指して、こ

れに対処していくことが重要な課題とな

っていることに鑑み、自殺対策に関し、基

本理念を定め、及び国、地方公共団体等の

責務を明らかにするとともに、自殺対策の 

 

基本となる事項を定めること等により、自

殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を

図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充

実を図り、もって国民が健康で生きがいを

持って暮らすことのできる社会の実現に

寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的

な支援として、全ての人がかけがえのない

個人として尊重されるとともに、生きる力

を基礎として生きがいや希望を持って暮

らすことができるよう、その妨げとなる諸

要因の解消に資するための支援とそれを

支えかつ促進するための環境の整備充実

が幅広くかつ適切に図られることを旨と

して、実施されなければならない。 

 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題とし

てのみ捉えられるべきものではなく、その

背景に様々な社会的な要因があることを

踏まえ、関係機関、関係団体その他の関係

者の連携と協働により、社会的な取組とし

て推進されなければならない。 

 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な

原因及び背景を有するものであることを

踏まえ、単に精神保健的観点からのみなら

 資料編 
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ず、自殺の実態に即して実施されるように

しなければならない。 

 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発

生の危機への対応及び自殺が発生した後

又は自殺が未遂に終わった後の事後対応

の各段階に応じた効果的な施策として実

施されなければならない。 

 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、

労働その他の関連施策との有機的な連携

が図られ、総合的に実施されなければなら

ない。 

 

６ 自殺対策は、デジタル社会の進展を踏

まえ、情報通信技術、人工知能関連技術等

の適切な活用を図りながら展開されるよ

うにするとともに、自殺の防止においては、

インターネット等を通じて流通する自殺

に関連する情報が及ぼす影響に関し適切

な配慮がなされるようにするための取組

の促進について特に留意されなければな

らない。 

 

７ こどもに係る自殺対策は、こどもが自

立した個人としてひとしく健やかに成長

することができ、心身の状況、置かれてい

る環境等にかかわらず、その権利利益の擁

護が図られ、将来にわたって健康で心豊か

な生活を送ることができる社会の実現を

目指し、社会全体で取り組むことを基本と

して、行われなければならない。 

 

 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条第一

項及び第五条において「基本理念」という。）

にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

 

２ こどもに係る自殺対策について、内閣

総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣

は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ

効果的に策定され、及び実施されるよう、

相互に又は関係行政機関の長との間にお

いて緊密な連携協力を図りつつ、それぞれ

の所掌に係る施策を推進しなければなら

ない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第三条の二 地方公共団体は、基本理念に

のっとり、自殺対策について、国と協力し

つつ、当該地域の状況に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

 

２ 国は、地方公共団体に対し、前項の責

務が十分に果たされるように必要な助言

その他の援助を行うものとする。 

 

（事業主の責務） 

 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が

実施する自殺対策に協力するとともに、そ

の雇用する労働者の心の健康の保持を図

るため必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 
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（学校の責務） 

 

第五条 学校は、基本理念にのっとり、関

係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の

防止等に取り組むよう努めるものとする。 

 

（国民の理解） 

 

第六条 国民は、生きることの包括的な支

援としての自殺対策の重要性に関する理

解と関心を深めるよう努めるものとする。 

 

２ 国及び地方公共団体は、教育活動、広

報活動等を通じて、自殺対策に関する国民

の理解を深めるよう必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要

性に関する理解と関心を深めるとともに、

自殺対策の総合的な推進に資するため、自

殺予防週間及び自殺対策強化月間を設け

る。 

 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十

六日までとし、自殺対策強化月間は三月と

する。 

 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間

においては、啓発活動を広く展開するもの

とし、それにふさわしい事業を実施するよ

う努めるものとする。 

 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化

月間においては、自殺対策を集中的に展開

するものとし、関係機関及び関係団体と相

互に連携協力を図りながら、相談事業その

他それにふさわしい事業を実施するよう

努めるものとする。 

 

（関係者の連携協力） 

 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事

業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民

間の団体その他の関係者は、自殺対策の総

合的かつ効果的な推進のため、相互に連携

を図りながら協力するものとする。 

 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自

殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の

親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮

し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ

とのないようにしなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

 

第十条 政府は、この法律の目的を達成す

るため、必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国

における自殺の概況及び講じた自殺対策

に関する報告書を提出しなければならな

い。 
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第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県

自殺対策計画等 

 

（自殺総合対策大綱） 

 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺

対策の指針として、基本的かつ総合的な自

殺対策の大綱（次条及び第二十六条第二項

第一号において「自殺総合対策大綱」とい

う。）を定めなければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱

及び地域の実情を勘案して、当該都道府県

の区域内における自殺対策についての計

画（次項及び次条において「都道府県自殺

対策計画」という。）を定めるものとする。 

 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道

府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘

案して、当該市町村の区域内における自殺

対策についての計画（次条において「市町

村自殺対策計画」という。）を定めるもの

とする。 

 

（都道府県及び市町村に対する交付金の

交付） 

 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又

は市町村自殺対策計画に基づいて当該地

域の状況に応じた自殺対策のために必要

な事業、その総合的かつ効果的な取組等を

実施する都道府県又は市町村に対し、当該

事業等の実施に要する経費に充てるため、

推進される自殺対策の内容その他の事項

を勘案して、厚生労働省令で定めるところ

により、予算の範囲内で、交付金を交付す

ることができる。 

 

第三章 基本的施策 

 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対

策の総合的かつ効果的な実施に資するた

め、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親

族等の支援の在り方、地域の状況に応じた

自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況

等又は心の健康の保持増進についての調

査研究及び検証並びにその成果の活用を

推進するとともに、自殺対策について、先

進的な取組に関する情報その他の情報の

収集、整理及び提供を行うものとする。 

 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の

効率的かつ円滑な実施に資するための体

制の整備を行うものとする。 

 

（人材の確保等） 

 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、

専修学校、関係団体等との連携協力を図り

ながら、自殺対策に係る人材の確保、養成

及び資質の向上に必要な施策を講ずるも

のとする。 
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（心の健康の保持に係る教育及び啓発の

推進等） 

 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、

学校、地域等における国民の心の健康の保

持に係る教育及び啓発の推進並びに相談

体制の整備、事業主、学校の教職員等に対

する国民の心の健康の保持に関する研修

の機会の確保等必要な施策を講ずるもの

とする。 

 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で

大学及び高等専門学校に係るものを講ず

るに当たっては、大学及び高等専門学校に

おける教育の特性に配慮しなければなら

ない。 

 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生

徒等の保護者、地域住民その他の関係者と

の連携を図りつつ、当該学校に在籍する児

童、生徒等に対し、各人がかけがえのない

個人として共に尊重し合いながら生きて

いくことについての意識のかん涵養等に

資する教育又は啓発、及び困難な事態、強

い心理的負担を受けた場合等における対

処の仕方を身に付ける等のための教育又

は啓発を行うとともに、自殺の防止等の観 

点から、心の健康の保持のための健康診断、

保健指導等の措置のほか、精神保健に関す

る知識の向上その他の当該学校に在籍す

る児童、生徒等の心の健康の保持に係る教

育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

 

 

 

（医療提供体制の整備） 

 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健

康の保持に支障を生じていることにより

自殺のおそれがある者に対し必要な医療

が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾

患を有する者が精神保健に関して学識経

験を有する医師（以下この条において「精

神科医」という。）の診療を受けやすい環

境の整備、精神科医その他の医療従事者に

対する自殺の防止等に関する研修の機会

の確保、良質かつ適切な精神医療が提供さ

れる体制の整備、身体の傷害又は疾病につ

いての診療の初期の段階における当該診

療を行う医師と精神科医との適切な連携

の確保、救急医療を行う医師と精神科医と

の適切な連携の確保、精神科医とその地域

において自殺対策に係る活動を行うその

他の心理、保健福祉等に関する専門家、民

間の団体等の関係者との円滑な連携の確

保等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺を

する危険性が高い者を早期に発見し、相談

その他の自殺の発生を回避するための適

切な対処を行う体制の整備及び充実に必

要な施策を講ずるものとする。 

 

２ 前項の規定により整備する体制にお

いては、自殺をする危険性が高い者を早期

に発見し、自殺の発生を回避するための適

切な対処を行う上で必要な情報が、当該対

処を行う関係機関及び関係団体に対し迅
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速かつ適切に提供されるようにするもの

とし、そのために必要な措置が講じられな

ければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、自殺の防止の

観点から、自殺の助長につながるような情

報、物品、設備等についてその適切な管理、

配慮等に関して注意を促すために必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未

遂者が再び自殺を図ることのないよう、自

殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を

行うために必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺

又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の

親族等に及ぼす深刻な心理的影響、その生

活上の不安等が緩和されるよう、当該親族

等への総合的な支援を行うために必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間

の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等

の支援等に関する活動を支援するため、助

言、財政上の措置その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

 

 

第四章 協議会 

 

（協議会の設置等） 

 

第二十三条 地方公共団体は、第十九条及

び第二十条の施策でこどもに係るものを

実施するに当たっては、単独で又は共同し

て、学校、教育委員会、児童相談所、精神

保健福祉センター（精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第

百二十三号）第六条第一項に規定する精神

保健福祉センターをいう。）、医療機関、

当該地域を管轄する警察署等の関係機関、

自殺対策に係る活動を行う民間の団体そ

の他の関係者をもって構成する協議会（次

項及び次条において「協議会」という。）

を置くことができる。 

 

２ 前項の規定により協議会を設置する

地方公共団体は、協議会において次条第一

項の規定によりこどもの自殺の防止のた

めの対処、支援等の措置に関し協議を行う

ときは、あらかじめ、協議会を構成する者

に、当該協議を行う事項を通知するものと

する。 

 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、

正当な理由がある場合を除き、当該通知に

係る事項の協議に応じなければならない。 

 

（協議会の事務等） 

 

第二十四条 協議会は、前条第一項に規定

する施策を適切かつ効果的に実施するた

め、こどもの自殺の防止等について必要な
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情報の交換を行うとともに、必要な対処、

支援等の措置に関する協議を行うものと

する。 

 

２ 協議会は、前項に規定する情報の交換

及び協議を行うため必要があると認める

ときは、関係行政機関その他の関係者に対

して、資料又は情報の提供、意見の表明、

説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

 

３ 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労

働大臣その他の国の関係行政機関の長及

び都道府県は、こどもの自殺の防止等に関

し、協議会を構成する者の求めに応じて、

必要な助言、資料の提供その他の協力を行

うことができる。 

 

４ 次の各号に掲げる協議会を構成する

者の区分に従い、当該各号に定める者は、

正当な理由がなく、協議会の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機

関の職員又は職員であった者 

 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員

又はこれらの者であった者 

 

三 前二号に掲げる者以外の者 協議会

を構成する者又は当該者であった者 

 

５ 前条及び前各項に定めるもののほか、

協議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、協議会が定める。 

（罰則） 

 

第二十五条 前条第四項の規定に違反し

た者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以

下の罰金に処する。 

 

第五章 自殺総合対策会議等 

 

（設置及び所掌事務） 

 

第二十六条 厚生労働省に、特別の機関と

して、自殺総合対策会議（以下「会議」と

いう。）を置く。 

 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成するこ

と。 

 

二 自殺対策について必要な関係行政機

関相互の調整をすること。 

 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策

に関する重要事項について審議し、及び自

殺対策の実施を推進すること。 

 

（会議の組織等） 

 

第二十七条 会議は、会長及び委員をもっ

て組織する。 

 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣

のうちから、厚生労働大臣の申出により、
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内閣総理大臣が指定する者をもって充て

る。 

 

４ 会議に、幹事を置く。 

 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちか

ら、厚生労働大臣が任命する。 

 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会

長及び委員を助ける。 

 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組

織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 

（必要な組織の整備） 

 

第二十八条 前二条に定めるもののほか、

政府は、自殺対策を推進するにつき、必要

な組織の整備を図るものとする。 
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〇自殺総合対策大綱 

 

 

第１ 自殺総合対策の基本理念  

 

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現を目指す＞  

 

 平成 18 年 10 月に自殺対策基本法（以下

「基本法」という。）が施行されて以降、「個

人の問題」と認識されがちであった自殺は広

く「社会の問題」と認識されるようになり、

国を挙げて自殺対策が総合的に推進された

結果、自殺者数は３万人台から２万人台に減

少するなど、着実に成果を上げてきた。しか

し、自殺者数は依然として毎年２万人を超え

る水準で推移しており、さらに令和２年には

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で

自殺の要因となり得る様々な問題が悪化し

たことなどにより、総数は 11 年ぶりに前年

を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、

自殺者の総数が減少傾向にある中において

も、増加傾向となっており、令和２年には過

去最多、令和３年には過去２番目の水準にな

った。このように非常事態はいまだ続いてお

り、決して楽観できる状況にはない。  

 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

ある。自殺の背景には、精神保健上の問題だ

けでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、

いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因

があることが知られている。このため、自殺

対策は、社会における「生きることの阻害要

因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生き

ることの促進要因（自殺に対する保護要因）」

を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス

クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、

「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」

のそれぞれのレベルにおいて強力に、かつそ

れらを総合的に推進するものとする。  

 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

あることや、自殺対策の本質が生きることの

支援にあることを改めて確認し、「いのち支

える自殺対策」という理念を前面に打ち出し

て、「誰も自殺に追い込まれることのない社

会の実現」を目指す。  

  

第２ 自殺の現状と自殺総合対策における基

本認識  

 

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

ある＞  

 

 自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為と

してだけでなく、人が命を絶たざるを得ない

状況に追い込まれるプロセスとして捉える

必要がある。自殺に至る心理は、様々な悩み

が原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の

選択肢が考えられない状態に陥ることや、社

会とのつながりの減少や生きていても役に

立たないという役割喪失感から、また、与え

られた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしま

う過程と捉えることができるからである。  
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 自殺行動に至った人の直前の心の健康状

態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心

理的に追い詰められた結果、抑うつ状態にあ

ったり、うつ病、アルコール依存症等の精神

疾患を発症していたりするなど、これらの影

響により正常な判断を行うことができない

状態となっていることが明らかになってい

る。  

 

 このように、個人の自由な意思や選択の結

果ではなく、「自殺は、その多くが追い込ま

れた末の死」ということができる。このこと

を社会全体で認識するよう改めて徹底して

いく必要がある。  

  

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事

態はいまだ続いている＞  

 

 平成 19 年６月、政府は、基本法に基づき、

政府が推進すべき自殺対策の指針として自

殺総合対策大綱（以下「大綱」という。）を

策定し、その下で自殺対策を総合的に推進し

てきた。  

 

 大綱に基づく政府の取組のみならず、地方

公共団体、関係団体、民間団体等による様々

な取組の結果、基本法が成立した平成 18 年

とコロナ禍以前の令和元年とで自殺者数を

比較すると、男性は 38％減、女性は 35％減

となった。 

 しかし、それでも非常事態はいまだ続いて

いると言わざるを得ない。この間、男性、特

に中高年男性が大きな割合を占める状況は

変わっていないが、先述したとおり、令和２

年には新型コロナウイルス感染症拡大の影

響等で自殺の要因となり得る様々な問題が

悪化したことなどにより、特に女性や小中高

生の自殺者数が増え、総数は 11 年ぶりに前

年を上回った。令和３年の総数は令和２年か

ら減少したものの、女性の自殺者数は増加し、

小中高生の自殺者数は過去２番目の水準と

なった。さらに、我が国の人口 10 万人当た

りの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」

という。）はＧ７諸国の中で最も高く、年間

自殺者数も依然として２万人を超えている。

かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い

込まれているのである。  

  

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

踏まえた対策の推進＞  

 

  社会全体のつながりが希薄化している中

で、新型コロナウイルス感染症拡大により人

との接触機会が減り、それが長期化すること

で、人との関わり合いや雇用形態を始めとし

た様々な変化が生じている。その中で女性や

子ども・若者の自殺が増加し、また、自殺に

つながりかねない問題が深刻化するなど、今

後の影響も懸念される。しかしながら、新型

コロナウイルス感染症の影響は現在も継続

しており、その影響について確定的なことは

分かっていない。そこで引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の自殺への影響につ

いて情報収集・分析を行う必要がある。  

 

  また、今回のコロナ禍において、様々な分

野でＩＣＴが活用される状況となった。今回

の経験を生かし、今後、感染症の感染拡大が

生じているか否かを問わず、国及び地域にお

いて必要な自殺対策を実施することができ
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るよう、ＩＣＴの活用を推進する。  新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、

自殺者数の増加が続いている女性を含め、無

業者、非正規雇用労働者、ひとり親や、フリ

ーランスなど雇用関係によらない働き方の

者に大きな影響を与えていると考えられる

ことや、不規則な学校生活を強いられたり行

事や部活動が中止や延期となったりするこ

となどによる児童生徒たちへの影響も踏ま

えて対策を講じる必要がある。  

 さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後

の実態把握を進める。  

  

＜地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサ

イクルを通じて推進する＞  

 

 我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現」であ

り、基本法にも、その目的は「国民が健康で

生きがいを持って暮らすことのできる社会

の実現に寄与すること」とうたわれている。

つまり、自殺対策を社会づくり、地域づくり

として推進することとされている。  

 また、基本法では、都道府県及び市町村は、

大綱、地域の実情等を勘案して、地域自殺対

策計画を策定するものとされている。あわせ

て、国は、地方公共団体による地域自殺対策

計画の策定を支援するため、自殺対策の総合

的かつ効果的な実施に資するための調査研

究及びその成果の活用等の推進に関する法

律第４条の規定に基づき指定される指定調

査研究等法人（以下「指定調査研究等法人」

という。）において、都道府県及び市町村を

自殺の地域特性ごとに類型化し、それぞれの

類型において実施すべき自殺対策事業をま

とめた政策パッケージを提供することに加

えて、都道府県及び市町村が実施した政策パ

ッケージの各自殺対策事業の成果等を分析

し、分析結果を踏まえてそれぞれの政策パッ

ケージの改善を図ることで、より精度の高い

政策パッケージを地方公共団体に還元する

こととしている。  

 

 自殺総合対策とは、このようにして国と地

方公共団体等が協力しながら、全国的なＰＤ

ＣＡサイクルを通じて、自殺対策を常に進化

させながら推進していく取組である。  

  

第３ 自殺総合対策の基本方針  

  

１．生きることの包括的な支援として推進す

る  

  

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞ 

  

 世界保健機関（以下「ＷＨＯ」という。）

が「自殺は、その多くが防ぐことのできる社

会的な問題」であると明言しているように、

自殺は社会の努力で避けることのできる死

であるというのが、世界の共通認識となって

いる。  

 

  経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、

自殺の背景・原因となる様々な要因のうち、

失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会

的要因については、制度、慣行の見直しや相

談・支援体制の整備という社会的な取組によ

り解決が可能である。また、健康問題や家庭

問題等の一見個人の問題と思われる要因で

あっても、専門家への相談やうつ病等の治療
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について社会的な支援の手を差し伸べるこ

とにより解決できる場合もある。  

 

 自殺はその多くが追い込まれた末の死で

あり、その多くが防ぐことができる社会的な

問題であるとの基本認識の下、自殺対策を、

生きることの包括的な支援として、社会全体

の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひ

とりの生活を守るという姿勢で展開するも

のとする。 

  

 この考え方は、「誰一人取り残さない」持

続可能でよりよい社会の実現を目指す世界

共通の目標であるＳＤＧｓの理念と合致す

るものであることから、自殺対策は、ＳＤＧ

ｓの達成に向けた政策としての意義も持ち

合わせるものである。  

 

 ＜生きることの阻害要因を減らし、促進要

因を増やす＞  

 

 個人においても社会においても、「生きる

ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」

より「生きることの阻害要因（自殺のリスク

要因）」が上回ったときに自殺リスクが高く

なる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」

となる失業や多重債務、生活苦等を同じよう

に抱えていても、全ての人や社会の自殺リス

クが同様に高まるわけではない。「生きるこ

との促進要因」となる自己肯定感や信頼でき

る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻

害要因が上回れば自殺リスクは高くなり、一

方で、促進要因が「生きることの阻害要因」

を上回れば自殺リスクは高まらない。  

 

 そのため、自殺対策は「生きることの阻害

要因」を減らす取組に加えて、「生きること

の促進要因」を増やす取組を行い、双方の取

組を通じて自殺リスクを低下させる方向で、

生きることの包括的な支援として推進する

必要がある。  

  

２．関連施策との有機的な連携を強化して総

合的に取り組む  

  

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化

する＞  

 

 自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間

関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変

化など様々な要因とその人の性格傾向、家族

の状況、死生観などが複雑に関係しており、

自殺に追い込まれようとしている人が安心

して生きられるようにして自殺を防ぐため

には、精神保健的な視点だけでなく、社会・

経済的な視点を含む包括的な取組が重要で

ある。また、このような包括的な取組を実施

するためには、様々な分野の施策、人々や組

織が密接に連携する必要がある。  

 

 例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂

者の相談、治療に当たる保健・医療機関にお

いては、心の悩みの原因となる社会的要因に

対する取組も求められることから、問題に対

応した相談窓口を紹介できるようにする必

要がある。また、経済・生活問題の相談窓口

担当者も、自殺の危険を示すサインやその対

応方法、支援が受けられる外部の保健・医療

機関など自殺予防の基礎知識を有している

ことが求められる。  
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 こうした連携の取組は現場の実践的な活

動を通じて徐々に広がりつつあり、また、自

殺の要因となり得る生活困窮、孤独・孤立、

児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マ

イノリティ等、関連の分野においても同様の

連携の取組が展開されている。今後、連携の

効果を更に高めるため、そうした様々な分野

の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺

対策の一翼を担っているという意識を共有

することが重要である。  

  

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活

困窮者自立支援制度などとの連携＞ 

 

 制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え

自ら相談に行くことが困難な人などを地域

において早期に発見し、確実に支援していく

ため、属性を問わない相談支援、参加支援及

び地域づくりに向けた支援を一体的に行う

「重層的支援体制整備事業」の実施など、地

域共生社会の実現に向けた取組を始めとし

た各種施策との連携を図る。  

地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村

での包括的な支援体制の整備を図ること、住

民も参加する地域づくりとして展開するこ

と、状態が深刻化する前の早期発見や複合的

課題に対応するための関係機関のネットワ

ークづくりが重要であることなど、自殺対策

と共通する部分が多くあり、両施策を一体的

に行うことが重要である。  

 

 加えて、こうした支援のあり方は生活困窮

者自立支援制度においても共通する部分が

多く、自殺の背景ともなる生活困窮に対して

しっかりと対応していくためには、自殺対策

の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相

談支援の窓口につなぐことや、自立相談支援

の窓口で把握した自殺の危険性の高い人に

対して、自殺対策の相談窓口と協働して、適

切な支援を行うなどの取組を引き続き進め

ることなど、生活困窮者自立支援制度も含め

て一体的に取り組み、効果的かつ効率的に施

策を展開していくことが重要である。  

 

 ＜精神保健医療福祉施策との連携＞  

 

 自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確

実に精神科医療につなげられるよう、かかり

つけ医、精神科医等が、地方公共団体と連携

しながら多職種で継続して支援する取組に

併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経

済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題な

ど様々な問題に包括的かつ継続的に対応す

るため、精神科医療、保健、福祉等の各施策

の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医

療福祉サービスを受けられるようにする。  

 

 また、施策の連動性を高めるため、精神保

健福祉士等の専門職を、医療機関等に配置す

るなどの社会的な仕組みを整えていく。  

  

＜孤独・孤立対策との連携＞  

 

 令和３年 12 月 28 日に「孤独・孤立対策

の重点計画」が取りまとまり、その中で、「孤

独・孤立は、当事者個人の問題ではなく、社

会環境の変化により当事者が孤独・孤立を感

じざるを得ない状況に至ったものである。孤

独・孤立は当事者の自助努力に委ねられるべ

き問題ではなく、現に当事者が悩みを家族や
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知人に相談できない場合があることも踏ま

えると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけ

ればならない問題である。」と自殺の問題と

同様の認識が示された。孤独・孤立の問題を

抱える当事者やその家族に対する支援を行

っていくことは、自殺予防につながるもので

ある。さらには、孤独・孤立対策は、行政と

民間団体、地域資源との連携など、自殺対策

とも共通する。このことから、孤独・孤立対

策とも連携を図っていく必要がある。  

  

＜こども家庭庁との連携＞  

 

  子どもの自殺者数が増加傾向を示してお

り、その自殺対策を強力に推進することが必

要である。子どもの自殺対策を推進するには、

関係府省や地方自治体、民間団体等との緊密

な連携が不可欠である。そのような中、子ど

もまんなか社会の実現に向けて、常に子ども

の視点に立って、子ども政策に強力かつ専一

に取り組む組織として、こども家庭庁の設立

が令和５年４月１日に予定されていること

から、こども家庭庁とも連携を図っていく必

要がある。  

  

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を

効果的に連動させる  

  

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルご

との対策を連動させる＞  

 

 自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つ

のレベルに分けて考え、これらを有機的に連

動させることで、総合的に推進するものとす

る。  

１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を

行う「対人支援のレベル」  

２）問題を複合的に抱える人に対して包括的

な支援を行うための関係機関等による実務

連携などの「地域連携のレベル」  

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修

正に関わる「社会制度のレベル」 

 

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応

の段階ごとに効果的な施策を講じる＞  

 

 また、前項の自殺対策に係る３つのレベル

の個別の施策は、  

 

１）事前対応：心身の健康の保持増進につい

ての取組、自殺や精神疾患等についての正し

い知識の普及啓発等自殺の危険性が低い段

階で対応を行うこと、  

 

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつあ

る自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させ

ないこと、  

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合

に家族や職場の同僚等に与える影響を最小

限とし、新たな自殺を発生させないこと、そ

して発生当初から継続的に遺族等にも支援

を行うこと、 

 

の段階ごとに効果的な施策を講じる必要が

ある。  

  

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を

推進する＞  
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地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知

らないがゆえに支援を得ることができず自

殺に追い込まれる人が少なくないことから、

学校において、命や暮らしの危機に直面した

とき、誰にどうやって助けを求めればよいか

の具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、

辛いときや苦しいときには助けを求めても

よいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方

に関する教育）を推進する。問題の整理や対

処方法を身に付けることができれば、それが

「生きることの促進要因（自殺に対する保護

要因）」となり、学校で直面する問題や、そ

の後の社会人として直面する問題にも対処

する力、ライフスキルを身に付けることにも

つながると考えられる。  

 

 また、ＳＯＳの出し方に関する教育と併せ

て、孤立を防ぐための居場所づくり等を推進

していく。  

  

４．実践と啓発を両輪として推進する  

  

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という

認識を醸成する＞  

  

 令和３年８月に厚生労働省が実施した意

識調査によると、国民のおよそ 10 人に１人

が「最近１年以内に自殺を考えたことがある」

と回答しているなど、これらがコロナ禍での

結果であることを考慮しても、自殺の問題は

一部の人や地域の問題ではなく、国民誰もが

当事者となり得る重大な問題となっている。  

 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にで

も起こり得る危機」であるが、危機に陥った

人の心情や背景が理解されにくい現実があ

り、そうした心情や背景への理解を深めるこ

とも含めて、危機に陥った場合には誰かに援

助を求めることが適当であるということが、

社会全体の共通認識となるように、引き続き

積極的に普及啓発を行う。  

  

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取

組を推進する＞  

 

 我が国では精神疾患や精神科医療に対す

る偏見が強いことから、精神科を受診するこ

とに心理的な抵抗を感じる人は少なくない。

特に、自殺者が多い中高年男性は、心の問題

を抱えやすい上、相談することへの心理的な

抵抗から問題が深刻化しがちと言われてい

る。  

 

 他方、死にたいと考えている人も、心の中

では「生きたい」という気持ちとの間で激し

く揺れ動いており、不眠、原因不明の体調不

良など自殺の危険を示すサインを発してい

ることが多い。  

 

 全ての国民が、身近にいるかもしれない自

殺を考えている人のサインに早く気付き、精

神科医等の専門家につなぎ、その指導を受け

ながら見守っていけるよう、広報活動、教育

活動等に取り組んでいく。 

  

 精神疾患においては、世界メンタルヘルス

デー（10 月 10 日）での広報活動等を通じ

て、普及啓発を図るとともに、メンタルヘル

スへの理解促進を目指す。  
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また、自殺に対する誤った認識や偏見によっ

て、遺族等が悩みや苦しさを打ち明けづらい

状況が作られているだけでなく、支援者等に

よる遺族等への支援の妨げにもなっている

ことから、遺族等支援としても、自殺に対す

る偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発

活動に取り組んでいく。  

  

＜マスメディア等の自主的な取組への期待

＞  

 

また、マスメディア等による自殺報道では、

事実関係に併せて自殺の危険を示すサイン

やその対応方法等自殺予防に有用な情報を

提供することにより大きな効果が得られる

一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的

な報道は他の自殺を誘発する危険性がある

ことが、自殺報道に関するガイドライン等で

指摘されている。 

 

 加えて、ニュースサイトやＳＮＳ、トレン

ドブログ等を通じて自殺報道がより急速に

拡散されることなどにより、そうした危険性

が更に高まることが懸念される。  

 

 このため、自殺報道に関するガイドライン

等を踏まえた報道及びその扱いについて、報

道機関やニュースサイト、ＳＮＳ等事業者に

対して要請を行ってきた。 

徐々に浸透してきているが、依然として、一

部の報道において、自殺報道に関するガイド

ライン等に沿わない報道が見受けられた。国

民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適

切な自殺報道が行われるよう、また自殺報道

がＳＮＳ等を通じて過度に拡散されること

を防ぐことができるよう、政府は引き続き、

自殺報道に関するガイドライン等を遵守し

た報道等が行われるよう要請を行うととも

に、マスメディア等による自主的な取組が推

進されることを期待する。 

 

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、

企業及び国民の役割を明確化し、 

その連携・協働を推進する  

 

 我が国の自殺対策が最大限その効果を発

揮して「誰も自殺に追い込まれることのない

社会」を実現するためには、国、地方公共団

体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連

携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に

推進することが必要である。そのため、それ

ぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有

した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築

することが重要である。  

 

 地域においては、地方公共団体、民間団体

の相談窓口及び相談者の抱える課題に対応

する制度や事業を担う支援機関（地域自殺対

策推進センター、精神保健福祉センター、保

健所等）とのネットワーク化を推進し、当該

ネットワークを活用した必要な情報の共有

が可能となる地域プラットフォームづくり

を支援する。  

 

 また、そうした地域プラットフォームが相

互に協力するための地域横断的なネットワ

ークづくりを推進する。  
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 自殺総合対策における国、地方公共団体、

関係団体、民間団体、企業及び国民の果たす

べき役割は以下のように考えられる。  

  

＜国＞  

 

 自殺対策を総合的に策定し、実施する責務

を有する国は、各主体が自殺対策を推進する

ために必要な基盤の整備や支援、関連する制

度や施策における自殺対策の推進、国自らが

全国を対象に実施することが効果的・効率的

な施策や事業の実施等を行う。また、各主体

が緊密に連携・協働するための仕組みの構築

や運用を行う。  

 

 国は、指定調査研究等法人において、全て

の都道府県及び市町村が地域自殺対策計画

に基づきそれぞれの地域の特性に応じた自

殺対策を推進するための支援を行うなどし

て、国と地方公共団体が協力しながら、全国

的なＰＤＣＡサイクル 

を通じて、自殺対策を常に進化させながら推

進する責務を有する。  

  

＜地方公共団体＞  

 

 地域の状況に応じた施策を策定し、実施す

る責務を有する地方公共団体は、大綱、地域

の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策

定する。国民一人ひとりの身近な行政主体と

して、国と連携しつつ、地域における各主体

の緊密な連携・協働に努めながら自殺対策を

推進する。  

 都道府県や政令指定都市に設置する地域

自殺対策推進センターは、いわば管内のエリ

アマネージャーとして、指定調査研究等法人

から分析データ等の迅速かつ的確な提供等

の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺

対策計画の策定・進捗管理・検証等への支援

を行う。また、自殺対策と他の施策等とのコ

ーディネート役を担う自殺対策の専任職員

を配置したり専任部署を設置したりするな

どして、自殺対策を地域づくりとして総合的

に推進することが期待される。  

  

＜関係団体＞  

  

 保健、医療、福祉、教育、労働、法律その

他の自殺対策に関係する専門職の職能団体

や大学・学術団体、自殺対策に直接関係はし

ないがその活動内容が自殺対策に寄与し得

る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺

対策に取り組むことの重要性に鑑み、それぞ

れの活動内容の特性等に応じて積極的に自

殺対策に参画する。  

また、報道機関やニュースサイト、ＳＮＳ等

事業者は、自らが行う報道や報道の扱いが

人々に与える影響の大きさを改めて認識し、

自殺報道に関するガイドライン等の趣旨を

踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策

を推進することが期待される。  

  

＜民間団体＞  

 

 地域で活動する民間団体は、自殺防止を直

接目的とする活動のみならず、保健、医療、

福祉、教育、人権、労働、法律その他の関連

する分野での活動もひいては自殺対策に寄

与し得るということを理解して、他の主体と

の連携・協働の下、国、地方公共団体等から
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の支援も得ながら、積極的に自殺対策に参画

する。  

  

＜企業＞  

 

 企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社

会的存在として、その雇用する労働者の心の

健康の保持及び生命身体の安全の確保を図

ることなどにより自殺対策において重要な

役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤

務問題による自殺は、本人やその家族にとっ

て計り知れない苦痛であるだけでなく、結果

として、企業の活力や生産性の低下をもたら

すことを認識し、積極的に自殺対策に参画す

る。  

  

＜国民＞  

 

 国民は、自殺の状況や生きることの包括的

な支援としての自殺対策の重要性に対する

理解と関心を深めるとともに、自殺に追い込

まれるという危機は「誰にでも起こり得る危

機」であって、その場合には誰かに援助を求

めることが適当であるということを理解し、

また、危機に陥った人の心情や背景が理解さ

れにくい現実も踏まえ、そうした心情や背景

への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の

不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に

対処することができるようにする。 

 自殺が社会全体の問題であり我が事であ

ることを認識し、「誰も自殺に追い込 

まれることのない社会の実現」のため、主体

的に自殺対策に取り組む。  

  

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮す

る  

 

 基本法第９条において、自殺者及び自殺未

遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び

生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれら

を不当に侵害することのないようにしなけ

ればならないと定められていることを踏ま

え、国、地方公共団体、民間団体等の自殺対

策に関わる者は、このことを改めて認識して

自殺対策に取り組む。  

  

第４ 自殺総合対策における当面の重点施策  

  

 「第２ 自殺の現状と自殺総合対策におけ

る基本認識」及び「第３ 自殺総合対策の基本

方針」を踏まえ、当面、特に集中的に取り組

まなければならない施策として、基本法の改

正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自

殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求め

られる施策等に沿って、以下の施策を設定す

る。  

 

 なお、今後の調査研究の成果等により新た

に必要となる施策については、逐次実施する

こととする。  

 

 また、以下の当面の重点施策はあくまでも

国が当面、集中的に取り組まなければならな

い施策であって、地方公共団体においてもこ

れらに網羅的に取り組む必要があるという

ことではない。地方公共団体においては、地

域における自殺の実態、地域の実情に応じて

必要な重点施策を優先的に推進すべきであ

る。  
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 １．地域レベルの実践的な取組への支援を

強化する  

  

 基本法により、都道府県及び市町村は、大

綱、地域の実情等を勘案して、地域自殺対策

計画を策定するものとされている。あわせて、

国は、地方公共団体が当該地域の状況に応じ

た施策を策定し、及び実施する責務を果たす

ために必要な助言その他の援助を行うもの

とされていることを踏まえて、国は地方公共

団体に対して地域自殺実態プロファイルや

地域自殺対策の政策パッケージ等を提供 

するなどして、地域レベルの実践的な取組へ

の支援を強化する。  

  

（１）地域自殺実態プロファイルの作成  

  

 国は、指定調査研究等法人において、全て

の都道府県及び市町村それぞれの自殺の実

態を分析した自殺実態プロファイルを作成

し、地方公共団体の地域自殺対策計画の策

定・見直しを支援する。【厚生労働省】 

 

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成  

  国は、指定調査研究等法人において、地域

特性を考慮したきめ細かな対策を盛り込ん

だ地域自殺対策の政策パッケージを作成し、

地方公共団体の地域自殺対策計画の策定・見

直しを支援する。【厚生労働省】  

  

（３） 地域自殺対策計画の策定・見直し等

の支援  

 

  国は、地域自殺実態プロファイルや地域

自殺対策の政策パッケージの提供、地域自殺

対策計画策定ガイドラインの策定等により、

地域自殺対策計画の策定・見直しを支援する。

【厚生労働省】  

  

（４） 地域自殺対策計画策定ガイドライ

ンの策定  

 

  国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に

資するよう、地域自殺対策計画策定ガイドラ

インを策定する。【厚生労働省】  

  

（５） 地域自殺対策推進センターへの支

援  

 

  国は、都道府県や政令指定都市に設置す

る地域自殺対策推進センターが、管内の市町

村の自殺対策計画の策定・進捗管理・検証等

への支援を行うことができるよう、指定調査

研究等法人による研修等を通じて地域自殺

対策推進センターを支援する。また、地域自

殺対策推進センターが地域自殺対策の牽引

役として自殺対策を進められるよう、地域自

殺対策推進センター長の設置及び全国の地

域自殺対策推進センター長による会議の開

催に向けた支援を行う。【厚生労働省】  

  

（６） 自殺対策の専任職員の配置・専任部

署の設置の促進  

 

  国は、地方公共団体が自殺対策と他の施

策等とのコーディネート役を担う自殺対策

の専任職員を配置したり専任部署を設置し

たりするなどして、自殺対策 

を地域づくりとして総合的に推進すること

を促す。【厚生労働省】  
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２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す  

 

 平成 28 年４月、基本法の改正により、そ

の基本理念において、自殺対策が「生きるこ

との包括的な支援」として実施されるべきこ

とが明記されるとともに、こうした自殺対策

の趣旨について国民の理解と関心を深める

ため、国民の責務の規定も改正された。また、

国及び地方公共団体としても、自殺対策に関

する国民の理解を深めるよう必要な措置を

講ずることが必要であることから、自殺予防

週間及び自殺対策強化月間について規定さ

れている。  

 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にで

も起こり得る危機」であるが、危機に陥った

人の心情や背景が理解されにくい現実があ

り、そうした心情や背景への理解を深めるこ

とも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だ

けの問題ではなく、国民誰もが当事者となり

得る重大な問題であることについて国民の

理解の促進を図る必要がある。  

 

 また、自殺に対する誤った認識や偏見を払

拭し、命や暮らしの危機に陥った場合には誰

かに援助を求めることが適当であるという

ことの理解を促進することを通じて、自分の

周りにいるかもしれない自殺を考えている

人の存在に気付き、思いに寄り添い、声を掛

け、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、

見守っていくという自殺対策における国民

一人ひとりの役割等についての意識が共有

されるよう、教育活動、広報活動等を通じた

啓発事業を展開する。  

  

（１） 自殺予防週間と自殺対策強化月間

の実施  

 

 基本法第７条に規定する自殺予防週間（９

月 10 日から 16 日まで）及び自殺対策強

化月間（３月）において、国、地方公共団体、

関係団体、民間団体等が連携して「いのち支

える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、

「自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

ある」「自殺対策とは、生きることの包括的

支援である」という認識の浸透も含めて啓発

活動を推進する。あわせて、啓発活動によっ

て援助を求めるに至った悩みを抱えた人が

必要な支援を受けられるよう、支援策を重点

的に実施する。また、自殺予防週間や自殺対

策強化月間について、国民の約３人に２人以

上が聞いたことがあるようにすることを目

指す。【厚生労働省、関係府省】  

  

（２） 児童生徒の自殺対策に資する教育

の実施  

 

 学校において、体験活動、地域の高齢者等

との世代間交流及び心理・福祉の専門家や自

殺対策に資する取組を行う関係団体との連

携などを通した児童生徒が命の大切さ・尊さ

を実感できる教育や、ＳＯＳの出し方に関す

る定期的な教育を含めた社会において直面

する可能性のある様々な困難・ストレスへの

対処方法を身に付けるための教育、精神疾患

への正しい理解や適切な対応を含めた心の

健康の保持に係る教育を更に推進するとと

もに、自尊感情や自己有用感が得られ、児童

生徒の生きることの促進要因を増やすこと
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を通じて自殺対策に資する教育の実施に向

けた環境づくりを進める。【文部科学省】  

 

 児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多

い傾向があることから、長期休業前から長期

休業期間中、長期休業明けの時期にかけて、

児童生徒向けの自殺予防の取組に関する周

知徹底の強化を実施したり、ＧＩＧＡスクー

ル構想で配布されているＰＣやタブレット

端末の活用等による自殺リスクの把握やプ

ッシュ型の支援情報の発信を推進したりす

るなど、小学校、中学校、高等学校等におけ

る早期発見・見守り等の取組を推進する。【文

部科学省】 

 

 さらに、メディアリテラシー教育とともに、

情報モラル教育を推進する。【内閣府、総務

省、文部科学省、消費者庁】  

  

（３） 自殺や自殺関連事象等に関する正

しい知識の普及  

 

 「自殺は、その多くが追い込まれた末の死

である」「自殺対策とは、生きることの包括

的支援である」という認識を浸透させること

や、自殺や自殺関連事象に関する誤った社会

通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇

時の対応能力（援助希求技術）を高めるため、

インターネット（スマートフォン、携帯電話

等を含む。）を積極的に活用して正しい知識

の普及を推進する。【厚生労働省】  

 

 また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘

されている性的マイノリティについて、無理

解や偏見等がその背景にある社会的要因の

一つであると捉えて、理解促進の取組を推進

する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、

関係府省】  

 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

あるが、その一方で、中には、病気などによ

り衝動的に自殺で亡くなる人がいることも、

併せて周知する。【厚生労働省】  

ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺

対策に関する正しい理解促進の取組を推進

する。【厚生労働省】  

  

（４）うつ病等についての普及啓発の推進  

 

 ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病

等の精神疾患に対する正しい知識の普及・啓

発、心のサポーターの養成を通じたメンタル

ヘルスの正しい知識の普及を行うことによ

り、早期休息・早期相談・早期受診を促進す

る。【厚生労働省】  

  

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等

を推進する  

  

自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、

自殺総合対策の推進に資する調査研究等を

疫学的研究や科学的研究も含め多角的に実

施するとともに、その結果を自殺対策の実務

的な視点からも検証し、検証による成果等を

速やかに地域自殺対策の実践に還元する。  

  

（１） 自殺の実態や自殺対策の実施状況

等に関する調査研究及び検証  
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 社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺

に至る経過を多角的に把握し、保健、医療、

福祉、教育、労働等の領域における個別的対

応や制度の改善を充実させるための調査や、

自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域におけ

る継続的支援に関する調査等を実施する。

【厚生労働省】  

 指定調査研究等法人においては、自殺対策

全体のＰＤＣＡサイクルの各段階の政策過

程に必要な調査及び働きかけを通じて、自殺

対策を実践するとともに、必要なデータや科

学的エビデンスの収集のため、研究のグラン

ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プ

ログラム」を推進する。【厚生労働省】  

 

 また、地方公共団体、関係団体、民間団体

等が実施する自殺の実態解明のための調査

の結果等を施策に生かせるよう、情報の集約、

提供等を進める。さらに、相談機関等に集約

される情報も、実態解明や対策検討・実施に

当たり重要なものとなることから、相談機関

等の意向も十分踏まえながら、集約し、活用

することを検討する。【厚生労働省】  

  

（２） 調査研究及び検証による成果の活

用  

 

 国、地方公共団体等における自殺対策の企

画、立案に資するため、指定調査研究等法人

における自殺の実態、自殺に関する内外の調

査研究等自殺対策に関す 

る情報の収集・整理・分析の結果を速やかに

活用する。【厚生労働省】  

  

（３） 先進的な取組に関する情報の収集、

整理及び提供  

 

 地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に

応じた対策を企画、立案、実施できるよう、

指定調査研究等法人における、自殺実態プロ

ファイルや地域自殺対策の政策パッケージ

等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模

等、特徴別の先進事例の提供を含む。）を推

進する。【厚生労働省】  

  

（４） 子ども・若者及び女性等の自殺等に

ついての調査  

 

 学校において、児童生徒等の自殺又は自殺

の疑いのある事案について、学校が持つ情報

の整理等の基本調査を行い、自殺の背景に学

校生活に関係する要素があると考えられる

場合や、遺族の要望がある場合等には、学校

又は学校の設置者が再発防止を検討するた

めの第三者を主体としたより詳細な調査を

行う。【文部科学省】  

 

 さらに、国においては、詳細な調査の結果

を収集し、児童生徒等の自殺の特徴や傾向、

背景や経緯等を分析しながら、児童生徒等の

自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文部科学省、

厚生労働省】  

 

 若年層及び女性等の自殺対策が課題とな

っていることを踏まえ、若者、女性及び性的

マイノリティの自殺や生きづらさに関する

支援一体型の調査を支援する。 

【厚生労働省、内閣府、文部科学省】  
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（５） コロナ禍における自殺等について

の調査  

 

  令和２年は、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々

な問題が悪化したことなどにより、「子ども」

や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺者数

の総数が 11 年ぶりに前年を上回った。背

景の要因としては、社会生活の変化や、過度

に繰り返したり、センセーショナルな見出し

を付けたりといった自殺報道の影響、配偶者

からの暴力（ＤＶ）、育児、介護疲れ、雇用

問題といった自殺につながりかねない問題

の深刻化等が考えられるが、引き続き、 

情報の収集・整理・分析を進める。【厚生労

働省、内閣府、文部科学省】  

  

（６） 死因究明制度との連動における自

殺の実態解明  

 

 社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺

に至る経過等、自殺の実態の多角的な把握に

当たっては、「死因究明等推進計画」（令和

３年６月１日閣議決定）に基づく、死因究明

により得られた情報の活用推進を含む死因

究明等推進施策との連動性を強化する。【厚

生労働省】  

 

 地域自殺対策推進センターにおける、「死

因究明等推進計画」に基づき都道府県に設置

される死因究明等推進地方協議会、保健所等

との地域の状況に応じた連携、統計法第 33

条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地

域の自殺の実態把握への活用を推進する。

【厚生労働省】  

 「予防可能な子どもの死亡を減らすことを

目的とした予防のための子どもの死亡検証

（Child Death Review;ＣＤＲ）」について

は、令和２年度からモデル事業を実施してお

り、地方公共団体においては子どもの自殺例

も検証対象としているところ、モデル事業に

より具体的な事例を積み上げ、課題等を踏ま

えて体制整備に向けた検討を進めていく。

【厚生労働省】  

  

（７） うつ病等の精神疾患の病態解明、治

療法の開発及び地域の継続的ケアシステム

の開発につながる学際的研究  

 

 自殺対策を推進する上で必要なうつ病等

の精神疾患の病態解明や治療法の開発を進

めるとともに、うつ病等の患者が地域におい

て継続的にケアが受けられるようなシステ

ムの開発につながる学際的研究を推進し、そ

の結果について普及を図る。【厚生労働省】  

  

（８） 既存資料の利活用の促進  

 

 警察や消防、学校や教育委員会等が保有す

る自殺統計及びその関連資料を始め関係機

関が保有する資料について、地域自殺対策の

推進に生かせるようにするため情報を集約

し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文

部科学省、厚生労働省】  

 

 国、地方公共団体等における根拠に基づく

自殺対策の企画、立案に資するため、指定調

査研究等法人における自殺の実態、自殺に関

する内外の調査研究等とともに、自殺対策に

資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
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の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分

析するオンサイト施設を形成し、分析結果の

政策部局・地方公共団体への提供を推進する

とともに、地域における自殺の実態、地域の

実情に応じた取組が進められるよう、地方公

共団体や地域民間団体が保有する関連デー

タの収集とその分析結果の提供やその利活

用の支援、地域における先進的な取組の全国

への普及等を推進する。【総務省、厚生労働

省】  

  

（９） 海外への情報発信の強化を通じた

国際協力の推進  

 

 日本においては、国を挙げて自殺対策が総

合的に推進された結果、自殺者数が３万人台

から２万人台に減少したところであり、こう

した日本における取組に 

ついて国際的に発信し、国際的な自殺対策の

推進への貢献を行う。【厚生労働省】  

  

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び

資質の向上を図る  

 

 自殺対策の専門家として直接的に自殺対

策に関わる人材の確保、養成、資質の向上を

図ることはもちろん、様々な分野において生

きることの包括的な支援に関わっている専

門家や支援者等を自殺対策に関わる人材と

して確保、養成することが重要となっている

ことを踏まえて、幅広い分野で自殺対策教育

や研修等を実施する。また、自殺や自殺関連

事象に関する正しい知識を普及したり、自殺

の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話

を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守

ったりする、「ゲートキーパー」の役割を担

う人材等を養成する。自殺予防週間、自殺対

策強化月間における集中的な広報を含め、年

間を通じて広く周知を進めることにより、国

民の約３人に１人以上がゲートキーパーに

ついて聞いたことがあるようにすることを

目指す。また、これら地域の人的資源の連携

を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する

役割を担う人材を養成する。  

  

（１） 大学や専修学校等と連携した自殺

対策教育の推進  

 

  生きることの包括的な支援として自殺対

策を推進するに当たっては、自殺対策や自殺

のリスク要因への対応に係る人材の確保、養

成及び資質の向上が重要であることから、医

療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養

成する大学、専修学校、関係団体等と連携し

て自殺対策教育を推進する。【文部科学省、

厚生労働省】  

  

（２） 自殺対策の連携調整を担う人材の

養成  

 

 地域における関係機関、関係団体、民間団

体、専門家、その他のゲートキーパー等の連

携を促進するため、関係者間の連携調整を担

う人材の養成及び配置を推進する。【厚生労

働省】  

 

  自殺リスクを抱えている人に寄り添いな

がら、地域における関係機関や専門家等と連

携した課題解決などを通して相談者の自殺
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リスクが低下するまで伴走型の支援を担う

人材の養成を推進する。【厚生労働省】  

  

（３） かかりつけの医師等の自殺リスク

評価及び対応技術等に関する資質の向上  

 

 うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出

ることも多く、かかりつけの医師等を受診す

ることも多いことから、将来専門とする分野

にかかわらず、基本的な診療能力を身に付け

るための医師臨床研修制度において、精神科

研修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・

病態に位置付けている。また、生涯教育等の

機会を通じ、かかりつけの医師等のうつ病等

の精神疾患の理解と対応及び患者の社会的

な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に

評価できる技術の向上並びに地域における

自殺対策や様々な分野の相談機関や支援策

に関する知識の普及を図る。 

【厚生労働省】  

 

 （４） 教職員に対する普及啓発等  

 

 児童生徒と日々接している学級担任、養護

教諭等の教職員や、学生相談に関わる大学等

の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだ

けではなく、子どもがＳＯＳを出しやすい環

境を整えることの重要性を伝え、また、大人

が子どものＳＯＳを察知し、それをどのよう

に受け止めて適切な支援につなげるかなど

について普及啓発を実施するため、研修に資

する教材の作成・配布等により取組の支援を

行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を

担当する教職員の資質向上のための研修等

を実施する。また、自殺念慮の割合等が高い

ことが指摘されている性的マイノリティに

ついて、無理解や偏見等がその背景にある社

会的要因の一つであると捉えて、教職員の理

解を促進する。【文部科学省】  

  

（５） 地域保健スタッフや産業保健スタ

ッフの資質の向上  

 

 国は、地方公共団体が精神保健福祉センタ

ー、保健所等における心の健康問題に関する

相談機能を向上させるため、保健師等の地域

保健スタッフに対する心の健康づくりや当

該地域の自殺対策についての資質向上のた

めの研修を地域自殺対策推進センターと協

力して実施することを支援する。【厚生労働

省】  

 

 また、職域におけるメンタルヘルス対策を

推進するため、産業保健スタッフの資質向上

のための研修等を充実する。【厚生労働省】  

  

（６） 介護支援専門員等に対する研修  

 

 介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士

等の介護事業従事者の研修等の機会 

を通じ、心の健康づくりや自殺対策に関する

知識の普及を図る。【厚生労働省】 

 

（７）民生委員・児童委員等への研修  

 

 住民主体の見守り活動を支援するため、民

生委員・児童委員等に対する心の健康づくり

や自殺対策に関する施策についての研修を

実施する。【厚生労働省】  
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（８） 社会的要因に関連する相談員の資

質の向上  

 

 消費生活センター、地方公共団体等の多重

債務相談窓口、商工会・商工会議所等の経営

相談窓口、ハローワークの相談窓口等の相談

員、福祉事務所のケースワーカー、生活困窮

者自立相談支援事業における支援員に対し、

地域の自殺対策やメンタルヘルスについて

の正しい知識の普及を促進する。【金融庁、

消費者庁、厚生労働省、経済産業省、関係府

省】  

  

（９） 遺族等に対応する公的機関の職員

の資質の向上  

 

 警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関

連した業務に従事する者に対して、遺族等か

らの意見も踏まえつつ、遺族等に寄り添った

適切な遺族等への対応等に関する知識の普

及を促進する。【警察庁、総務省】  

  

（10） 様々な分野でのゲートキーパーの

養成  

  

 弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法

律問題に関する専門家、調剤、医薬品販売等

を通じて住民の健康状態等に関する情報に

接する機会が多い薬剤師、定期的かつ一定時

間顧客に接する機会が多いことから顧客の

健康状態等の変化に気付く可能性のある理

容師、児童生徒と日々接している教職員等、

業務の性質上、ゲートキーパーとしての役割

が期待される職業について、地域の自殺対策

やメンタルヘルスに関する知識の普及に資

する情報提供等、関係団体に必要な支援を行

うこと等を通じ、ゲートキーパー養成の取組

を促進する。【厚生労働省、関係府省】  

 

 若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人

の異変に気付いた場合には身近なゲートキ

ーパーとして適切に行動することができる

よう、必要な基礎的知識の普及を図る。その

ため、全国的にゲートキーパー養成の取組を

促進すべく、行政機関や各地域におけるゲー

トキーパー研修の受講の取組を進める。【厚

生労働省、文部科学省】  

  

（11） 自殺対策従事者への心のケアの推

進  

 

 地方公共団体の業務や民間団体の活動に

従事する人も含む自殺対策従事者について、

相談者が自殺既遂に至った場合も含めて自

殺対策従事者の心の健康を維持するための

仕組みづくりを推進するとともに、心の健康

に関する知見を生かした支援方法の普及を

図る。また、相談窓口が逼迫する中で、継続

的に相談員が相談者に寄り添いながら適切

に相談にあたることができるよう、各相談機

関において、スーパーバイザーの役割を果た

す専門職の配置等の組織的なフォローがで

きるよう支援する。【厚生労働省】  

 

 （12）家族や知人、ゲートキーパー等を含

めた支援者への支援  

 

  悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱え

る者を支援する家族や知人、ゲートキーパー

等を含めた支援者が孤立せずに済むよう、支
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援する団体とも連携しながら、これらの家族

等に対する支援を推進する。【厚生労働省】  

  

（13） 研修資材の開発等   

 

 国、地方公共団体等が開催する自殺対策に

関する様々な人材の養成、資質の向上のため

の研修を支援するため、研修資材の開発を推

進するとともに、指定調査研究等法人におけ

る公的機関や民間団体の研修事業を推進す

る。【厚生労働省】  

 ５．心の健康を支援する環境の整備と心の

健康づくりを推進する  

  

 自殺の原因となり得る様々なストレスに

ついて、ストレス要因の軽減、ストレスへの

適切な対応など心の健康の保持・増進に加え

て、過重労働やハラスメントの対策など職場

環境の改善のための、職場、地域、学校にお

ける体制整備を進める。  

  

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推

進  

  

 過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、

健康で充実して働き続けることのできる社

会の実現のため、「過労死等の防止のための

対策に関する大綱」に基づき、調査研究等、

啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に

対する支援等の過労死等の防止のための対

策を推進する。【厚生労働省】  

  

 また、職場におけるメンタルヘルス対策の

充実を推進するため、引き続き、「労働者の

心の健康の保持増進のための指針」の普及啓

発を図るとともに、労働安全衛生法の改正に

より平成 27 年 12 月に創設されたストレ

スチェック制度の実施の徹底を通じて、事業

場におけるメンタルヘルス対策の更なる普

及を図る。あわせて、ストレスチェック制度

の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負荷

のチェックの視点だけではなく、職場の人間

関係や支援関係といった質的負荷のチェッ

クの視点も踏まえて、職場環境の改善を図っ

ていくべきであり、ストレスチェック結果を

活用した集団分析を踏まえた職場環境改善

に係る取組の優良事例の収集・共有、職場環

境改善の実施等に対する助成措置等の支援

を通じて、事業場におけるメンタルヘルス対

策を推進する。【厚生労働省】  

 

 加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータ

ルサイトにおいて、総合的な情報提供や電

話・メール・ＳＮＳ相談を実施するとともに、

各都道府県にある産業保健総合支援センタ

ーにおいて、事業者への啓発セミナー、事業

場の人事労務担当者・産業保健スタッフへの

研修、事業場への個別訪問による若年労働者

や管理監督者に対するメンタルヘルス不調

の予防に関する研修等を実施する。【厚生労

働省】  

 

 小規模事業場に対しては、安全衛生管理体

制が必ずしも十分でないことから、産業保健

総合支援センターの地域窓口において、個別

訪問等によりメンタルヘルス不調を感じて

いる労働者に対する相談対応等を実施する

とともに、メンタルヘルス対策等の取組に対

する助成措置等を通じて、小規模事業場にお
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けるメンタルヘルス対策を強化する。【厚生

労働省】 

  

 さらに、「働き方改革実行計画」（平成 29 

年３月 28 日働き方改革実現会議決定）や

「健康・医療戦略」（平成 26 年７月 22 日

閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能

の強化、長時間労働の是正、法規制の執行の

強化、健康経営の普及促進等をそれぞれ実施

するとともに、それらを連動させて一体的に

推進する。 

【厚生労働省、経済産業省】  

 

 また、パワーハラスメント対策については、

引き続き、ポータルサイトや企業向けセミナ

ー等を通じて、広く国民及び労使に向けた周

知・広報を行うとともに、労使の具体的な取

組の促進を図る。【厚生労働省】  

 

 さらに、全ての事業所においてパワーハラ

スメント、セクシュアルハラスメント及び妊

娠・出産等に関するハラスメントがあっては

ならないという方針の明確化や、その周知・

啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられる

よう、また、これらのハラスメント事案が生

じた事業所に対しては、適切な事後の対応及

び再発防止のための取組が行われるよう都

道府県労働局雇用環境・均等部（室）による

指導の徹底を図る。【厚生労働省】  

  

（２）地域における心の健康づくり推進体制

の整備  

 

 精神保健福祉センター、保健所等における

心の健康問題やその背景にある社会的問題

等に関する相談対応機能を向上させるとと

もに、心の健康づくりにおける地域保健と産

業保健及び関連する相談機関等との連携を

推進する。【厚生労働省】  

 

 また、公民館等の社会教育施設の活動を充

実することにより、様々な世代が交流する地

域の居場所づくりを進める。【文部科学省】  

 

 さらに、心身の健康の保持・増進に配慮し

た公園整備など、地域住民が集い、憩うこと

のできる場所の整備を進める。【国土交通省】  

 

 農山漁村において高齢者が安心して活動

し、暮らせるよう、高齢者の生きがい発揮の

ための施設整備を行うなど、快適で安心な生

産環境・生活環境づくりを推進する。【農林

水産省】  

  

（３） 学校における心の健康づくり推進

体制の整備  

 

 保健室やカウンセリングルーム等をより

開かれた場として、養護教諭等の行う健康相

談を推進するとともに、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカー等の配置

及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校

における相談体制の充実を図る。また、相談

の際にプライバシーが守られる環境を整備

するとともに、これらの教職員の資質向上の

ための研修を行う。さらに、大学等において

は、学生の心の問題・成長支援に関する課題

やニーズへの理解を深め、心の悩みを抱える

学生を必要な支援につなぐための教職員向

けの取組の推進を図る。【文部科学省】 
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  また、学校と地域が連携して、児童生徒が

ＳＯＳを出したときにそれを受け止めるこ

とのできる身近な大人を地域に増やすため

の取組を推進する。【文部科学省、厚生労働

省】さらに、事業場としての学校の労働安全

衛生対策を推進する。【文部科学省】  

  

（４） 大規模災害における被災者の心の

ケア、生活再建等の推進  

 

 大規模災害の被災者は様々なストレス要

因を抱えることとなるため、孤立防止や心の

ケアに加えて、生活再建等の復興関連施策を、

発災直後から復興の各段階に応じて中長期

にわたり講ずることが必要である。また、支

援者の心のケアも必要である。そのため、東

日本大震災における被災者の心の健康状態

や自殺の原因の把握及び対応策の検討・実施

を引き続き進めるとともに、そこで得られた

知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、

復興庁、厚生労働省】  

 

 東日本大震災及び東京電力福島第一原発

事故の被災者等について、復興のステージの

進展に伴う生活環境の変化や避難に伴う差

別・偏見等による様々なストレス要因を軽減

するため、国、地方公共団体、民間団体等が

連携して、被災者の見守り活動等の孤立防止

や心のケア、人権相談のほか、生活再建等の

復興関連施策を引き続き実施する。【法務省、

文部科学省、復興庁、厚生労働省】  

 また、心のケアについては、被災者の心の

ケア支援事業の充実・改善や調査研究の拡充

を図るとともに、各種の生活上の不安や悩み

に対する相談や実務的な支援と専門的な心

のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含め

た被災者へのきめ細かな心のケアを実施す

る。【復興庁、厚生労働省】  

 

 大規模災害の発災リスクが高まる中、被災

地域において適切な災害保健医療活動が行

えるよう、平成 28 年熊本地震での課題を踏

まえた災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）

の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神

科病院の整備を早急に進める。また、災害現

場で活動するＤＰＡＴ隊員等の災害支援者

が惨事ストレスを受けるおそれがあるため、

惨事ストレス対策を含めた支援の方策につ

いて、地方公共団体とＤＰＡＴを構成する関

係機関との事前の取決め等の措置を講じる。

【厚生労働省】  

  

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受け

られるようにする  

 

 自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、

必要に応じて精神科医療につなぐ取組が進

められている状況を踏まえ、これらの人々が

適切な精神科医療を確実に受けられるよう

精神科医療体制を充実する。また、必ずしも

精神科医療につなぐだけでは対応が完結し

ない事例も少なくないと考えられ、精神科医

療につながった後も、その人が抱える悩み、

すなわち自殺の危険性を高めた背景にある

経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題

など様々な問題に対して包括的に対応する

必要がある。そのため、精神科医療、保健、

福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適

切な精神保健医療福祉サービスを受けられ

るようにする。  
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 （１） 精神科医療、保健、福祉等の各施策

の連動性の向上  

 

 各都道府県が定める保健、医療、福祉に関

する計画等における精神保健福祉施策を踏

まえつつ、地域の精神科医療機関を含めた保

健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係

機関・関係団体等のネットワークの構築を促

進する。特に、精神科医療、保健、福祉の連

動性を高める。【厚生労働省】  

 

 また、地域において、かかりつけの医師等

がうつ病と診断した人や救急医療機関に搬

送された自殺未遂者について、生活上の課題

等の確認をする体制、退院後に円滑に精神科

医療につなげるための医療連携体制及び

様々な分野の相談機関につなげる多機関連

携体制の整備を推進する。【厚生労働省】  

  

（２） 精神保健医療福祉サービスを担う

人材の養成など精神科医療体制の充実 

 

 かかりつけの医師や救急医療機関等が、自

殺の危険性の高い人や自殺未遂者を精神科

医療につなげようとする際、精神科医療機関

がこれらの緊急性を踏まえて確実に対応で

きるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精

神科医療体制の充実の方策を検討する。【厚

生労働省】  

 

 心理職等の精神科医療従事者に対し、精神

疾患に対する適切な対処等に関する研修を

実施し、精神科医をサポートできる心理職等

の養成を図るとともに、うつ病の改善に効果

の高い認知行動療法などの治療法を普及し、

その実施によるうつ病患者の減少を図るた

め、主に精神科医療において専門的にうつ病

患者の治療に携わる者に対し研修を実施す

る。【厚生労働省】  

 

 これらの心理職等のサポートを受けて精

神科医が行う認知行動療法などの診療の更

なる普及、均てん化を図るため、認知行動療

法研修事業の充実・強化、人材育成や連携体

制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精

神科医療体制の充実の方策を検討する。【厚

生労働省】  

 

 また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対

策を徹底するとともに、環境調整についての

知識の普及を図る。【厚生労働省】  

  

（３） 精神保健医療福祉サービスの連動

性を高めるための専門職の配置  

 

 各都道府県が定める保健、医療、福祉に関

する計画等における精神保健福祉施策を踏

まえつつ、地域の精神科医療機関を含めた保

健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係

機関・関係団体等のネットワークの構築を促

進する。特に、精神科医療、保健、福祉の連

動性を高める。さらに、これらの施策の連動

性を高めるため、精神保健福祉士等の専門職

を、医療機関等に配置するなどの取組を進め

る。 

【厚生労働省】【一部再掲】  

  

（４） かかりつけの医師等の自殺リスク

評価及び対応技術等に関する資質の向上  
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 うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出

ることも多く、かかりつけの医師等を受診す

ることも多いことから、将来専門とする分野

にかかわらず、基本的な診療能力を身に付け

るための医師臨床研修制度において、精神科

研修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・

病態に位置付けている。また、生涯教育等の

機会を通じ、かかりつけの医師等のうつ病等

の精神疾患の理解と対応及び患者の社会的

な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に

評価できる技術の向上並びに地域における

自殺対策や様々な分野の相談機関や支援策

に関する知識の普及を図る。 

【厚生労働省】【再掲】  

  

（５） 子どもに対する精神保健医療福祉

サービスの提供体制の整備  

 

 成人とは異なる診療モデルについての検

討を進め、子どもの心の問題に対応できる医

療系関係専門職や子どもの心の診療に専門

的に関わる医師等の養成を推進するなど子

どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚

生労働省】  

 

 子どもに対して緊急入院も含めた医療に

対応可能な医療機関を拡充し、またそのため

の人員を確保する。【厚生労働省】 

  

児童相談所や市町村の子どもの相談に関わ

る機関等の機能強化を図るとともに、精神保

健福祉センターや市町村の障害福祉部局等

の療育に関わる関係機関との連携の強化を

図る。【厚生労働省】  

 

さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医

療機関等との連携を通して、どのような家庭

環境にあっても、全ての子どもが適切な精神

保健医療福祉サービスを受けられる環境を

整備する。【厚生労働省】 

 

（６）うつ等のスクリーニングの実施  

 

 保健所、市町村の保健センター等による訪

問指導や住民健診、健康教育・健康相談の機

会を活用することにより、地域における、う

つ病の懸念がある人の把握を推進する。【厚

生労働省】  

 

 特に高齢者については、閉じこもりやうつ

状態になることを予防することが、介護予防

の観点からも必要であり、地域の中で生きが

い・役割を持って生活できる地域づくりを推

進することが重要である。このため、市町村

が主体となって高齢者の介護予防や社会参

加の推進等のための多様な通いの場の整備

など、地域の実情に応じた効果的・効率的な

介護予防の取組を推進する。【厚生労働省】  

 

 また、出産後間もない時期の産婦について

は、産後うつの予防等を図る観点から、産婦

健康診査で心身の健康状態や生活環境等の

把握を行い、産後の初期段階における支援を

強化する。【厚生労働省】  

 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を訪問する、「乳児家庭全戸訪問事業（こん

にちは赤ちゃん事業）」において、子育て支

援に関する必要な情報提供等を行うととも

に、産後うつの予防等も含めた支援が必要な
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家庭を把握した場合には、適切な支援に結び

つける。【厚生労働省】  

  

（７） うつ病以外の精神疾患等によるハ

イリスク者対策の推進  

 

 うつ病以外の精神疾患等によるハイリス

ク者において、例えば、依存症においては関

連法令に基づく取組、借金や家族問題等との

関連性も踏まえて、調査研究を推進するとと

もに、継続的に治療・援助を行うための体制

の整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、

福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関係

団体のネットワークの構築、自助活動に対す

る支援等を行う。【厚生労働省】  

 

 また、思春期・青年期において精神的問題

を抱える者、自傷行為を繰り返す者や過去の

いじめや被虐待経験などにより深刻な生き

づらさを抱える者については、とりわけ若者

の職業的自立の困難さや生活困窮などの生

活状況等の環境的な要因も十分に配慮しつ

つ、地域の救急医療機関、精神保健福祉セン

ター、保健所、教育機関等を含めた保健、医

療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・

関係団体のネットワークの構築により適切

な医療機関や相談機関を利用できるよう支

援するなど、要支援者の早期発見、早期介入

のための取組を推進する。【厚生労働省】  

  

（８） がん患者、慢性疾患患者等に対する

支援  

 

 がん患者について、必要に応じ専門的、精

神心理的なケアにつなぐことができるよう、

がん相談支援センターを中心とした体制の

構築と周知を行う。【厚生労働省】  

 

重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談

を適切に受けることができる看護 

師等を養成するなど、心理的ケアが実施でき

る体制の整備を図る。【厚生労働省】  

  

７．社会全体の自殺リスクを低下させる  

 

 自殺対策は、社会における「生きることの

阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、

「生きることの促進要因（自殺に対する保護

要因）」を増やすことを通じて、社会全体の

自殺リスクを低下させる方向で実施する必

要がある。そのため、様々な分野において、

「生きることの阻害要因」を減らし、併せて

「生きることの促進要因」を増やす取組を推

進する。  

  

（１）地域における相談体制の充実と支援策、

相談窓口情報等の分かりやすい発信  

 

 地方公共団体による自殺対策関連の相談

窓口等を掲載した啓発用のパンフレット等

が、啓発の対象となる人たちのニーズに即し

て作成・配布されるよう支援し、併せて地域

の相談窓口が住民にとって相談しやすいも

のになるよう体制の整備を促進する。【厚生

労働省】  

 

 また、悩みを抱える人がいつでもどこでも

相談でき、適切な支援を迅速に受けられるた

めのよりどころとして、自殺防止のための

24 時間 365 日の無料電話相談を設置し、併
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せて地方公共団体による電話相談について

全国共通ダイヤル（こころの健康相談統一ダ

イヤル）を設定し、引き続き当該電話相談を

利用に供するとともに、民間団体による電話

相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニ

ーズに対応するため、ＳＮＳや新たなコミュ

ニケーションツールを活用した相談事業支

援を拡充し、相談者が必要とするときに効果

的な対応が可能となるよう仕組みの構築を

進める。【厚生労働省】  

 

 電話、ＳＮＳ等を活用した相談について、

自殺予防週間や自殺対策強化月間等の機会

を捉え、広く周知を進めることにより、国民

の約３人に２人以上が当該電話相談及びＳ

ＮＳ等相談について聞いたことがあるよう

にすることを目指す。【厚生労働省】  

 

 さらに、支援を必要としている人が簡単に

適切な支援策に係る情報を得ることができ

るようにするため、インターネット（スマー

トフォン、携帯電話等を含む。）を活用した

検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシ

ュ型の情報発信など、生きることの包括的な

支援に関する情報の集約、提供を強化し、そ

の周知を徹底するる。【厚生労働省】 

  

 地域共生社会の実現に向けた施策として、

制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自

ら相談に行くことが困難な人などを地域に

おいて早期に発見し、確実に支援していくた

め、地域住民と公的な関係機関の協働による

包括的な支援体制づくりを進める。【厚生労

働省】  

  

（２） 多重債務の相談窓口の整備とセー

フティネット融資の充実  

 

 「多重債務問題改善プログラム」に基づき、

多重債務者に対するカウンセリング体制の

充実、セーフティネット貸付の充実を図る。

【金融庁、消費者庁、厚生労働省】  

  

（３） 失業者等に対する相談窓口の充実

等  

 失業者に対して早期再就職支援等の各種

雇用対策を推進するとともに、ハローワーク

等の窓口においてきめ細かな職業相談を実

施するほか、失業に直面した際に生じる心の

悩み相談など様々な生活上の問題に関する

相談に対応し、さらに地方公共団体等との緊

密な連携を通して失業者への包括的な支援

を推進する。【厚生労働省】  

 

 また、「地域若者サポートステーション」

において、地域の関係機関とも連携し、若年

無業者等の職業的自立を個別的・継続的・包

括的に支援する。【厚生労働省】  

  

（４） 経営者に対する相談事業の実施等  

 

 商工会・商工会議所等と連携し、経営の危

機に直面した個人事業主や中小企業の経営

者等を対象とした相談事業、中小企業の一般

的な経営相談に対応する相談事業を引き続

き推進する。【経済産業省】 

  

 また、全都道府県に設置している中小企業

活性化協議会において、財務上の問題を抱え

る中小企業者に対し、窓口における相談対応
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や金融機関との調整を含めた再生計画の策

定支援など、事業再生に向けた支援を行う。

【経済産業省】  

 

 さらに、融資の際に経営者以外の第三者の

個人保証を原則求めないことを金融機関に

対して引き続き徹底するよう求めていくと

ともに、経営者の個人保証によらない融資を

より一層促進するため「経営者保証に関する

ガイドライン」の周知・普及に努める。【金

融庁、経済産業省】  

  

（５） 法的問題解決のための情報提供の

充実  

 

 日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、

日本司法支援センター（法テラス）の法的問

題解決のための情報提供の充実及び国民へ

の周知を図る。【法務省】  

 

 また、司法書士会と連携し、司法書士会の

ホームページ等を通じて、相談事業の国民へ

の周知を図る。【法務省】 

 

（６）危険な場所における安全確保、薬品等

の規制等  

 

 自殺の多発場所における安全確保の徹底

や支援情報等の掲示、鉄道駅におけるホーム

ドア・ホーム柵の整備の促進等を図る。【厚

生労働省、国土交通省】  

 

 また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守する

よう周知の徹底を図るとともに、従来から行

っている自殺するおそれのある行方不明者

に関する行方不明者発見活動を継続して実

施する。【警察庁、厚生労働省】  

  

（７） ＩＣＴを活用した自殺対策の強化  

 

 支援を必要としている人が簡単に適切な

支援策に係る情報を得ることができるよう

にするため、インターネット（スマートフォ

ン、携帯電話等を含む。）を活用した検索等

の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の

情報発信など、支援策情報の集約、提供を強

化する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 「自殺は、その多くが追い込まれた末の死

である」「自殺対策とは、生きることの包括

的支援である」という認識を浸透させること

や、自殺や自殺関連事象に関する誤った社会

通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇

時の対応能力（援助希求技術）を高めるため、

インターネット（スマートフォン、携帯電話

等を含む。）を積極的に活用して正しい知識

の普及を推進する。【厚生労働省】【再掲】 

 

 若者は、自発的には相談や支援につながり

にくい傾向がある一方で、インターネットや

ＳＮＳ上で自殺をほのめかしたり、自殺の手

段等を検索したりする傾向もあると言われ

ている。そのため、自宅への訪問や街頭での

声掛け活動だけではなく、ＩＣＴ（情報通信

技術）も活用した若者へのアウトリーチ策を

強化する。【厚生労働省】  

  

（８） インターネット上の自殺関連情報

対策の推進  
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 ＳＮＳによる集団自殺の呼び掛け等、イン

ターネット上の自殺の誘引・勧誘等に係る情

報については、警察とインターネット・ホッ

トラインセンターが通報を受け、また、警察

とサイバーパトロールセンターがサイバー

パトロールを行うなどして把握に努め、警察

とインターネット・ホットラインセンターが、

プロバイダ等と連携してサイト管理者等に

削除を依頼するなど、自殺防止のための必要

な措置を講じる。【警察庁】  

 

 また、第三者に危害の及ぶおそれのある自

殺の手段等を紹介するなどの情報等への対

応として、青少年へのフィルタリングの普及

等の対策を推進する。【総務省、文部科学省、

経済産業省】  

 

 青少年が安全に安心してインターネット

を利用できる環境の整備等に関する法律に

基づく取組を促進し、同法に基づく基本計画

等により、青少年がインターネットを利用し

て有害な情報を閲覧する機会をできるだけ

少なくするためにフィルタリングの普及を

図るとともに、インターネットの適切な利用

に関する教育及び啓発活動の推進等を行う。

【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】  

  

（９）インターネット上の自殺予告事案及び

誹謗中傷への対応等  

 

 インターネット上の自殺予告事案に対す

る迅速・適切な対応を継続して実施する。【警

察庁】  

 

 また、インターネットにおける自殺予告サ

イトへの書き込み等の違法・有害情報につい

て、フィルタリングソフトの普及、プロバイ

ダにおける自主的措置への支援等を実施す

る。【総務省、経済産業省】  

 

 加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中

傷する書き込み等の違法・有害情報について、

プロバイダにおける自主的措置への支援、速

やかな書き込みの削除の支援及び人権相談

等を実施する。【総務省、法務省】  

 

 侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７

日施行）の趣旨・内容を踏まえ、検察当局に

おいては、誹謗中傷の事案についても、法と

証拠に基づき、事案の内容等に応じて、処罰

すべき悪質な行為については厳正な処分を

行い、適切に対処を行う。【法務省】  

  

（10） 介護者への支援の充実  

 

 高齢者や日常生活に支障を来す状態の者

への介護者負担を軽減するため、地域包括支

援センターその他関係機関等との連携協力

体制の整備や介護者に対する相談等が円滑

に実施されるよう、相談業務等に従事する職

員の確保や資質の向上などに関し、必要な支

援の実施に努める。【厚生労働省】  

  

（11） ひきこもりの方への支援の充実  

 

 保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の

関係機関と連携の下でひきこもりに特化し

た第一次相談窓口としての機能を有する「ひ

きこもり地域支援センター」において、本人・
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家族に対する早期からの相談・支援等を行い、

ひきこもり支援を推進する。このほか、精神

保健福祉センターや保健所、児童相談所にお

いて、医師や保健師、精神保健福祉士、社会

福祉士等による相談・支援を、本人や家族に

対して行う。【厚生労働省】  

  

（12） 児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者

への支援の充実  

 

 児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の

形成に重大な影響を与え、自殺のリスク要因

ともなり得る。児童虐待の発生予防から虐待

を受けた子どもの自立支援まで一連の対策

の更なる強化を図るため、市町村及び児童相

談所の相談支援体制を強化するとともに、社

会的養護の充実を図る。【厚生労働省】 

 

 また、児童虐待を受けたと思われる子ども

を見つけたときなどに、ためらわずに児童相

談所に通告・相談ができるよう、児童相談所

虐待対応ダイヤル「189（いちはやく）」に

ついて、毎年 11 月の「児童虐待防止推進月

間」を中心に、積極的な広報・啓発を実施す

る。【厚生労働省】  

 

 また、社会的養護の下で育った子どもは、

施設などを退所し自立するに当たって、保護

者などから支援を受けられない場合が多く、

その結果、様々な困難を抱えることが多い。

そのため、子どもの自立支援を効果的に進め

るために、例えば進学や就職などのタイミン

グで支援が途切れることのないよう、退所し

た後も引き続き子どもを受け止め、支えとな

るような支援の充実を図る。【厚生労働省】 

 性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減

のため、被害者が必要とする情報の集約や関

係機関による支援の連携を強めるとともに、

カウンセリング体制の充実や被害者の心情

に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、

警察庁、厚生労働省】  

 

 また、自殺対策との連携を強化するため、

自殺対策に係る電話相談事業及びＳＮＳ相

談事業を行う民間支援団体による支援の連

携を強めるとともに、オンラインでの取組も

含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚

生労働省】  

 

さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問

題を抱える女性への支援を推進するため、婦

人相談所等の関係機関と民間支援団体が連

携したアウトリーチや居場所づくりなどの

支援の取組を進める。【厚生労働省】  

 

 性犯罪・性暴力の被害者において、ＰＴＳ

Ｄ等精神疾患の有病率が高い背景として、Ｐ

ＴＳＤ対策における医療と保健との連携の

不十分さが指摘されている。このため性犯

罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点か

ら、性犯罪・性暴力の 

被害者や犯罪被害者支援に特化したＰＴＳ

Ｄ研修を継続していく。【厚生労働省】  

 

 （13）生活困窮者への支援の充実   

 

複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自

殺リスクを抱えている人が少なくない実情

を踏まえて、生活困窮者自立支援法に基づく

自立相談支援事業において包括的な支援を
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行うとともに、自殺対策に係る関係機関等と

も緊密に連携し、効果的かつ効率的な支援を

行う。また、地域の現場でそうした連携が進

むよう、連携の具体的な実践例の周知や自殺

対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を必要

な施策につなげるための方策を検討するな

ど、政策的な連携の枠組みを推進する。【厚

生労働省】   

 

 さらに、関係機関の相談員を対象に、ケー

ス検討を含む合同の研修を行い、生活困窮者

自立支援制度における関係機関の連携促進

に配慮した共通の相談票を活用するなどし

て、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連

動性を高めるための仕組みを構築する。【厚

生労働省】 

 

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充

実等  

 

 子育てと生計の維持を一人で担い、様々な

困難を抱えている人が多いひとり親家庭を

支援するため、地方公共団体のひとり親家庭

の相談窓口に、母子・父子自立支援員に加え、

就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活

に関する内容から就業に関する内容まで、ワ

ンストップで相談に応じるとともに、必要に

応じて、他の支援機関につなげることにより、

総合的・包括的な支援を推進する。【厚生労

働省】  

  

（15）性的マイノリティへの支援の充実  

 

 法務局・地方法務局又はその支局や特設の

人権相談所において相談に応じる。人権相談

等で、性的マイノリティ等に関する嫌がらせ

等の人権侵害の疑いのある事案を認知した

場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事

案に応じた適切な措置を講じる。【法務省】  

 

 性的マイノリティは、社会や地域の無理解

や偏見等の社会的要因によって自殺念慮を

抱えることもあり、大学等において、本人の

同意なく、その人の性的指向・性自認に関す

る情報を第三者に暴露すること（アウティン

グ）も問題になっていることから、性的マイ

ノリティに関する正しい理解を広く関係者

に促進するとともに、学校における適切な教

育相談の実施等を促す。【文部科学省】  

 

 性的指向・性自認を理由としたものも含め、

社会的なつながりが希薄な方々の相談先と

して、24 時間 365 日無料の電話相談窓口（よ

りそいホットライン）を設置するとともに、

必要に応じて面接相談や同行支援を実施し

て具体的な解決につなげる寄り添い支援を

行う。【厚生労働省】  

 性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、

労働者の了解を得ずに性的指向・性自認など

の機微な個人情報を他の労働者に暴露する

ことが職場におけるパワーハラスメントに

該当し得ること、職場におけるセクシュアル

ハラスメントは相手の性的指向・性自認にか

かわらず該当し得ること等について、引き続

きパンフレット等を活用して周知を行う。そ

の他、公正な採用選考についての事業主向け

パンフレットに「性的マイノリティの方など

特定の人を排除しない」旨を記載し周知する。

【厚生労働省】  
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（16）相談の多様な手段の確保、アウトリー

チの強化  

 

 国や地方公共団体、民間団体による相談事

業において、障害の特性等により電話や対面

による相談が困難な場合であっても、可能な

限り相談ができるよう、ＦＡＸ、メール、Ｓ

ＮＳ等の多様な意思疎通の手段の確保を図

る。【厚生労働省】 

 

 地方公共団体による取組を支援するなど、

子どもに対するＳＮＳを活用した相談体制

の実現を図る。【文部科学省】  

 

 性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱

える女性への支援を推進するため、婦人相談

所等の関係機関と民間支援団体が連携した

アウトリーチや居場所づくりなどの支援の

取組を進める。【厚生労働省】【再掲】  

 

 若者は、自発的には相談や支援につながり

にくい傾向がある一方で、インターネットや

ＳＮＳ上で自殺をほのめかしたり、自殺の手

段等を検索したりする傾向もあると言われ

ている。そのため、自宅への訪問や街頭での

声掛け活動だけではなく、ＩＣＴ（情報通信

技術）も活用した若者へのアウトリーチ策を

強化する。【厚生労働省】【再掲】  

  

（17） 関係機関等の連携に必要な情報共

有の仕組みの周知  

 

 地域における多様な支え手による生きる

ことの包括的な支援を円滑に行えるように

するため、相談者本人の意思を尊重しつつ、

有機的な連携のため必要な相談者に係る情

報を共有することができるよう、関係機関の

連携に必要な情報共有の仕組みに係る取組

事例を収集し、地方公共団体等に周知する。

【厚生労働省】 

 

 また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者

への支援に関して、生活困窮者自立支援制度

における支援会議の活用など、個人情報の適

正な取扱いに関する体制の整備を推進する。

【厚生労働省】  

  

（18） 自殺対策に資する居場所づくりの

推進  

 

 生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低

い若者、配偶者と離別・死別した高齢者や退

職して役割を喪失した中高年男性、性的マイ

ノリティの方等、孤立のリスクを抱えるおそ

れのある人が、孤立する前に、地域とつなが

り、支援につながるよう、オンラインでの取

組も含めて、孤立を防ぐための居場所づくり

等を推進する。【厚生労働省、関係府省】  

 

 相談者が抱える問題を具体的に解決して

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要

因）」を減らす個別的な支援と、相談者の自

己肯定感を高めて「生きることの促進要因

（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を

通じた支援とを連動させた包括的な生きる

支援を推進する。【厚生労働省】  

  

（19） 報道機関に対するＷＨＯの手引き

等の周知等  
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 報道機関に適切な自殺報道を呼び掛ける

ため、ＷＨＯの自殺予防の手引きのうち「自

殺対策を推進するためにメディア関係者に

知ってもらいたい基礎知識（ＷＨＯ作成）」

及び「自殺対策を推進するために映画制作者

と舞台・映像関係者に知ってもらいたい基礎

知識（ＷＨＯ作成）」を報道各社に周知し、

それらを遵守するよう要請する。また、国内

の報道機関が自主的に策定した自殺報道に

関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。

【厚生労働省】  

 

 マスメディアにおける自主的な取組に資

するよう、自殺報道の影響や諸外国の取組等

に関する調査研究を行うとともに、ウェルテ

ル効果（報道が自殺者を増加させる効果）を

防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が

自殺を抑止する効果）を高めるための取組や

報道における扱いについて、報道関係者やニ

ュースサイト及びＳＮＳ等事業者と協力し

て理解を深めていくための取組を推進する。

【厚生労働省】  

  

（20） 自殺対策に関する国際協力の推進  

  

 海外の様々な知見等を我が国の自殺対策

に活用すべく、海外の自殺対策関係団体等と

の交流を推進する。【厚生労働省】  

 

 日本においては、国を挙げて自殺対策が総

合的に推進された結果、自殺者数が３万人台

から２万人台に減少したところであり、こう

した日本における取組について国際的に発

信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行

う。【厚生労働省】【再掲】  

 ８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ  

 

 救急医療機関に搬送された自殺未遂者へ

の複合的ケースマネジメントの効果検証、医

療機関と地方公共団体の連携による自殺未

遂者支援の取組検証など、各地で展開された

様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえ

て、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため

の対策を強化する。また、自殺未遂者を支え

る家族や支援者等への支援を充実する。  

  

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を

担う医療機関の整備  

 

 自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急

医療機関に搬送された自殺未遂者に退院後

も含めて精神科又は心療内科につなぐなど、

継続的に適切に介入するほか、対応困難例の

事例検討や地域の医療従事者への研修等を

通じて、地域の自殺未遂者支援の対応力を高

める拠点となる医療機関が必要であり、これ

らの取組に対する支援を強化するとともに、

モデル的取組の横展開を図る。【厚生労働省】 

  

 かかりつけの医師や救急医療機関等が、自

殺の危険性の高い人や自殺未遂者を精神科

医療につなげようとする際、精神科医療機関

がこれらの緊急性を踏まえて確実に対応で

きるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精

神科医療体制の充実の方策を検討する。【厚

生労働省】【再掲】 

 

（２）救急医療機関における精神科医による

診療体制等の充実  
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 精神科救急医療体制の充実を図るととも

に、救命救急センター等に精神保健福祉士等

の精神保健医療従事者等を配置するなどし

て、治療を受けた自殺未遂者の精神科医療ケ

アの必要性を評価し、必要に応じて精神科医

による診療や精神保健医療従事者によるケ

アが受けられる救急医療体制の整備を図る。

【厚生労働省】 

  

 また、自殺未遂者に対する的確な支援を行

うため、自殺未遂者の治療とケアに関するガ

イドラインについて、救急医療関係者等への

研修等を通じて普及を図る。【厚生労働省】  

  

（３） 医療と地域の連携推進による包括

的な未遂者支援の強化  

 

 各都道府県が定める保健、医療、福祉に関

する計画等における精神保健福祉施策を踏

まえつつ、地域の精神科医療機関を含めた保

健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係

機関・関係団体のネットワークの構築を促進

する。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者

への支援を連携して行うことにより、切れ目

のない継続的かつ包括的な自殺未遂者支援

を推進する。また、自殺の危険性の高い人や

自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自

立支援制度における支援会議の活用など、個

人情報の適正な取扱いに関する体制の整備

を推進する。さらに、この連携を促進するた

め、精神保健福祉士等の専門職を、医療機関

等に配置するなどの取組を進める。【厚生労

働省】【一部再掲】  

 

 また、地域において、かかりつけの医師等

がうつ病と診断した人や救急医療機関に搬

送された自殺未遂者について、生活上の課題

等の確認をする体制、退院後に円滑に精神科

医療につなげるための医療連携体制及び

様々な分野の相談機関につなげる多機関連

携体制の整備を推進する。【厚生労働省】【再

掲】  

 

 自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が

高いこと、また、自殺対策を講じる上で、そ

の原因の究明や把握が必要であることから、

自殺未遂者から得られた実態を分析し、有効

な自殺対策につなげるため、匿名でデータベ

ース化する取組を進めていく。【厚生労働省】  

  

（４） 居場所づくりとの連動による支援  

 

 生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低

い若者、配偶者と離別・死別した高齢者や退

職して役割を喪失した中高年男性、性的マイ

ノリティの方等、孤立のリスクを抱えるおそ

れのある人が、孤立する前に、地域とつなが

り、支援につながるよう、オンラインでの取

組も含めて、孤立を防ぐための居場所づくり

等を推進する。【厚生労働省、関係府省】【再

掲】  

 

 相談者が抱える問題を具体的に解決して

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要

因）」を減らす個別的な支援と、相談者の自

己肯定感を高めて「生きることの促進要因

（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を

通じた支援とを連動させた包括的な生きる

支援を推進する。【厚生労働省】【再掲】  
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 （５） 家族等の身近な支援者に対する支

援  

 

 自殺の原因となる社会的要因に関する各

種相談機関とのネットワークを構築するこ

とにより精神保健福祉センターや保健所の

保健師等による自殺未遂者に対する相談体

制を充実するとともに、地域の精神科医療機

関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、

法律等の関係機関・関係団体のネットワーク

を構築するなど継続的なケアができる体制

の整備を一層進めることなどにより、退院後

の家族や知人等の身近な支援者による見守

りへの支援を充実する。【厚生労働省】  

  

 また、諸外国の実証研究において、家族等

の支援を受けた自殺未遂者本人の自殺関連

行動や抑うつ感、自殺未遂者の家族自身の抑

うつや自殺念慮が改善したとの報告がある

ことを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者

としての家族や知人等、自殺未遂者のことで

悩んでいる家族や知人等の支えになりたい

と考える者を対象とした研修を開催すると

ともに、身近な人を支えるための傾聴スキル

を学べる動画等を作成して一般に公開し、自

殺予防週間や自殺対策強化月間等の機会を

捉えて啓発を行う。【厚生労働省】  

  

（６） 学校、職場等での事後対応の促進 

  

 学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握し

た場合に、その直後の周りの人々に対する心

理的ケアが的確に行われるよう自殺未遂後

の職場における対応マニュアルや学校の教

職員向けの資料の普及等により、適切な事後

対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】 

  

 また、学校においては、自殺未遂に至った

事例について関係者による再発防止に向け

た検討の実施を促す。【文部科学省】  

  

９．遺された人への支援を充実する  

 

 基本法では、その目的規定において、自 

殺対策の総合的推進により、自殺の防止を図

ることとともに、自殺者の親族等の支援の充

実を図ることが掲げられている。自殺により

遺された人等に対する迅速な支援を行うと

ともに、全国どこでも、関連施策を含めた必

要な支援情報を得ることができるよう情報

提供を推進するなど、支援を充実する。また、

遺族の自助グループ等の地域における活動

を支援する。  

  

 （１） 遺族の自助グループ等の運営支援  

 

 地域における遺族の自助グループ等の運

営、相談機関の遺族等への周知を支援すると

ともに、精神保健福祉センターや保健所の保

健師等による遺族等への相談体制を充実す

る。【厚生労働省】  

  

（２） 学校、職場等での事後対応の促進  

 

 学校、職場で自殺があった場合に、その直

後の周りの人々に対する心理的ケアが的確

に行われるよう自殺後の職場における対応

マニュアルや学校の教職員向けの資料の普

及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等
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により遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺

族等に寄り添った適切な事後対応を促す。

【文部科学省、厚生労働省】  

  

（３） 遺族等の総合的な支援ニーズに対

する情報提供の推進等  

 

 遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた

必要な支援情報を得ることができるよう、指

定調査研究等法人を中心に取り組む。また、

遺族等が総合的な支援ニーズを持つ可能性

があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情

報を迅速に得ることができるよう、一般的な

心身への影響と留意点、諸手続に関する情報、

自助グループ等の活動情報、民間団体及び地

方公共団体の相談窓口その他必要な情報を

掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接

する機会の多い関係機関等での配布を徹底

するなど、自殺者や遺族のプライバシーに配

慮しつつ、遺族等が必要とする支援策等に係

る情報提供を推進する。【厚生労働省】  

 

 遺族等が必要とする遺族の自助グループ

等の情報や行政上の諸手続及び法的問題へ

の留意事項等をとりまとめ「生きることの包

括的な支援」として作成された「自死遺族等

を支えるために～総合的支援の手引き」（平

成 30 年 11 月）の活用を推進するとともに、

必要な見直しや情報の整理及び提供を行う。

【厚生労働省】  

  

（４） 遺族等に対応する公的機関の職員

の資質の向上  

 

 警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関

連した業務に従事する者に対して、遺族等か

らの意見も踏まえつつ、遺族等に寄り添った

適切な遺族等への対応等に関する知識の普

及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】  

  

（５） 遺児等への支援  

 

 地域における遺児等の支援活動の運営、遺

児等やその保護者への相談機関の周知を支

援するとともに、児童生徒と日頃から接する

機会の多い学校の教職員を中心に、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ー、児童相談所、精神保健福祉センターや保

健所の保健師等による遺児等に関する相談

体制を充実する。【文部科学省、厚生労働省】  

 

 遺児等に対するケアも含め教育相談を担

当する教職員の資質向上のための研修等を

実施する。【文部科学省】【再掲】  

 また、遺児の中には、ケアを要する家族 

がいる場合、自身がヤングケアラーとならざ

るを得ない可能性があるが、そうした場合に

心理的なサポートに加えて看護や介護等を

含めた支援を受けられるよう、適切な情報の

周知や支援を強化する。【厚生労働省】  

  

10．民間団体との連携を強化する  

 

 国及び地域の自殺対策において、民間団体

は非常に重要な役割を担っている。しかし、

多くの民間団体が、組織運営や人材育成、資

金確保等の面で課題を抱えている。そうした

現状を踏まえ、平成 28 年４月、基本法の改

正により、国及び地方公共団体は、民間団体
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の活動を支援するため、助言、財政上の措置

その他の必要な施策を講ずるものとすると

された。  

  

（１） 民間団体の人材育成に対する支援  

 

 民間団体における相談の担い手や他機関

連携を促すコーディネーターの養成を支援

する。【厚生労働省】  

 

 活動分野ごとのゲートキーパー養成のた

めの研修資材の開発や研修資材の開発支援、

研修受講の支援等により、民間団体における

人材養成を支援する。【厚生労働省】  

  

（２） 地域における連携体制の確立  

 

 地域において、自殺対策を行っている公的

機関、民間団体等の実践的な連携体制の確立

を促すとともに、連携体制が円滑に機能する

よう優良事例に関する情報提供等の支援を

行う。【厚生労働省】  

 

 消費者トラブルの解消とともに自殺等の

兆候の事前察知や関係機関の連携強化等に

も寄与するため、トラブルに遭うリスクの高

い消費者（高齢者、消費者被害経験者等）の

消費者被害の防止のための見守りネットワ

ークの構築を支援する。【消費者庁】  

  

（３） 民間団体の相談事業に対する支援  

 

 民間団体による自殺対策を目的とした相

談事業に対する支援を引き続き実施する。

【厚生労働省】  

 また、相談員の人材育成等に必要な情報提

供を行うなどの支援を引き続き実施する。

【厚生労働省】  

 

 民間団体による電話相談窓口の支援を行

うとともに、多様な相談ニーズに対応するた

め、ＳＮＳや新たなコミュニケーションツー

ルを活用した相談事業支援を拡充し、相談者

が必要とするときに効果的な対応が可能と

なるよう仕組みの構築を進める。【厚生労働

省】【再掲】  

  

（４） 民間団体の先駆的・試行的取組や自

殺多発地域における取組に対する支援  

 

 国及び地域における取組を推進するため、

民間団体の実施する先駆的・試行的な自殺対

策や調査等を支援する。【厚生労働省】  

 また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対

策に取り組みやすくなるよう、必要な情報提

供等の支援を行う。【厚生労働省】自殺多発

地域における民間団体を支援する。【厚生労

働省】  

  

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する  

 

 我が国の自殺者数は、近年、全体としては

低下傾向にあるものの、小中高生の自殺者数

は増えており、令和３年には小中高生の自殺

者数が過去２番目の水準となった。また、若

年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年

層の自殺対策が課題となっている。さらに、

基本法に学校におけるＳＯＳの出し方に関

する教育の推進が盛り込まれていることな

どから、特に若者の自殺対策を更に推進する。  
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支援を必要とする若者が漏れないよう、その

範囲を広くとることは重要であるが、ライフ

ステージ（学校の各段階）や立場（学校や社

会とのつながりの有無等）ごとに置かれてい

る状況は異なっており、自殺に追い込まれて

いる事情も異なっていることから、それぞれ

の集団の置かれている状況に沿った施策を

実施することが必要である。  

  

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防  

 

 いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等

に関する基本的な方針」（平成 25 年 10 月

11 日文部科学大臣決定）等に定める取組を

推進するとともに、いじめは決して許されな

いことであり、「どの子どもにも、どの学校

でも起こり得る」ものであることを周知徹底

し、全ての教育関係者がいじめの兆候をいち

早く把握して、迅速に対応すること、またそ

の際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委

員会と家庭・地域が連携して対処していくべ

きことを指導する。【文部科学省】  

 

 子どもがいつでも不安や悩みを打ち明け

られるような 24 時間の全国統一ダイヤル

（24 時間子供ＳＯＳダイヤル）によるいじ

めなどの問題に関する電話相談体制につい

て地方公共団体を支援するとともに、学校、

地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見

し、適切に対応できる地域ぐるみの体制整備

を促進する。また、地方公共団体による取組

を支援するなど、子どもに対するＳＮＳを活

用した相談体制の実現を図る。【文部科学省】

【一部再掲】  

 

 また、地域の人権擁護委員等が手紙のやり

とりを通じて子どもの悩みに寄り添う「子ど

もの人権ＳＯＳミニレター」などの子どもの

人権を守る取組を引き続き実施する。【法務

省】  

 

 いじめが人に与える影響の大きさへの理

解を促すため、いじめを受けた経験のある人

やいじめを苦に自殺で亡くなった子を持つ

遺族等の体験談等を、学校において、子ども

や教育関係者が聴く機会を設けるよう努め

る。【文部科学省】  

  

 

（２）学生・生徒等への支援の充実  

 

 児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多

い傾向があることから、長期休業前から長期

休業期間中、長期休業明けの時期にかけて、

児童生徒向けの自殺予防の取組に関する周

知徹底の強化を実施したり、ＧＩＧＡスクー

ル構想で配布されているＰＣやタブレット

端末の活用等による自殺リスクの把握やプ

ッシュ型の支援情報の発信を推進したりす

るなど、小学校、中学校、高等学校等におけ

る早期発見・見守り等の取組を推進する。【文

部科学省】【再掲】  

 

 保健室やカウンセリングルーム等をより

開かれた場として、養護教諭等の行う健康相

談を推進するとともに、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカー等の配置

及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校

における相談体制の充実を図る。また、相談

の際にプライバシーが守られる環境を整備
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するとともに、これらの教職員の資質向上の

ための研修を行う。さらに、大学等において

は、学生の心の問題・成長支援に関する課題

やニーズへの理解を深め、心の悩みを抱える

学生を必要な支援につなぐための教職員向

けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再

掲】  

 

 児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童

生徒の自殺の実態解明について、ＩＴツール

の活用を通じた取組を検討する。【文部科学

省】  

 

 自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速

かつ適切に対応できるよう、子どもの自殺危

機に対応していくチームとして学校、教育委

員会、地方公共団体の自殺対策担当者、児童

相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係

機関及び地域の支援者等が連携して子ども

の自殺対策にあたることができる仕組みの

設置や運営に関する支援を行うとともに、自

殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい

て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相

談を行えるような体制を構築する。【厚生労

働省、文部科学省】  

 

 いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等

に関する基本的な方針」等に定める取組を推

進するとともに、いじめは決して許されない

ことであり、「どの子どもにも、どの学校で

も起こり得る」ものであることを周知徹底し、

全ての教育関係者がいじめの兆候をいち早

く把握して、迅速に対応すること、またその

際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員

会と家庭・地域が連携して対処していくべき

ことを指導する。【文部科学省】【再掲】 

  

 子どもがいつでも不安や悩みを打ち明け

られるような 24 時間の全国統一ダイヤル

（24 時間子供ＳＯＳダイヤル）によるいじ

めなどの問題に関する電話相談体制につい

て地方公共団体を支援するとともに、学校、

地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見

し、適切に対応できる地域ぐるみの体制整備

を促進する。また、地方公共団体による取組

を支援するなど、子どもに対するＳＮＳを活

用した相談体制の実現を図る。【文部科学省】

【再掲】  

 

 また、地域の人権擁護委員等が手紙のやり

とりを通じて子どもの悩みに寄り添う「子ど

もの人権ＳＯＳミニレター」などの子どもの

人権を守る取組を引き続き実施する。【法務

省】【再掲】  

 

 不登校の子どもへの支援について、学校内

外における居場所の確保を含めた早期から

の支援につながる効果的な取組等を、民間団

体を含めた関係機関等と連携しながら推進

するとともに、学校内外における相談体制の

充実を図る。【文部科学省】  

 

 高校中途退学者及び進路未決定卒業者に

ついて、中途退学、卒業後の状況等に関する

実態の把握及び共有に努め、ハローワーク、

地域若者サポートステーション、学校等の関

係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。

【文部科学省、厚生労働省】  

  



 

100 

 

（３） ＳＯＳの出し方に関する教育等の

推進  

 

 学校において、体験活動、地域の高齢者等

との世代間交流及び心理・福祉の専門家や自

殺対策に資する取組を行う関係団体との連

携などを通した児童生徒が命の大切さ・尊さ

を実感できる教育や、ＳＯＳの出し方に関す

る定期的な教育を含めた社会において直面

する可能性のある様々な困難・ストレスへの

対処方法を身に付けるための教育、精神疾患

への正しい理解や適切な対応を含めた心の

健康の保持に係る教育を更に推進するとと

もに、自尊感情や自己有用感が得られ、児童

生徒の生きることの促進要因を増やすこと

を通じて自殺対策に資する教育の実施に向

けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再

掲】  

 児童生徒と日々接している学級担任、養護

教諭等の教職員や、学生相談に関わる大学等

の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだ

けではなく、子どもがＳＯＳを出しやすい環

境を整えることの重要性を伝え、また、大人

が子どものＳＯＳを察知し、それをどのよう

に受け止めて適切な支援につなげるかなど

について普及啓発を実施するため、研修に資

する教材の作成・配布等により取組の支援を

行う。 遺児等に対するケアも含め教育相談

を担当する教職員の資質向上のための研修

等を実施する。また、自殺念慮の割合等が高

いことが指摘されている性的マイノリティ

について、無理解や偏見等がその背景にある

社会的要因の一つであると捉えて、教職員の

理解を促進する。【文部科学省】【再掲】  

  

（４） 子どもへの支援の充実  

 

 貧困の状況にある子どもが抱える様々な

問題が自殺のリスク要因となりかねないた

め、子どもの貧困対策の推進に関する法律に

基づき実施される施策と自殺対策との連携

を深める。【内閣府、厚生労働省】  

 

 生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮

世帯の子どもを対象に、学習支援や居場所づ

くりに加え、生活習慣・育成環境の改善に関

する助言等を行う学習・生活支援事業を実施

するとともに、親との離別・死別等により精

神面や経済面で不安定な状況に置かれるひ

とり親家庭の子どもを対象に、悩み相談を行

いつつ、基本的な生活習慣の習得や学習支援

等を行う居場所づくりを推進する。【厚生労

働省】  

 

 児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の

形成に重大な影響を与える。児童虐待の発生

予防から虐待を受けた子どもの自立支援ま

で一連の対策の更なる強化を図るため、市町

村及び児童相談所の相談支援体制を強化す

るとともに、社会的養護の充実を図る。【厚

生労働省】【再掲】 

  

 また、社会的養護の下で育った子どもは、

施設などを退所し自立するに当たって、保護

者などから支援を受けられない場合が多く、

その結果、様々な困難を抱えることが多い。

そのため、子どもの自立支援を効果的に進め

るために、例えば進学や就職などのタイミン

グで支援が途切れることのないよう、退所し
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た後も引き続き子どもを受け止め、支えとな

るような支援の充実を図る。【厚生労働省】 

【再掲】  

  

（５）若者への支援の充実  

 

 「地域若者サポートステーション」におい

て、地域の関係機関とも連携し、若年無業者

等の職業的自立を個別的・継続的・包括的に

支援する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の

関係機関と連携の下でひきこもりに特化し

た第一次相談窓口としての機能を有する「ひ

きこもり地域支援センター」において、本人・

家族に対する早期からの相談・支援等を行い、

ひきこもり支援を推進する。このほか、精神

保健福祉センターや保健所、児童相談所にお

いて、医師や保健師、精神保健福祉士、社会

福祉士等による相談・支援を、本人や家族に

対して行う。【厚生労働省】【再掲】性犯罪・

性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被

害者が必要とする情報の集約や関係機関に

よる支援の連携を強めるとともに、カウンセ

リング体制の充実や被害者の心情に配慮し

た事情聴取等を推進する。【内閣府、警察庁、

厚生労働省】【再掲】  

 

 また、自殺対策との連携を強化するため、

自殺対策に係る電話相談事業及びＳＮＳ相

談事業を行う民間支援団体による支援の連

携を強めるとともに、オンラインでの取組も

含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚

生労働省】【再掲】 

 

   さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難

な問題を抱える女性への支援を推進するた

め、婦人相談所等の関係機関と民間支援団体

が連携したアウトリーチや居場所づくりな

どの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再

掲】  

 

 思春期・青年期において精神的問題を抱え

る者、自傷行為を繰り返す者や被虐待経験な

どにより深刻な生きづらさを抱える者につ

いて、地域の救急医療機関、精神保健福祉セ

ンター、保健所、教育機関等を含めた保健、

医療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係

団体のネットワークの構築により適切な医

療機関や相談機関を利用できるよう支援す

るなど、精神疾患の早期発見、早期介入のた

めの取組を推進する。【厚生労働省】【一部

再掲】  

  

 

（６）若者の特性に応じた支援の充実  

 

 若者は、自発的には相談や支援につながり

にくい傾向がある一方で、インターネットや

ＳＮＳ上で自殺をほのめかしたり、自殺の手

段等を検索したりする傾向もあると言われ

ている。そのため、自宅への訪問や街頭での

声掛け活動だけではなく、ＩＣＴ（情報通信

技術）も活用した若者へのアウトリーチ策を

強化する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 支援を必要としている人が簡単に適切な

支援策に係る情報を得ることができるよう

にするため、インターネット（スマートフォ

ン、携帯電話等を含む。）を活用した検索等
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の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の

情報発信など、支援策情報の集約、提供を強

化する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 若年層の自殺対策が課題となっているこ

とを踏まえ、若者の自殺や生きづらさに関す

る支援一体型の調査を支援する。【厚生労働

省】【再掲】  

  

（７） 知人等への支援  

 

 若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個

人的なつながりで、友人等の身近な者に相談

する傾向があると言われている。また、悩み

を打ち明けられ、相談を受けた身近な者が、

対応に苦慮して自らも追い詰められていた

り、希死念慮を抱えていたりする可能性があ

る。そのため、民間団体の活動に従事する人

や、悩みを抱える者を支援する家族や知人、

ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自

殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に

至った場合も含めて心の健康を維持するた

めの仕組みづくりを推進するとともに、心の

健康に関する知見を生かした支援方法の普

及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】  

  

（８） 子ども・若者の自殺対策を推進する

ための体制整備  

 

 令和５年４月１日に設立が予定されてい

るこども家庭庁と連携し、喫緊の課題として

子ども・若者の自殺対策を更に強化するため、

子ども・若者の自殺対策を推進するための体

制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学

省】  

 12．勤務問題による自殺対策を更に推進す

る  

  

（１）長時間労働の是正  

 

 長時間労働の是正については、「働き方改

革を推進するための関係法律の整備に関す

る法律」（平成 30 年法律第 71 号）による

改正後の労働基準法において、事業場で使用

者と過半数労働組合等が労働基準法第 36 条

第１項に基づく労使協定を結ぶ場合に、法定

労働時間を超えて労働者に行わせることが

可能な時間外労働の限度を、原則として月

45 時間かつ年 360 時間とし、臨時的な特別

の事情がなければこれを超えることはでき

ないこととすること等を内容とする罰則付

きの時間外労働の上限規制等を導入した。

【厚生労働省】  

 

 また、労働時間の延長及び休日の労働を適

正なものとするため、労働基準法に根拠規定

を設け、新たに、「労働基準法第 36 条第１

項の協定で定める労働時間の延長及び休日

の労働について留意すべき事項等に関する

指針」（平成 30 年厚生労働省告示第 323

号）を定めた。【厚生労働省】  

 

 これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自

殺を防止するため、過重労働による健康障害

の防止に向け、長時間労働が行われている事

業場に対する監督指導の徹底など労働基準

監督署による監督指導を引き続き徹底して

いくとともに、これらの制度が円滑に施行さ

れるよう、働き方改革推進支援センターや都
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道府県労働局等において、相談・支援を行う。

【厚生労働省】  

 

 また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保

し、健康な生活を送るため、勤務間インター

バル制度の導入促進を図る。【厚生労働省】   

 

 加えて、労働時間の適正な把握を徹底する

ため、「労働時間の適正な把握のために使用

者が講ずべき措置に関するガイドライン」の

周知を行う。【厚生労働省】 

 

 コロナ禍で進んだテレワークの適切な運

用を含め、職場のメンタルヘルス対策を更に

推進する。【厚生労働省】  

 

 さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調

和させ、健康で充実して働き続けることので

きる社会の実現のため、「過労死等の防止の

ための対策に関する大綱」に基づき、調査研

究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の

活動に対する支援等の過労死等の防止のた

めの対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 昨今増加している副業・兼業を行う方につ

いては、「副業・兼業の促進に関するガイド

ライン」の周知を行う。【厚生労働省】  

  

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推

進  

 

 過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、

健康で充実して働き続けることのできる社

会の実現のため、「過労死等の防止のための

対策に関する大綱」に基づき、調査研究等、

啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に

対する支援等の過労死等の防止のための対

策を推進する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 また、職場におけるメンタルヘルス対策の

充実を推進するため、引き続き、「労働者の

心の健康の保持増進のための指針」の普及啓

発を図るとともに、労働安全衛生法の改正に

より平成 27 年 12 月に創設されたストレ

スチェック制度の実施の徹底を通じて、事業

場におけるメンタルヘルス対策の更なる普

及を図る。あわせて、ストレスチェック制度

の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負荷

のチェックの視点だけではなく、職場の人間

関係や支援関係といった質的負荷のチェッ

クの視点も踏まえて、職場環境の改善を図っ

ていくべきであり、ストレスチェック結果を

活用した集団分析を踏まえた職場環境改善

に係る取組の優良事例の収集・共有、職場環

境改善の実施等に対する助成措置等の支援

を通じて、事業場におけるメンタルヘルス対

策を推進する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータ

ルサイトにおいて、総合的な情報提供や電

話・メール・ＳＮＳ相談を実施するとともに、

各都道府県にある産業保健総合支援センタ

ーにおいて、事業者への啓発セミナー、事業

場の人事労務担当者・産業保健スタッフへの

研修、事業場への個別訪問による若年労働者

や管理監督者に対するメンタルヘルス不調

の予防に関する研修等を実施する。【厚生労

働省】【再掲】  
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 小規模事業場に対しては、安全衛生管理体

制が必ずしも十分でないことから、産業保健

総合支援センターの地域窓口において、個別

訪問等によりメンタルヘルス不調を感じて

いる労働者に対する相談対応等を実施する

とともに、メンタルヘルス対策等の取組に対

する助成措置等を通じて、小規模事業場にお

けるメンタルヘルス対策を強化する。【厚生

労働省】【再掲】  

 

 また、「働き方改革実行計画」や「健康・

医療戦略」に基づき、産業医・産業保健機能

の強化、長時間労働の是正、法規制の執行の

強化、健康経営の普及促進等をそれぞれ実施

するとともに、それらを連動させて一体的に

推進する。【経済産業省、厚生労働省】【再

掲】  

（３）ハラスメント防止対策  

 

 パワーハラスメント対策については、引き

続き、ポータルサイトや企業向けセミナー等

を通じて、広く国民及び労使に向けた周知・

広報を行うとともに、労使の具体的な取組の

促進を図る。【厚生労働省】【再掲】  

 

 さらに、全ての事業所においてパワーハラ

スメント、セクシュアルハラスメント及び妊

娠・出産等に関するハラスメントがあっては

ならないという方針の明確化や、その周知・

啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられる

よう、また、これらのハラスメント事案が生

じた事業所に対しては、適切な事後の対応及

び再発防止のための取組が行われるよう都

道府県労働局雇用環境・均等部（室）による

指導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】  

 13．女性の自殺対策を更に推進する  

 

  我が国の自殺死亡率は、近年、全体として

は低下傾向にあるものの、女性の自殺者数は

令和２年に２年ぶりに増加し、令和３年も更

に前年を上回った。女性の自殺対策は、妊産

婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、

講じていく必要がある。  

  

（１）妊産婦への支援の充実  

 

 予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な

悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、相談支援

等を受けられるようにする支援等を含め、性

と健康の相談センター事業等により、妊娠初

期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を

推進する。【厚生労働省】  

 

 妊娠期から出産後の養育に支援が必要な

妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至った産婦

といった特定妊婦等への支援の強化を図る

ため、関係機関の連携を促進し、特定妊婦や

飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生

労働省】  

 

 また、出産後間もない時期の産婦について

は、産後うつの予防等を図る観点から、産婦

健康診査で心身の健康状態や生活環境等の

把握を行い、産後の初期段階における支援を

強化する。【厚生労働省】【再掲】  

 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を訪問する、「乳児家庭全戸訪問事業（こん

にちは赤ちゃん事業）」において、子育て支

援に関する必要な情報提供等を行うととも
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に、産後うつの予防等も含めた支援が必要な

家庭を把握した場合には、適切な支援に結び

つける。【厚生労働省】【再掲】  

 

 産後に心身の不調又は育児不安等を抱え

る者等に対しては、退院直後の母親等に対し

て心身のケアや育児のサポート等を行い、産

後も安心して子育てができる支援体制を確

保する。【厚生労働省】 

 

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた

女性支援  

 

 やむを得ず職を失った方への支援として、

ハローワークにおける非正規雇用労働者等

に対する相談支援や、マザーズハローワーク

事業として、子育て中の女性等を対象にきめ

細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】  

 

 コロナ禍において女性の雇用問題が深刻

化し、各種支援策が十分に届いていない状況

があるとの指摘を踏まえ、コロナ禍に限らず

日頃から、政府が実施している雇用に関する

支援策の効果的なＰＲ方法等も含めて、困難

な問題を抱える方々に必要な支援が十分に

行き渡るように取組を推進する。【厚生労働

省】 

  

 配偶者等からの暴力の相談件数が高水準

で推移していることも踏まえ、多様なニーズ

に対応できる相談体制の整備を進めるなど、

被害者支援の更なる充実を図る。【内閣府】  

 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大によ

る望まない孤独・孤立で不安を抱える女性や

解雇等に直面する女性を始め様々な困難・課

題を抱える女性に寄り添ったきめ細かい相

談支援等の地方公共団体による取組を支援

する。【内閣府】  

  

（３）困難な問題を抱える女性への支援  

性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱え

る女性への支援を推進するため、婦人相談所

等の関係機関と民間支援団体が連携したア

ウトリーチや居場所づくりなどの支援の取

組を進める。【厚生労働省】【再掲】  

 

 なお、令和６年４月から「困難な問題を抱

える女性への支援に関する法律」が施行され

ることも踏まえ、今後策定する「困難な問題

を抱える女性への支援のための施策に関す

る基本的な方針」に基づき、必要な取組を推

進する。【厚生労働省】  

  

第５ 自殺対策の数値目標  

  

 平成 28 年４月、基本法の改正により、誰

も自殺に追い込まれることのない社会の実

現を目指して対処していくことが重要な課

題であるとされた。したがって、最終的に目

指すべきはそうした社会の実現であるが、前

大綱において、当面の目標として、先進諸国

の現在の水準まで減少させることを目指し、

令和８年までに、自殺死亡率を平成 27 年と

比べて 30％以上減少させることとされた。

本大綱においても、引き続き、同様の数値目

標を設定することとする。  

 

 なお、できるだけ早期に目標を達成できる

よう努めるものとし、目標が達成された場合
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は、大綱の見直し期間にかかわらず、そのあ

り方も含めて数値目標を見直すものとする。  

 

 注）先進諸国の自殺死亡率は、ＷＨＯ 

Mortality Database および各国の国勢調査

によると、米国 14.9（2019）、フランス 13.1

（2016）、カナダ 11.3（2016）、ドイツ

11.1（2020）、英国 8.4（2019）、イタリ

ア 6.5（2017）となっており、日本において

は 16.4（2020）である。  

 

 平成 27 年の自殺死亡率は 18.5 であり、

それを 30％以上減少させると 13.0 以下と

なる。我が国の総人口は、国立社会保障・人

口問題研究所の中位推計（平成 29 年推計）

によると、令和７年には約１億 2300 万人に

なると見込まれており、目標を達成するため

には自殺者数は約１万6000人以下となる必

要がある。  

第６ 推進体制等  

  

１．国における推進体制  

 

 大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に

推進するため、自殺総合対策会議を中心に、

必要に応じて一部の構成員による会合を機

動的に開催するなどして、厚生労働大臣のリ

ーダーシップの下に関係行政機関相互の緊

密な連携・協力を図るとともに、施策相互間

の十分な調整を図る。  

 

 さらに、同会議の事務局が置かれている厚

生労働省において、関係府省が行う対策を支

援、促進するとともに、地域自殺対策計画策

定ガイドラインの改訂版を作成し、地方公共

団体の地域自殺対策計画の策定及び見直し

を支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実

施していく。特異事案の発生時等の通報体制

を整備するとともに、関係府省緊急連絡会議

を機動的に開催し、適切に対応する。  

 

 また、国を挙げて自殺対策が推進されるよ

う、国、地方公共団体、関係団体、民間団体

等が連携・協働するための仕組みを設ける。  

 

 さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、

男女共同参画、高齢社会、少子化社会、青少

年育成、障害者、犯罪被害者等支援、地域共

生社会、生活困窮者支援その他の関連施策な

ど関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策

を推進する。  

 

 また、指定調査研究等法人は、関係者が連

携して自殺対策のＰＤＣＡサイクルに取り

組むための拠点として、精神保健的な視点に

加え、社会学、経済学、応用統計学等の学際

的な視点から、国がＰＤＣＡサイクルを回す

ためのエビデンスに基づく政策支援を行い、

併せて地域レベルの取組を支援する視点か

ら、民間団体を含む基礎自治体レベルの取組

の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情 

に応じて取り組むための情報提供や仕組み

づくり（人材育成等）を行う。  

  

２．地域における計画的な自殺対策の推進  

 

 自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など

社会全般に深く関係しており、総合的な自殺

対策を推進するためには、地域の多様な関係

者の連携・協力を確保しつつ、地域の特性に
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応じた実効性の高い施策を推進していくこ

とが重要である。  

 

 このため、国は地域自殺対策計画策定ガイ

ドライン、自殺実態プロファイルや政策パッ

ケージを作成・提供するとともに、都道府県

や政令指定都市において、地域自殺対策推進

センターにより管内の市町村の地域自殺対

策計画の策定・進捗管理・検証等が行われる

よう支援する。また、都道府県及び政令指定

市において、様々な分野の関係機関・団体に

よって構成される自殺対策連絡協議会等の

自殺対策の検討の場の設置と同協議会等に

よる地域自殺対策計画の策定・見直し等が推

進されるよう、積極的に働きかけるとともに、

情報の提供等適切な支援を行うこととする。

また、市町村においても自殺対策の専任部署

の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーデ

ィネート役を担う自殺対策の専任職員の配

置がなされるよう、積極的に働きかける。 

 

 さらに、複数の地方公共団体による連携の

取組についても、情報の提供等適切な支援を

行うこととする。また、これらの地域におけ

る取組への民間団体等の参画が一層進むよ

う、地方公共団体に働きかける。  

  

３．施策の評価及び管理  

 

 自殺総合対策会議により、本大綱に基づく

施策の実施状況、目標の達成状況等を把握し、

その効果等を評価するとともに、これを踏ま

えた施策の見直しと改善に努める。  

 

 このため、厚生労働大臣の下に、中立・公

正の立場から本大綱に基づく施策の実施状

況、目標の達成状況等を検証し、施策の効果

等を評価するための仕組みを設けるととも

に、ICT の活用により効果的に自殺対策を推

進する。  

  

４．大綱の見直し  

 

 本大綱については、政府が推進すべき自殺

対策の指針としての性格に鑑み、社会経済情

勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化、本大

綱に基づく施策の推進状況や目標達成状況

等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

〇清瀬市自殺対策連絡協議会設置要綱 

                     

                          令和７年６月 12 日訓令第 33 号 

 

（設置） 

第１条 清瀬市は、自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第８条及び第 13 条第２項に

基づき、総合的かつ効果的な自殺対策を推進するため、清瀬市自殺対策連絡協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 市長は、協議会に対し、次の各号に掲げる市の検討事項に意見等を求めるものとす

る。 

 

(１) 清瀬市自殺対策計画の策定に関すること。 

 

(２) その他市長が特に必要と認める事項 

 

２ 協議会は、委員の意見を取りまとめ、結果を市長に報告する。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する 15 名以内の委員をもって

組織する。 

 

(１) 保健・医療・福祉関係機関に従事する者 

 

(２) 経営・労働関係機関に従事する者 

 

(３) 司法関係機関に従事する者 

 

(４) 民間相談機関に従事する者 

 

(５) 学識経験者 

 

(６) 一般公募による市民 
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(７) 市関係部署職員 

 

(８) その他市長が特に必要と認める者 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置く。 

 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

 

３ 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ委員長が招集し、その議長と

なる。 

 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

 

３ 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。 

 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところ

による。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の３月 31 日までと

し、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

２ 市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、委員の任期を変更することが

できる。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らし

てはならない。 
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（会議の公開） 

第８条 会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人の権利利益を侵害し、

又は円滑な審議に支障が生ずると認められる相当の理由がある場合は、会議の議決により非

公開とすることができる。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、生涯健幸部健康推進課において処理する。 

 

（委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年６月 12 日訓令第 33 号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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〇清瀬市自殺対策連絡協議会委員名簿 

                             ◎委員長 ○副委員長（敬称略） 

氏名 所属 

    山城 一郎 清瀬富士見病院 院長 

    常住 亜衣子 明治薬科大学 医療コミュニケーション学研究室 准教授 

    中村 清美 清瀬市薬剤師会 会長 

    与那覇 亮 警視庁 東村山警察署 生活安全課長 

    高山 朋宏 東京消防庁 清瀬消防署 警防課長 

    草深 明子 東京都多摩小平保健所 地域保健推進担当課長 

    富田 千秋 清瀬市社会福祉協議会 福祉総務課長 

    金子 孝代 清瀬市民生・児童委員協議会 民生・児童委員 

    沼田 祐一 西武鉄道株式会社 石神井公園駅 管区長 

    高柳 茂 三鷹公共職業安定所 業務部長 

    水野 護 市民公募委員 

    尾上 桃子 市民公募委員 

    水野 恵美子 清瀬市立第三小学校 校長 

    髙見澤 進吾 清瀬市生涯健幸部 部長  
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〇清瀬市自殺対策計画 検討経過 

 

（１）清瀬市自殺対策連絡協議会 

回数 開催日・場所 内容 

第 1 回 

清瀬市自殺対策連絡 

協議会 

令和 7 年 7 月 16 日（木） 

清瀬市しあわせ未来センター 

２階ボールルーム 

１ 委員長・副委員長選出 

２ 第２次いのちを支える清瀬市自殺 

 対策計画骨子案について 

３ 意見交換 

 

第２回 

清瀬市自殺対策連絡 

協議会 

令和 7 年９月 30 日（火） 

清瀬市しあわせ未来センター 

２階ボールルーム 

１ 第２次いのちを支える清瀬市自殺 

 対策計画（案）について 

（1）計画改定にあたって 

（2）清瀬市における自殺の現状 

（3）これまでの清瀬市の自殺対策の取 

 組と結果 

（4）清瀬市における基本的な考え方 

第３回 

清瀬市自殺対策連絡 

協議会 

令和 7 年 11 月 11 日（火） 

清瀬市しあわせ未来センター 

２階ボールルーム 

１ 計画の数値目標について 

２ 第２次いのちを支える清瀬市自殺 

 対策計画（案）について 

（1）清瀬市における自殺対策に関する 

  取組 

（2）計画の推進体制 

 

第４回 

清瀬市自殺対策連絡 

協議会 

令和８年２月 10 日（火） 

清瀬市しあわせ未来センター 

２階ボールルーム 

１ いのちを支える清瀬市自殺対策計  

  画の取組状況について 

２ 第２次いのちを支える清瀬市自殺 

 対策計画（案）のパブリックコメン 

 トについて 
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〇パブリックコメントの実施 

 

本計画策定にあたり、令和８年１月５日～１月 31 日まで、パブリックコメントを実施しま

した。  

 

【パブリックコメントの実施の概要】 

 

実施期間 意見数・人数 

令和８年１月５日（月）～令和８年１月 31 日（土） ６件・１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2次いのちを支える清瀬市自殺対策計画 

 

令和８年 3 月 

発 行 清瀬市 生涯健幸部 健康推進課 

 

 〒204-8511 東京都清瀬市中里五丁目 842 番地 

      TEL 042-492-5111（代表） 


